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※統計データ・写真等の図版 

【基本計画】基本方針１．笑顔で安心して暮らせるまちづくり 

 

１．健康づくり 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●健康でいきいきとした生活をめざして、自分

にできる健康づくりに取り組んでいます。 

●健やかな子どもの成長が感じられ、安心して

子育てをしています。 
 

現状と課題  

・食生活や運動不足喫煙の生活習慣が原因となる

生活習慣病の発症者が年々増えており、がん、心

疾患、脳血管疾患等の生活習慣病が死因の約

60％をしめています。いつまでも健康に暮らすた

めには、生活習慣病の予防に対する意識を高め市

民自ら生活習慣病の改善に取り組まなければな

りません。 
・健康づくりは一人ひとりが意識してやろうと思

わなければなかなか取り組むことができません。

本市ではひとりでも多くの市民が「健康でいきい

きとした生活」を手にすることをめざした、健康

づくり計画「健康がまごおり 21」を作成し、推

進しています。誰もが健康づくりに取り組むこと

ができるよう多様なニーズに対応できる幅広い

健康づくり事業を展開していく必要があります。 
・核家族化の進行、地域との関係の希薄化などに

伴い、子育てによる保護者の負担は増加しており、

育児の疲れやストレスの蓄積による弊害が懸念

されます。このような中、育児不安を解消するた

めには児に関する正しい知識や情報を提供する

よう保護者一人ひとりに対するきめ細かな支援

を行う必要があります。 
・保護者の不規則な生活習慣がそのまま子どもに

影響するため夜型の生活や朝食の欠食など規則

正しい生活をおくれない子どもが増えています。

このため子どもや保護者たちが「食」の大切さを

認識し、規則正しい生活習慣を身につけることが

できるよう様々な取り組みを行なっていかなけ

ればいけません。 
・家庭や職場、対人関係等において多くの市民は

ストレスを抱えて生活しています。だからこそ、

こころの病気は誰でも起こす可能性のある身近

な病気であることを理解し、こころの病気の予防

に取り組む必要があります。 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 朝食欠食率 

【施策の体系】 
１．市民主体による健康づくりの推

進 

― ①市民主体の健康づくり活動

の支援 

― ②健康に関する情報提供 

２．生活習慣病・感染症予防の推進 

― ①生活習慣病予防の推進 

― ②感染症予防の推進 

３．母子保健の充実 

― ①子育て支援の充実 

― ②親と子どもの健康づくりの

推進 

４.食育の推進 
 

５.こころの健康づくりの推進 
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施策の内容  
   

１ 市民主体による健康づくりの推進 

①市民主体の健康づくり活動の支援 

・市民主体の健康づくり活動を推進するとともに、健康づくりを支援す

る環境づくりを推進します。 
②健康に関する情報の提供 

・健康に関する様々な情報の発信に努めます。 

【主な取組】 
①市民主体の健康づくり活動の支援 
・食生活改善推進員の活動支援 

・健康づくりいっしょにやろまい会の
活動支援・自主グループの活動支援 

②健康に関する情報の提供 
・健康づくりイベント・健康づくり教  
室  

・広報等での普及活動の実施 

・健康がまごおり21実践隊 
  

２ 生活習慣病・感染症予防の推進 

①生活習慣病予防の推進 

・生活習慣病予防教室や健康相談等を実施するなど、生活習慣病予防を

するとともに、がん検診、人間ドック、歯周病検診等を実施し、早期

発見、早期治療を図ります。 
②感染症予防の推進 

・感染症予防の推進として、肝炎ウイルス検査の実施やインフルエンザ

等の感染予防を推進します。 

【主な取組】 
①生活習慣病予防の推進 
・生活習慣病予防教室・健康相談 

・各種健康教育 
・がん検診・骨粗しょう症検診・歯周病

検診・人間ドック 

・特定保健指導・ヤングエイジ健診 
②感染症予防の推進 
・肝炎ウイルス検査 

・インフルエンザ予防接種 
  

３ 母子保健の充実 

①子育て支援の充実 

・子育てに関する様々な教室や個別相談において、出産、育児に関する

正しい情報を提供するとともに子どもの発育、発達に応じた支援を充

実し、保護者の育児不安の解消に努めます。 
・子育て家庭が抱える育児への不安や悩みに対応するため、家庭訪問・

相談・指導体制の充実を図ります。 
②親と子どもの健康づくりの推進 

・妊産婦・乳幼児健康診査や予防接種を実施するなど、母親と子どもの

健康づくりを推進し、疾病予防、早期発見、早期治療に努めます。 
・むし歯予防を推進するために、乳幼児の歯科検診、保育園、学校等で

のフッ化物洗口を推進します。 

【主な取組】 
①子育て支援の充実 
・パパママ教室・乳幼児訪問指導 

・こんにちは赤ちゃん訪問 
・赤ちゃんサロン・子育て教室等 

・子育て相談・電話、メール相談 

・不妊治療の助成 
②親と子どもの健康づくりの推進 
・妊産婦、乳幼児健康診査 

・定期予防接種 
・ヤングエイジ健診 

・妊婦歯科健診・乳幼児歯科健診 

・ハッピー歯みがき教室 
・フッ化物洗口 

 

 

４ 食育の推進 

・乳幼児健康診査や各種相談時において発達に応じた食生活指導を推

進するとともに、保護者と子どもの生活習慣改善に向けた取り組み

を強化し、規則正しい生活習慣づくりを推進します。 
・食育に関心を持ち、バランスのよい食生活を実践できるよう推進し

ます。 

【主な取組】 
・母乳相談・離乳食、幼児食教室 
・親子料理教室・子ども料理教室 

・食育講演会 

・保育園、幼稚園、小学校における食育
指導・保護者における普及啓発の推進 

・広報等での普及活動の実施 
  

５ こころの健康づくりの推進 

・こころの健康に関する正しい情報を提供し、こころの病気の偏見を

なくし、市民の理解を深めます。また一人ひとりにあった相談支援

に努めます。 

【主な取組】 

・広報等での普及活動の実施 

・健康セミナーの開催・こころと身体の

相談窓口 

【関連する計画等】 
・蒲郡市健康づくり推進計画「健康がまごおり21」（平成23年度～） 
・蒲郡市次世代育成支援行動計画～ほほえみプラン21～【後期計画】（平成22年度～平成26年度） 
・蒲郡市食育推進計画（平成22年度～平成24年度） 
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【基本計画】基本方針１．笑顔で安心して暮らせるまちづくり 

 

２．地域医療 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●市民がかかりつけ医を持ち、市民病院と連携

した医療体制が整っています。 

●市民病院の経営が健全化されています。 
 

現状と課題  

・医師会との適正な関係により、地域性を踏まえ

た効果的な機能・医療分担に努め、病診連携など

を強化する必要があります。 
・市民病院は市民や周辺地域の住民の生命及び健

康の維持を支える使命を果たすため、地域の基幹

病院としての医療を積極的に行う必要がありま

す。 
・軽症患者が２次医療機関である市民病院の夜間

や休日の時間外外来を利用することが多く、医師

が過酷な労働を強いられています。 
・市内には市民病院を代替する規模・水準の病院

がほかに存在しないため、民間病院や診療所では

対応が困難な医療分野、不採算分野を担うことに

なります。 

・市民病院では医師が不足しており、診療体制を

縮小せざるを得ない状況が継続しています。また、

病院移転から10年が経過し、医療機器の更新時

期を迎えているため、計画的な更新が必要となり

ます。 
・看護師志望学生の大学進学率が高まるなかで、

ソフィア看護専門学校へ入学する学生が減少し

ており、退学する学生もいるため、志が高く、職

業適性のある者を選考することが重要となって

います。 
・ソフィア看護専門学校の卒業生が看護師不足と

なっている市民病院へできるだけ就職できるよ

う、市民病院との連携を更に深める必要がありま

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年度    入院     外来 
平成１７  130,116人  262,495人 
平成１８  120,490人  236,386人 
平成１９  106,584人  198,259人 
平成２０   88,469人  169,749人 
平成２１   99,779人  186,751人 

 

年度末   医師    看護師 
平成１７   ４８人   ２６８人 
平成１８   ４４人   ２６７人 
平成１９   ４３人   ２８４人 
平成２０   ３７人   ２６２人 
平成２１   ４２人   ２５１人 

 

図 市民病院の入院・外来患者数 図 市民病院の常勤医師・看護師数 

【施策の体系】 
１．地域医療体制の充実 
 

２．救急医療の適正化 
 
３．市民病院の経営健全化 
 
４．看護師養成の充実 
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施策の内容  
   

１ 地域医療体制の充実 

・地域性を踏まえた効果的な機能・医療分担に努め、病診連携、病病

連携、その他施設との連携の充実を図ります。 
・入院医療や外来医療、急性期医療や在宅医療など、治療が行われる

患者の症状や疾患状態の段階ごとに求められる医療機能をより明

確にして、各診療機能が途切れることがないように、病診連携や病

病連携を通じて地域完結型の医療体制の充実を図ります。 
 

【主な取組】 
・地域医療連携強化事業 
市内だけでなく、市民病院の診療圏

全体をターゲットにした病診連携
などの実務を行う部署を市民病院

に設置し、市民病院への紹介患者や

転院患者の情報のやり取りを行う。 

  
２ 救急医療の適正化 

・市民が１次医療機関のかかりつけ医を持ち、軽症患者は在宅当番医

制度や休日急病診療所などを利用するよう周知を図ります。 
・２次医療機関である市民病院で、本来の２次救急患者の診療に支障

がでないよう、不要不急な救急医療やコンビニ受診とされる安易な

診療が減少するよう啓発活動に努めます。 
・夜間の急な子どもの病気について医師や看護師へ電話で相談できる

「小児救急電話相談（#8000）」、子どもの症状に応じた対応がわか
る「こどもの救急」ホームページなど、病院を受診する判断の目安

として利用するよう周知を図ります。 
 

【主な取組】 
・市民まるごと市民病院応援団 
市民の総力で、市民病院の医師を減

らすことなく、現状の診療を維持・

存続させるために結成された。 
・在宅当番医制度、休日急病診療 

所、休日歯科診療所 
・小児救急相談窓口の周知 

 

  

３ 市民病院の経営健全化 

・地域における基幹病院として、安定的かつ継続的に地域に必要な医

療を提供していくために、蒲郡市民病院改革プランに基づき、市民

病院の経営健全化を図ります。 
・医師の確保が喫緊の課題であり、大学医局に限らず民間医局なども

活用した積極的な医師の確保に更に努めます。 
・医療機器は必要性の高いものを適正に判断し、計画的な更新に努め

ます。 

【主な取組】 
・医師及び看護師確保 
医師の積極的な確保に加えて、看護

師も試験回数の増加や積極的な声
掛けなど募集機会を更に増やす。 

・診療圏内開業医への働きかけ 
市民病院の診療圏内の開業医へ積
極的な情報提供を行い、入院治療や

専門治療が必要な患者の紹介を働

きかけ、病床利用率の向上につなげ
る。 

  
４ 看護師養成の充実 

・看護師志望学生の大学進学率が高まるなかで、入学試験方法の工夫

やオープンキャンパスなどにより、看護師志望の学生確保を推進し

ます。 
・退学する学生を減少させ、質の高い看護師を養成し、看護師不足と

なっている市民病院へ多くの学生が就職できるよう、市民病院との

更なる連携に努めます。 

【主な取組】 
・教育活動事業 
入学試験方法の工夫により学生を

確保し、自発性を高める教育内容
で、質の高い看護師を養成する。 

・看護師等修学資金貸与事業 
養成施設を卒業後直ちに市民病院
に勤務しようとする学生を確保し、

市民病院の円滑な運営に資する。 
 

 

【関連する計画等】 
・蒲郡市民病院改革プラン（平成21年度～平成23年度）  
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【基本計画】基本方針１．笑顔で安心して暮らせるまちづくり 

  

３．子育て支援 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●家族が協力しながら、親も子も楽しく子育

て・子育ちをしています。 

●子ども達がこころ豊かに育つよう、地域社会

全体で子育てを支えています。 
 

現状と課題  

・近年では、家族のあり方が大きく変化し、世帯

数の増加に見られるように核家族化が進展し、夫

婦共働きの家庭の増加により、保育ニーズは著し

い増加を見せています。 
・その一方で、地域社会における人と人との結び

つきは薄れてきており、このような状況の中、子

育てに対する不安や悩みを抱える人も増加し、児

童虐待、育児放棄などの事例も増加してきていま

す。 
・地域社会が、子育てを支える意識を高めるため

のプラン作成も必要となってきます。 
・子育て支援センターや家庭児童相談室などでは、

気軽に相談できる体制づくりをします。また、児

童館や子育て支援センター等子育てを支援する

機関では、同じような悩みを抱えた親子が集うこ

とのできる場の提供、子連れでも外出しやすい環

境づくりを推進する必要があります。 
・現在、公立民間合わせて 18園体制で、通常保育
に加えて一時保育・延長保育・低年齢児保育・障

がい児保育などの保育事業を実施していますが、

就労する保護者の増加による低年齢児の入園の

割合が増加しています。 
・保育所では、生活の場としての役割のほかにも

食育に対する取組や発達障がいに対する理解を

深めること、その児童への対応など、子育て家庭

への多種多様な支援が求められるようになって

きました。 
・共働き家庭の放課後児童対策として、各小学校

区に小学生を対象とする児童クラブを設置して

いますが、低学年に加えて高学年児童や時間延長

の要望が増加してきています。児童クラブは、小

学校や教育委員会との連携・協力体制を強め、放

課後子ども教室など教育関連のほかの施策と補

完し合いながら推進する必要があります。 
・子どもに関する施策は総合的一体的に推進する

必要があります。乳幼児や学童に関する保育や教

育に関する支援については、「幼・保・小」の関

係機関が連携協力することが必要です。 
・ひとり親家庭の増加により、経済的支援や自立

促進のための就業支援が強く求められています。 
 
 
 
 
 
 

 
   子育ての満足感・充実感 
   （就学前児童の保護者） 
   （小学生児童の保護者） 

※統計データ・写真等の図版 

 
 
 

※統計データ・写真等の図版 

図 市民ニーズ調査の結果 図 低年齢児の入所児童数 

【施策の体系】 
１．地域における子育て支援サービ

スの充実 

― ①相談・指導体制の充実 

― ②子育て支援のネットワーク

づくり 

― ③ファミリー・サポート・セ

ンターの充実 

２．保育施設・保育サービスの充実 

― ①保育施設等の整備・再編 

― ②保育環境の充実 

― ③特別保育の充実 

３．児童の健全育成の推進 

― ①地域活動の推進 

― ②教育機関との連携・協力 

４．ひとり親家庭支援の充実 

― ①経済的支援の充実 

― ②生活自立支援の充実 
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施策の内容  
   

１ 地域における子育て支援サービスの充実 

①相談・指導体制の充実 

・子育ての悩みや不安の解消、家庭環境の健全化を図るための相談・

指導体制の充実に努めます。 
②子育て支援のネットワークづくり 

・市内に３か所ある子育て支援センターを拠点として、子育て家庭の

支援や情報交換ができるようネットワークづくりを支援します。 

③ファミリー・サポート・センターの充実 

・育児の援助を受けたい人と援助を行える人たちが会員となり、互い

に援助し合う会員組織の事業を推進します。 

【主な取組】 

・家庭児童相談室の充実 

・子育て支援センター事業の充実 

・ファミリー・サポート・センター

事業の実施 

  
２ 保育施設・保育サービスの充実 

①保育施設等の整備再編 

・老朽化した保育施設の再整備を効率的に行うために、保育所の統廃

合や機能分担を含めた整備計画を策定します。 
②保育環境の充実 

・民間保育所と公立保育所、幼稚園などを保護者のニーズに合わせて

選択できるよう、食育の推進や芝生化など特色ある保育環境の充実

を図ります。 

③特別保育の充実 

・延長保育、低年齢児保育、障がい児保育、一時預かりなどの保育サ

ービスの充実に努めます。 

【主な取組】 

・老朽化した保育園の改修 

・保育園等整備計画の策定 

・保育園園庭芝生化事業 

・一時預かり事業の拡充 

  
３ 児童の健全育成の推進 

①地域活動の推進 

・地域社会と協力しながら社会全体で子育てを支える意識の醸成を図

ります。 

②教育機関との連携・協力 

・乳幼児期から青年期までの支援を一体的、継続的に行うことができ

るよう、教育機関との連携・協力を図ります。 

【主な取組】 

・放課後子どもプランの推進 

・老朽化した児童館の改修 

・教育機関と連携した児童クラブ 

 の充実 

  

４ ひとり親家庭支援の充実 

①経済的支援の充実 

・近年、ひとり親家庭が増加傾向にあり、このような家庭への経済的

支援を継続的に実施します。 
②生活自立支援の充実 

・関係機関と連携し、自立・就業の支援に向けた取組と各種制度の活

用促進を図ります。 

【主な取組】 

・児童扶養手当の支給 

・母子家庭等日常生活支援事業 

・ひとり親家庭等の親への就業 

 支援 

 

【関連する計画等】 
・蒲郡市次世代育成支援行動計画～ほほえみプラン２１～【後期計画】（平成22年度～平成26年度）  
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【基本計画】基本方針１．笑顔で安心して暮らせるまちづくり 

 

４．高齢者支援 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●高齢者が住み慣れたまちで安心して暮らせ

るように、地域が協力して支援しています。 

●高齢者が元気に長生きできるよう、介護予防

や健康づくりに取り組んでいます。 

●高齢者が社会活動に参加したり、趣味に取り

組んだり、生きがいをもって暮らしています。 
 

現状と課題  

・ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯の増加により、

日常生活の援助や介護が必要となった際には、社

会的支援がより重要となります。住み慣れたまち

で高齢期を安心して生活できるように、地域や行

政による日常生活の支援が一層求められていま

す。 
・平成 22年４月１日現在で本市の高齢化率は約

24.7％に達し、今後高齢化はますます加速すると

予測されています。高齢者の生活を支える地域社

会支援や介護保険制度を持続可能なものにする

ためにも、健康づくりや介護予防の意識を高める

仕組みづくりが必要となっています。 
・平均寿命の伸長により、多くの方が高齢期を 20

年近く過ごすことになります。そのため、高齢期

をいきいきと過ごすためにも、社会活動に参加す

る機会や、生きがいづくりのための様々な活動に

参加する機会を充実させることが必要となって

います。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

※統計データ・写真等の図版 

 
 
 

※統計データ・写真等の図版 

図 要介護認定者の割合の推移 図 独居世帯・世帯数の推移 

【施策の体系】 
１．住み慣れた地域で安心して暮ら

すための施策 

― ①高齢者の生活の場の確保 

― ②家族介護に対する支援 

― ③地域福祉活動の支援 

２．介護予防や健康づくりに取り組

むための施策 

― ①介護予防の意識向上 

― ②他分野との連携による健康

づくり・介護予防の推進 

３．生きがいをもって充実した生活

をおくるための施策  

― ①就労支援 

― ②生きがいづくり支援 

― ③社会活動参加支援 
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施策の内容  
   

１ 住み慣れたまちで安心して暮らすための施策 

①高齢者の生活の場の確保 

・要介護認定を受けていない高齢者が在宅で安心して生活できるよう

に、在宅支援サービスの充実及び各種高齢者福祉サービス等の充実

を図ります。 
②家族介護に対する支援 

・在宅高齢者を介護する側の家族の負担を軽減するため、家族介護者

のリフレッシュの場や情報交換の場を提供するなど、家族介護支援

の充実を図ります。 
③地域福祉活動の支援 

・独居高齢者や高齢者世帯の方が安心して暮らすために必要な地域に

よる支援体制を構築するため、地域包括支援センターの活動の充実

や関係機関との連携強化を図ります。 

【主な取組】 
・高齢者在宅福祉サービス 
・高齢者福祉サービス事業 
・緊急通報設置事業 
・日常生活用具給付事業 
・家族介護者交流事業 
・家族介護者支援事業 
・地域包括支援センターの医療機 
 関との連携や、地域福祉活動主 
 体との連携 
・ふれあい蒲郡のボランティアに 
 よる日常生活支援 
・権利擁護事業 
・成年後見制度利用支援事業 

２ 介護予防や健康づくりに取り組むための施策 

①介護予防の意識向上 

・介護が必要になる手前の段階で、介護予防に取り組むことが、健康

を維持するために重要です。介護予防の重要性の理解を深めるため

に、意識向上を図ります。 
②他分野との連携による健康づくり・介護予防の推進 

・本市が主催する健康づくり事業、各種講座や、公民館や地域が主体

となって行われる文化・スポーツ活動などとの連携により、健康づ

くり・介護予防を図ります。 

【主な取組】 
・特定高齢者把握事業 
・介護予防事業 
・健康づくり事業・文化スポーツ 

活動事業と連携 
・公民館事業・地域活動との連携 
・シニアエアロビクス 
・健康体操教室 
・ふれあい入浴サービス 
 

  
３ 生きがいを持って充実した生活をおくるための施策 

①就労支援 

・高齢者になっても、意欲に応じて就労機会が確保されるよう、シル

バー人材センターの活動に対する支援を図ります。 
②生きがいづくり支援 

・高齢者が生きがいをもって生活をおくることができるように、高齢

者の趣味活動への参加、ボランティア活動への参加、その他社会活

動への参加の機会を増やすための支援をします。 
③社会活動参加支援 

・高齢者が地域の活動に積極的に参加し、地域の相互扶助関係を築く

ことができるように、老人クラブへの加入促進や地域団体への参加

拡大を図ります。 

【主な取組】 
・シルバー人材センターの充実・ 

活用 
・生きがいセンターの充実・活用 
・老人福祉センターの充実・活用 
・地域ボランティア団体との連携 
・老人クラブ活動の支援 
・地域の保育園・学校との交流 
・各種活動への参加支援 

 

【関連する計画等】 
・第４期蒲郡市介護保険事業計画（平成21年度～平成23年度） 
・第５期高齢者福祉計画（平成21年度～平成23年度）  
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【基本計画】基本方針１．笑顔で安心して暮らせるまちづくり 

 

５．障がい者支援 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●障がい者がその人らしく自立し、地域で安心

して暮らしています。 

●地域や社会が障がい者と交流し、支え合える

環境が整っています。 
 

現状と課題  

・障害者自立支援法により、身体・知的・精神で

異なっていた制度やサービスの一元化が図られ、

利用者本位のサービス体系へと再編されました。 
・障がい者に対する理解は十分ではなく、差別や

偏見は様々な場面で解消しておらず、社会参加の

阻害要因となっております。そのため、障がい者

に対する正しい理解を持って社会の中で普通の

生活がおくれるような条件を整え、共に生きる社

会づくりが必要不可欠です。 
・障がい者が地域で暮らしていくために生活支援

の各種サービスを充実していくことはもちろん

ですが、サービスを周知することも重要です。現

在、情報量の少なさによって一部の利用者のみが

サービスを利用していることが見受けられるた

め、正しい情報を伝える必要性があります。 
・本市では、障害者基本計画の基本理念の「ノー

マライゼーション」に「リハビリテーション」を

加えて、障がい者を含めた全ての市民が地域社会

の中で基本的人権を保障され、可能な限り、その

個人の能力を生かし、社会生活と社会の発展に参

加できるように支援するとともに、発展によって

もたらされる成果を誰もが受けることができる

ようなまちづくりを目指していきます。 
・また、働く意欲を持つ人が働ける社会づくりの

ため障がいの多様化に対応した教育の充実を図

るとともに、乳幼児期から学校卒業まで一貫した

教育・育成に取り組み、障がいの特性に応じた一

人ひとりの自立につなげることが求められてい

ます。 
・障がいのある人やその家族介護者が生活支援に

求めるものは制度に基づくサービスの提供だけ

でなく精神的な領域にもわたり、きめ細やかな支

援を行うためには、ボランティア活動やＮＰＯ活

動などの力も不可欠となるため、今後は障がい者

に対する理解の普及とともに、経験豊富な団塊の

世代層の退職者を有効活用し幅広いボランティ

アの育成に取り組み、サービスの提供を行う必要

があります。 
・発達障がいについては、特に早期発見・早期支

援並びに地域での生活支援が求められています。

また、保護者、学校や幼稚園、保育園など周囲の

理解のための啓発が必要になっています。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 写真 蒲郡市障がい者支援センター 

写真 ＮＰＯ法人 楽笑 

 
 
 
※移動販売カーでの 
販売風景 

 

【施策の体系】 
１．障がいのある人への正しい理解

の普及 

― ①ボランティアの育成・支援 

２．日常生活自立支援事業の充実 
 
３．生活支援サービスの周知・充実 

― ①医療費助成の充実 

― ②多様な居住の場の充実 

― ③障害福祉サービスの充実 

― ④地域生活支援事業の充実 

― ⑤総合的な就労支援 

４．療育体制の充実 
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施策の内容  
   

１ 障がいのある人への正しい理解の普及 

①ボランティア育成・支援 

・ボランティア講座の開催、身体障がい者・知的障がい者相談員によ

る相談支援の活動や、障がいのある人の地域生活を支援するようボ

ランティア団体への支援を図り、ボランティア団体による理解の普

及に努めます。 
・広報及び市のホームページを活用した障がい者施策の情報提供をは

じめ、障がい者本人の啓発活動への関わりも含め、理解の普及に努

めます。 

【主な取組】 

・知的・精神ボランティアの育成 

支援 

・ピア・サポート活動の推進 

・社会資源の有効活用の推進 
 

  
２ 日常生活自立支援事業の充実 

・障がい者の暮らしや就労、福祉サービスの利用方法、余暇活動への

参加などあらゆる相談に対する支援事業の充実を推進します。 
・施設入所者や精神障がい者の地域移行が促進されることから、成年

後見制度や日常生活自立支援業の利用を推進します。 

【主な取組】 

・蒲郡市障がい者支援センターの 

充実 

・成年後見制度利用支援事業の整備 
 

  
３ 生活支援サービスの周知・充実 

①医療費助成の充実 

・障害者手帳交付者の医療費の自己負担分の助成のほか、自立支援医

療により人工透析やうつ病などの医療費の助成をします。 

②多様な居住の場の充実 

・施設入所者や退院可能精神障がい者の地域生活への移行支援のため

に、本人の希望の程度に応じて居住の場の確保や生活支援を図りま

す。 
・ユニバーサルデザインの周知及び導入支援を推進します。 
③障害福祉サービスの充実 

・身近で地域で自立した生活をおくことができるよう、訪問系・日中

活動系・居住系サービス体制の確保と充実を図ります。 

④地域生活支援事業の充実 

・日常生活用具、移動支援、地域活動支援センター、訪問入浴サービ

ス、日中一時支援事業等、事業の提供及び充実に努めます。 

⑤総合的な就労支援 

・一般就労を推進するために、受け入れ側の意識啓発や継続的な勤務

を可能とする環境整備を促進します。 

【主な取組】 

・心身障害者医療助成事業 

・精神障害者医療助成事業 

・自立支援医療給付事業 

・グループホーム・ケアホー整備 

 への支援 

・住宅入居等支援事業の整備 

・福祉ホーム事業の実施 

・ユニバーサルデザイン導入支援 

 事業 

・障害福祉サービス提供体制の確保 

・地域生活支援事業提供体制の確

保・就労移行支援の充実 

・障がい者雇用に関する啓発推進事

業 
 

  

４ 療育体制の充実 

・障がい児にデイサービスを通じての集団生活への適応訓練や、同年

代の子ども同士で交流する機会や居場所づくりに努めます。 
・将来の自立に向けて、関係機関の連携のもとで、保護者の子育てへ

の支援を図るとともに、早期療育体制の充実に取り組みます。 

【主な取組】 
・児童デイサービスの充実 
・障がい児にかかわる関係機関連絡

会議の充実 
 

 

【関連する計画等】 
・蒲郡市第２次障害者計画（平成20年度～平成29年度） 
・蒲郡市第２期障害福祉計画（平成21年～平成23年度） 
・蒲郡市地域福祉計画（平成23年～平成27年度） 
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【基本計画】基本方針１．笑顔で安心して暮らせるまちづくり 

 

６．生活自立支援 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●将来、蒲郡を担う世代が自立への第一歩を踏

み出しています。 

●日々の生活に不安を感じず誰もが、安心した

生活を送っています。 
 

現状と課題  

・生活保護は、生活に困っている人に対し、その

困っている状況に応じて必要な支援をすること

により、憲法の保障する最低生活を守り、自立に

向けての支援をすることを目的としています。 
・リーマンショック後の世界的な不況によって景

気が後退し、失業率上昇したため、日本人はもと

より外国人の生活保護に関する相談・申請件数も

急激に増加しています。 
・ここ数年で将来の見通しの立たない世の中にな

ると感じ、仕事をしているにもかかわらず日々の

生活が成り立たないワーキングプアやホームレ

スと呼ばれる新たな生活困窮者が増大してきま

した。 
・その中には就労の能力はあるものの、その能力

を発揮する場や機会が激減し、自身の力ではもは

やどうすることもできない人が増えてきている

ことも現状です。 
 
 
 
 
 

・また、支援を希望している人の中にはアルコー

ル・薬物などの依存症や多重債務、ＤＶ、児童虐

待、社会との関わりを持たない一人暮らし高齢

者・障がい者、精神疾患による社会的入院など実

に多様な生活課題を抱えていることも特徴です。 
・核家族や共働きなどの社会構造の変化や家庭の

事情などで、生まれながらにして生活環境に恵ま

れず、自立するための必要最低限の資格や学力さ

えも取得できない子ども達（貧困の世代間継承）

が生じています。このような状況を解消するため、

子ども達に対して教育環境の整備、進路指導及び

就職活動などを支援し、自立への第一歩を踏み出

せるよう専門支援員をおく必要があります。 
・これまで、地域の民生委員・児童委員や扶養親

族の協力のもと、生活自立に向けて適正な支援指

導を行ってきました。 
・今後は、ハローワーク、社会福祉協議会などと

協力して、将来の社会構造を見据えた支援を、特

に働く意欲のある若年層に対しては早期対応、短

期支援をする必要があります。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
※帯グラフ(縦軸に年度、横軸に類型) 

図 生活保護世帯数（世帯類型別）の推移率 

【施策の体系】 
１．生活保護制度の適用 
 

２．自立支援体制の充実 
 

 

図 生活保護費（扶助別）の内訳 
 
 
※円グラフ(縦軸に年度、横軸に扶助) 
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施策の内容  
   

１ 生活保護制度の適用 

・支援の必要がない人へ適用しないために、支援を必要としている人

たちがそれぞれ抱えている問題に対し、じっくりと腰を据えて、本

人と寄り添って解決していけるような支援体制を推進します。 
・仕事に対する意欲と能力はあるが、求職に当たって支援が必要な人

に対してハローワークへの同行など、ケースワーカーだけでなく就

労支援員が支援することにより大きな成果をあげていくような組織

体制を図ります。 
 

【主な取組】 
・面接相談員の活用・増員 
・就労支援員の活用・増員 
・ハローワークと社会福祉協議会 

との連携 

  
２ 自立支援体制の充実 

・ヤミ金やサラ金などの多重債務の整理や就労支援をはじめ、将来本

市を担う世代の自立支援として、子どもの不登校状態の解消、ひき

こもり状態に対する適切な治療、高校等進学、アパートなどの入居

可能な物件情報の提供、成年後見制度の申立ての支援など、自立を

阻害している様々な問題を解決するための新たな自立支援プログラ

ムの充実・策定を推進します。 
・生活保護制度をはじめとし、ハローワークによる離職者に対する支

援や社会福祉協議会による生活福祉資金の貸付など各種支援策の相

談窓口の一本化に努めます。 
・働く意欲があり、仕事に就くための阻害要因がない若年層の生活保

護受給者が早期に自立できるような支援体制を推進します。 

【主な取組】 
・自立支援プログラムの推進 
・相談支援窓口の充実 
・若年者早期自立支援プログラム 

の策定 

  
 

【関連する計画等】 
各種自立支援プログラム  
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【基本計画】基本方針１．笑顔で安心して暮らせるまちづくり 

 

７．保険・医療費助成 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●保険・医療費助成制度をみんなで支えていま

す。 

●子どもから高齢者まで安心して医療を受け

ています。 
 

現状と課題  

・国民健康保険は、安心して医療を受け、健康な

生活を送ることができる制度として重要な役割

を果たしています。しかし、高齢化や生活習慣病

により医療費は増加傾向にあり、長引く経済不況

により低所得者の割合も高まっています。 
このため、医療費の適正化や収納率の向上などに

取り組み、事業の安定的な運営を行う必要があり

ます。また、国民健康保険制度の県単位での広域

化の議論が始まると共に、国は、後期高齢者医療

制度の廃止と国民健康保険制度の統合という案

も検討しており、その動向を注視しながら制度運

営を行う必要があります。 
・後期高齢者医療制度は、高齢者と若い世代が公

平に医療費を負担し、高齢者が安心して医療を受

けられることを目的として平成20年度から始ま

りました。しかし、国は、平成24年度末でこの

制度を廃止し、平成25年４月には、新しい高齢

者医療制度を施行や障害者自立支援法の改正も

見込まれることから、その動向を見極めながら制

度運営を行う必要があります。 

・医療費助成は、高齢者や子ども、母子家庭等、

心身や精神に障がいのある人などが安心して医

療を受けられるよう医療費の公費負担による本

人負担の軽減を実施しています。しかし、増加し

ていく医療費とともに助成額も増加傾向にあり

ます。 
・介護保険制度は、誰もが直面する介護の問題を

社会全体で支える仕組みで、利用者が必要とする

サービスを安心して受けられるよう体制を整備

してきました。今後は、高齢化の進行に伴う要介

護認定者の増加などから、保険給付費の増加が見

込まれるため、保険料と公費によって制度の安定

的な運営を行う必要があります。 
・国民年金は、老後や不慮の事故などで障がいを

持ったときに生活の支えとなる重要な制度です。

しかしながら、制度の理解不足による未加入者

や保険料未納者が見受けられます。無年金者の

解消を図るため、年金制度の啓発活動を推進し

ていく必要があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 国民健康保険加入者一人当たり保険税額と療養諸費の推移 

【施策の体系】 
１．国民健康保険事業の適正な運営 
 

２．後期高齢者医療制度の適正な運営 
 
３．医療費助成制度の適正な運営 
 
４．介護保険事業の適正な運営 
 
５．国民年金制度の適正な運営 

 

図 医療費助成の推移 
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施策の内容  
   

１ 国民健康保険事業の適正な運営 

・国民健康保険事業を安定的に運用する財源を確保するため、振替納

税を推進するとともに、外国人への制度周知、滞納世帯への臨戸徴

収・電話催促等の納付指導を強化し収納率の向上に努めます。 
・医療支出の適正化のため、診療報酬明細書の内容点検と重複・頻回

受診の改善指導を充実するとともに後発医薬品の使用促進を図りま

す。 
・生活習慣病予防と将来の医療費増加抑制の観点から特定健康診査、

特定保健指導を実施し、多くの保険加入者に受診してもらうよう啓

発活動を推進します。また、疾病の早期発見・早期治療に役立て、

保険加入者の健康保持を図るため人間ドック・脳ドック検査費用の

助成を行います。 
・広域化の議論と高齢者医療制度の見直しなど、新制度に向けた体制

作りについて愛知県及び県内保険者等と議論を進めます。 

【主な取組】 
・収納率の向上 
・医療費の適正化 
・特定健康診査・特定保健指導 
・人間ドック・脳ドック検査費用 

助成 

２ 後期高齢者医療制度の適正な運営 

・後期高齢者医療制度の安定的な運営のため、特別徴収対象者以外の

振替納税を推進するとともに、滞納者への臨戸徴収・電話催促等に

より収納率の向上に努めます。 
・生活習慣病を早期に発見し、重症化の予防を図るため後期高齢者医

療健康診査を実施します。 
・高齢者医療制度の動向を見極めながら、円滑に新制度に移行できる

よう準備を整えます。 

【主な取組】 
・収納率の向上 
・後期高齢者医療健康診査 
・人間ドック・脳ドック検査費用 

助成 

３ 医療費助成制度の適正な運営 

・誰もが安心して医療が受けられるよう、県補助制度、ほかの福祉制

度の動きとの調整を行い、医療費の適切な助成を行ないます。 
【主な取組】 

・後期高齢者福祉医療費助成 
・子ども医療費助成 
・母子家庭等医療費助成 
・心身障害者医療費助成 
・精神障害者医療費助成 

４ 介護保険事業の適正な運営 

・第４期蒲郡市介護保険事業計画に基づき、サービスの円滑な提供や

介護給付の適正化に努め、安定した事業運営の確立を図ります。 
・国民の共同連帯の理念に基づく保険料納付の理解が得られるよう啓

発に努めます。 

【主な取組】 
・事業運営の安定 
・健全財政の確保 

５ 国民年金制度の適正な運営 

・国民年金制度に対する不安解消ため、周知と啓発を行い、制度の正

しい理解を目指します。 
・窓口相談体制の充実を図るとともに、日本年金機構と協力・連携し、

未加入者の加入促進と未納者対策に努めます。 

【主な取組】 

・制度の周知 
・未加入者への加入促進 
・未納者対策の推進 

【関連する計画等】 
・蒲郡市特定健康診査等実施計画（平成20年度～平成24年度） 
・第４期蒲郡市介護保険事業計画（平成21年度～平成23年度） 
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基本目標２ 
賑わいと元気あふれるまちづくり 

 
 

農林業 �������������������������������������������������18 

水産業 �������������������������������������������������22 

工業 ���������������������������������������������������24 

商業・サービス業 ���������������������������������������26 

新産業 �������������������������������������������������28 

観光 ���������������������������������������������������30 

競艇 ���������������������������������������������������34 

雇用 ���������������������������������������������������38 

消費者保護 ���������������������������������������������40 
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【基本計画】基本方針２．賑わいと元気あふれるまちづくり 

 

１．農林業 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●安心できる農作物を供給し、魅力ある農業が

実現できています。 

●農地を「所有」から「利用」へ転換すること

を促進し、農業が身近になっています。 
 

現状と課題  

・本市では、従来から温暖な気候を活かし、ミカ

ン等果樹を中心とした農業生産が行われていま

す。花き、つまもの、イチゴ等の施設園芸も盛ん

に行われ、高収益性の作物・作型を導入し、地域

の産地化を目指しています。 
・蒲郡柑橘組合は、平成22年に「日本農業賞大賞」

を受賞されるなど、高品質であるとの評価を受け、

地域の活性化につながる農業振興に貢献してい

ます。 
・国が食料自給率の向上を示すものの、原油価格

高騰やコスト高、売値の低迷等により農業経営が

圧迫され、離農あるいは作物転換を余儀なくされ

る農家も多くなっています。そのため、後継者等

の担い手不足、耕作放棄地の増加を引き起こす要

因の一つにもなっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・農業経営を“成り立つ産業”にすることが大き

な課題であり、それに対応するため「一次産業（生

産）」と「二次産業（加工）」と「三次産業（流

通）」を一体化した「六次産業（生産・加工・流

通の総合）」の推進が期待されています。 
・農地利用集積円滑化事業による農地の掘り起こ

し活動と担い手育成の推進を連動させることで、

魅力ある農業の実現が求められています。 
・食の安全に関心が高まる中、「食」や「農業」

をより身近に感じることができる取り組みにも

力をいれていく必要があります。 
・ほ場整備を中心に、農道、用排水路、ため池等

の基盤整備を進めることにより、効率的な利用促

進を図ります。 
・林業は、極めて零細ではありますが、本市森林

の多くは三河湾国定公園の指定区域にあり、観光

及び森林保全の面で重要な役割を果たしていま

す。 
 

【施策の体系】 
１．親しみやすく魅力ある農業の実

現 
 

２．遊休農地・耕作放棄地の解消と

担い手の育成 
 
３．効率的な営農を支える基盤整備 
 
４．森林等自然資源の保全 
 
 

 
※主副業別農家数の表 
（第55次愛知農林水産統計年報） 

 
※農業産出額の表 
（第55次愛知農林水産統計年報） 

図 主副業別農家数の表 図 農業算出額の表 
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施策の内容  
   

１ 親しみやすく魅力ある農業の実現 

・農産物の生産だけでなく、食品加工、流通、販売にも農業者が主体

的かつ総合的に関わることによって、事業の付加価値を、農業者自

身が得ることのできるような取り組みを推進し、農業の活性化とと

もに、「地産地消」の浸透を図っていきます。 
・食の安全、安心に関心が高まる中、手軽に農業を体験できる小規模

の市民農園を拡充し、参加を促すことで、農業を身近に感じてもら

える環境づくりを推進していきます。 
・人間が生きていく上での「食」の大切さを知識として学べる機会を

増やし、健全な食生活を実践できる人間を育てる活動を推進してい

きます。 

【主な取組】 
・第六次産業の推進 
生産・加工・流通・販売等を統合的

に取り扱い、事業の付加価値を高め
る取り組みを支援していく。 

・地域間交流施設の整備 
ほ場整備地などへ、農業の販売所な
どを併設する。 

・市民農園の拡充 
市民農園を拡充し、実際に農業に触
れることで、農業を身近に体感して

もらう。 
・食育の推進 
安全で安心した食生活を送るため、

農業を通じて「食」に対する知識を

高める活動を推進していく。 
  

２ 遊休農地・耕作放棄地の解消と担い手の育成 

・「農地利用集積円滑化事業」により、規模縮小農家等から農地を買い

入れ又は借り受け、担い手農家等に売り渡し、又は貸し付けるほか、

担い手農家への農地の利用集積を促進し、遊休農地、耕作放棄地の

解消につなげ、自給率の向上に努めていきます。 
・後継者や新たな担い手育成のため、農業共同組合が中心となった農

業研修事業を実施し、就農希望者への支援体制の充実を図っていき

ます。 

【主な取組】 
・農地利用集積円滑化事業 
農地利用集積円滑化団体及び農業

委員会と連携し、担い手農家への農
地利用集積を推進します。 

・農業への参入促進 
就農を希望する方への支援体制の
充実を図り、遊休地、耕作放棄地の

解消につなげる。 

  
３ 効率的な営農を支える基盤整備 

・ほ場整備事業や農道、用排水路、ため池等の基盤整備事業を積極的

に推進し、農業者が農業経営の合理化や農作業の効率化を図ること

ができる環境づくりを推進します。 
・ハウス栽培の花き類の促進に向け、照明器具のＬＥＤへの移行を推

進することで、省エネ化、作物の成長促進、高品質化などを目指し

ます。 

【主な取組】 
・ほ場整備事業 
農地の区画整理を行い、担い手が効

率的な営農ができるよう基盤整備
を行う 

・農道、用排水路、ため池等の整備 
農業経営の合理化と効率化を図る
ため農業環境の整備を行う。 

・LED 利用実証性設置事業 
ＬＥＤ照明器具の性能及び投資効
果などの検証を行う。 

  
４ 森林等自然資源の保全 

・本市においても森林等自然資源の保全は重要な問題です。林道の整

備や治山事業により、健全な森林資源の維持造成を推進するととも

に、林地の保全、生活環境の保全を図ります。 
・イノシシ、ハクビシン等により果樹園や畑を荒らされるなど、鳥獣

被害の報告も非常に多く、イノシシ捕獲用の檻を設置するなど駆除

対策を講じていきます。 

【主な取組】 
・林道の整備 
健全な森林資源の維持造成推進の
ため、林道を整備する。 

・治山事業 
林地の保全、生活環境の保全を図る
ため、山地災害の恐れのあるところ

の治山事業を促進する。 
・有害鳥獣駆除対策 
蒲郡猟友会を中心に農業従事者と

の連携を図る。 
・有害鳥獣駆除対策 
人とのつながりを失い荒廃しつつ

ある里山林の自然環境を維持・復元

し、特色ある森づくりを推進する。 

 

【関連する計画等】 
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・農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想（平成22年度～平成27年度） 
・蒲郡市食育推進計画（平成22年度～平成24年度）  
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【基本計画】基本方針２．賑わいと元気あふれるまちづくり 

 

２．水産業 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●漁業者、水産業関係団体等が一体となって安

定した水産業経営が行われています。 

●「獲る」漁業から「育てる」漁業へ、水産資

源の育成と保護を推進しています。 
 

現状と課題  

・本市の平成 19年の漁獲量は 4,892ｔで、県全体

の約6.4％にあたります。 
・蒲郡で水揚げされるメヒカリ、アカザエビに注

目し、旅館、飲食店等の協力を得て、ブランド化

とイメージ定着を目指しています。 
・水産業は、漁業者の高齢化及び後継者不足によ

る担い手の減少が深刻であり、さらに漁獲量の減

少及び魚価の低迷による漁業経営の悪化など、厳

しい状況が続いています。 
・厳しい漁業経営に対し、漁業及び水産業経営が

成り立つ産業となるよう支援していくことが重

要になっています。 
・水産物の生産（一次産業）だけの形態から、食

品加工（二次産業）や流通・販売（三次産業）へ

漁業者及び水産業者が主体的かつ総合的に関わ

ることにより、水産業を活性化していくことが期

待されています。 
・漁業協同組合の合併を促進し、蒲郡地区の漁業

協同組合を一本化することで、経営基盤の強化を

図っていきます。 
・従来の「獲る」漁業から「育てる」漁業も併せ

て推進し、水産資源への保護、育成などを行うた

め、漁場環境・生態系保全事業などが求められて

います。 
・メヒカリ、アカザエビに続く特産物の発掘を目

指し、産地ブランド化に向けてＰＲを強化してい

きます。 
・漁業、漁業協同組合、水産業関係団体等が一体

となって新たな担い手等の人材育成を推進し、魅

力ある漁業・水産業を目指していきます。 
・市内には第３種漁港、第２種漁港といった県内

を代表する漁港があり、この活用と維持管理が必

要となっています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【施策の体系】 
１．安定した経営基盤の充実 
 

２．育てる漁業の推進 
 
３．ブランド化とＰＲの充実 
 
４．後継者の育成支援 
 
 

 
 
※魚種別漁獲量の表 
（第55次愛知農林水産統計年報） 

 

 
 
※魚市場等の写真 

図 魚種別漁獲量の表 図 魚市場等の写真 
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施策の内容  
   

１ 安定した経営基盤の充実 

・水産物の生産だけでなく、食品加工、流通、販売にも水産業者が主

体的かつ総合的に関わることによって、事業の付加価値を、水産業

者自身が得ることのできる取り組みを推進し、「地産地消」の浸透を

図るとともに、水産業を活性化し、安定した経営を目指していきま

す。 
・蒲郡漁業協同組合（形原、西浦、竹島）と三谷漁業協同組合の合併

を促進し、蒲郡地区の漁業協同組合を一本化することで、経営の強

化を図ります。 
・形原町春日浦地区水産加工用地の活用のため、未利用地となってい

る水産加工用地の建築制限を緩和し、土地を活用することで地元地

域の経済の活性化を図る。 
・漁港は、豊かな三河湾で水揚げされる漁業の拠点であるとともに、

市民や観光客が水産業に親しむ場です。これらを維持していくため

にも、漁港の適正な整備促進を、事業主体である県とともに推進し

ます。 

【主な取組】 
・第六次産業の推進 
生産だけでなく加工・流通・販売等

も統合的に取り扱い、事業の付加価
値を高める取り組みを支援してい

く。 
 
・漁協の合併 
蒲郡地区の漁業協同組合の合併を

促進し、経営の強化を図る。 
 
・春日浦地区の規制の緩和 

形原漁港利用計画及び春日浦地区
計画の変更をするとともに、土地利

用の促進を進める。 
 

・漁港の適正な整備の促進 
 

  
２ 育てる漁業の推進 

・水質汚染や水産資源の乱獲等による漁場生産力が低下した状況に対

し、安全で良質な水産資源の安定した供給の確保に努めます。 
・種苗の放流や魚類をはじめとした多くの生き物の成育環境を整える

ことにより、これまでの「獲る」漁業から「育てる」漁業も併せて

推進し、地域に適合した効果的な栽培漁業や資源水準に見合った合

理的な漁獲管理を行う資源管理型漁業を行うことで、水産資源の回

復、増大を図っていきます。 

【主な取組】 
・環境・生態系保全活動支援事業 

藻場、干潟等の減少や機能の低下を

食い止めるため、アマモの移植及び

播種や干潟の耕うん等の保全活動
を行う組織への取組の支援を図る。 

・抱卵ガザミ放流事業 
抱卵ガザミを生簀で育て、孵化した
カニを放流し、ガザミ資源の安定を

図る。 

・稚貝の放流事業 

  
３ ブランド化とＰＲの充実 

・市内の旅館、飲食店の協力を得て、メヒカリ、アカザエビを使った

料理を考案し、ＰＲすることで地産ブランド化のイメージ定着を目

指す。また、これに続く食材の発掘にも期待していきます。 
・三河湾特産のアサリを生かし、春の風物詩として「潮干狩りといえ

ば蒲郡」の定着化を目指し、漁場の環境整備のほか、周知に努めて

いきます。 
・さかなを使った料理法を学べる機会を増やし、さかなをより身近な

ものと感じていただくことで、食生活における魚の重要性やより良

い漁場環境の維持形成に理解を求めていきます。 

【主な取組】 
・タイアップ等によるＰＲ 
メヒカリ、アカザエビに続く蒲郡な

らではの食材を使用した料理等を

旅館・飲食店等とのタイアップによ
り、ブランド・イメージの定着を図

る。 
・潮干狩りの広報事業 
干潟や浅場の環境保全を図り、潮干

狩りの広報宣伝を充実していく。 

・さかな料理教室 
多様なさかなの料理法を学ぶ機会

をつくり、さかな料理の浸透を図

る。 
  

４ 後継者の育成支援 

・担い手の高齢化、後継者不足による漁業者の減少は深刻な問題であ

る。水産業者、漁業関連団体等が一体となって魅力ある水産業を形

成し、人材育成に力を入れていきます。 
 

【主な取組】 
・後継者の育成支援 
漁家、水産業者の後継者、漁業や水

産業へ参入を希望する担い手に向
けての補助や研修等の充実を図る。 
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【基本計画】基本方針２．賑わいと元気あふれるまちづくり 

 

３．工業 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●地場産業の多様な事業展開と、時代の先端を

行く新しい工業の発展があります。 

●洗練された独自の技術とこだわりを持った、

蒲郡独自の製造業が注目されています。 

●地域とともに歩み、蒲郡から世界を目指す優

良企業が育っています。 
 

現状と課題  

・本市は古くから繊維産業のまちとして栄えてき

ました。繊維産業は、長期にわたる不景気や産業

構造の変化を受け衰退傾向にありますが、依然と

して事業所数の３分の１を占める主力地場産業

として、本市の産業を支えております。 
・繊維産業については、「三河木綿」の事業展開

を中心として、ほかの繊維製品とは一線を画す付

加価値の高い製品の開発に力を入れています。ま

た、繊維ロープの生産量は全国の約40％を占め、

その品質は高く評価されています。長らく繊維産

地として栄えてきた蒲郡には、現代に通用する技

術と経験が蓄積されており、今後の製品開発にも

大きな可能性を秘めています。 
・近年では、自動車部品や精密機械などを中心と

する鉄鋼業や化学工業やプラスチック工業等に

比重が高まっています。こうした中、高度な技術

力を背景に時代の先端をいく、ハイテク産業を手

掛ける企業が注目を集めており、幅広いフィール

ドで活躍をしています。蒲郡を拠点とし、世界へ

羽ばたく企業の登場に、市民の期待が寄せられて

います。 
 
 
 
 
 
 
 

・本市の企業のうち多くを占めるのが中小企業で

あり、経済活動や雇用の面で非常に重要な役割を

担っています。中小企業の多くは経営基盤が脆弱

になりがちであるため、設備の近代化、技術の向

上、情報の集積などを進め、企業体力を高めてい

く必要があります。また、大量生産・大量消費社

会を経て、近年は消費者が自分の価値観にあった

商品を選別する社会へとシフトしたといわれて

います。こうした中、各企業においては独自の技

術とアイディアを駆使した、ほかにはない蒲郡独

自の製品を作ることが期待されています。 
・本市は平坦な土地が少ないため、まとまった工

業用地の確保が難しいため、企業の新たな工場の

立地が困難でした。しかし、名豊道路の全線開通

や、蒲郡埠頭の大型岸壁の供用開始による社会イ

ンフラの整備が進む中、ものづくりの中心である

西三河地域から近い地理的優位性もあって、企業

用地の開発とともに、企業誘致が期待されていま

す。 
・工場、事業所の適正配置を図り、用途地域の純

化に努めていくことが必要となっています。

【施策の体系】 
１．工業基盤の整備 
 

２．企業の育成及び強化 
 
３．地場産業の活性化 
 
４．企業誘致 
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施策の内容  
   

１ 工業基盤の整備 

・企業の新たな工業用地需要にこたえると共に、優良企業の誘致を図

るため、効率的かつ環境保全に配慮した工業用地の確保を目指しま

す。 
・新たな工業用地造成地において、工場、事業所の適正配置を図り、

用途地域の純化に努めます。 

【主な取組】 
・工場立地法の適正な運営 
周辺住環境と調和した工場用地の

整備を行います。 
・工業用地開発適地調査 
企業の需要にこたえるに十分な面

積の確保を図るとともに、工業種
別、地区別面積などの把握を行い段

階的効率的な企業立地を推進しま

す。 

 
  

２ 企業の育成及び強化 

・独自性があり、力強い企業づくりを行うため、県や商工会議所が開

催する経営診断、企業相談、各種講演会の活用を促進し、経営の近

代化、設備の合理化、情報化を奨励します。 
・産学官の交流及び異業種企業間の交流を推進し、新たな発想、新た

な人脈、新たな技術の習得を図り、より先進的な企業の育成を図り

ます。 
・企業の資金調達を円滑にするため、商工業振興資金の融資制度を利

用者の需要に応じて充実します。また、国や県の融資制度について

も有効な活用を促進します。 

【主な取組】 
・資金融資事業 
商工業振興資金を中心として、中小

企業向けの事業資金融資制度を充
実します。 

・産学官ネットワーク事業の推進 
企業、学術機関、研究機関などにお
ける共同開発、共同研究を促進する

とともに、異業種企業間の交流によ

る共同開発、共同研究、販売経路の
拡大を促進し、より付加価値の高い

製品開発を行います。 

  
３ 地場産業の活性化 

・繊維産業の新たな事業展開を見出すため、蓄積された技術と経験を

結集し業界が一丸となるための体制づくりに努めます。 
・公的研究機関の協力を得て、新製品や技術の共同開発、研究を促進

し、他製品とは一線を画す「三河木綿」及び蒲郡ブランドの確立を

図ります。 
・アンテナショップ「夢織人」を通じて、繊維製品の多様な販売経路

を開拓していきます。また、手織り木綿工房「手織場」の運営を通

じて、伝統的な手織り文化を広く普及させていきます。 
・観光のまち蒲郡の特色を生かして、観光客向けのお土産作り、特産

品作りを推進します。 

【主な取組】 
・ミカワ・テキスタイル・ネット 

ワーク事業 
繊維産業の新たな可能性を探るた

めの新たなものづくり、新たな流通
の研究、販路の開拓などを推進しま

す。 
・アンテナショップ夢織人及び手 

織場の運営 
繊維製品の日常への提案と、伝統的

な手織技術の普及を通じて、顧客の
拡大と織物文化の普及を図る。 

 
 

  
４ 企業誘致 

・新たな産業構造づくりと、安定した雇用機会の拡大、地域の活性化

を図るため、優良企業の誘致に努めます。 
・優良企業の市内進出を促すため、立地のための優遇措置を実施して

いきます 

【主な取組】 
・企業立地における優遇措置の実施 

重点的に企業立地を図る定められ

た区域へ進出する企業に対する、工
場立地法に規定される緑地面積率

及び環境施設面積率の緩和を行い

ます。  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

※統計データ・写真等の図版 

 
 
 

※統計データ・写真等の図版 

図 産業別事業所数・従業者数・出荷額・

生産額の推移 図 浜町の俯瞰写真 
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【基本計画】基本方針２．賑わいと元気あふれるまちづくり 

 

４．商業・サービス業 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●個性溢れるお店とやる気のある事業主が集

う、賑わいと活気あるまちになっています。 

●地域の課題に対応する機能を持ち、生活の拠

点となる商店街が維持出来ています。 
 

現状と課題  

・市内には５か所の商店街組合が組織されていま

すが、商店街の多くは地元中心の小規模経営で発

展してきました。これに加え、近年では大規模商

業施設、ロードサイド型店舗やコンビニエンスス

トアなどの進出が盛んであり、当市の商業のあり

方にも多様化が進んでいます。 
・大規模商業施設などの新しい施設が賑わいを見

せている一方で、既存商店街は駐車場の整備、近

代経営化・合理化の遅れ、後継者不足や事業主の

高齢化などにより、年々活力が低下しています。 
・地域の食・人・物・文化・歴史等を活かし特徴

ある取り組みをしている商店街として、蒲郡商店

街と形原商店街が、愛知県より「ブランド商店街」

として認定されました。商店街は従来から、買い

物の場としてだけではなく、人の集まる場、生活

の場として公的な機能を有し、まちの顔として愛

されてきました。近年では、高齢者をはじめとす

る社会的弱者にやさしい商環境づくりや、効率的

な街づくりを行う上で、市民が安心して快適に買

い物のできる商店街に対して期待が寄せられて

います。 
・事業主の中には豊富な経験やアイディアを持っ

た方や、まちおこしに対する意欲が盛んな方もみ

え、こうした方々と協力してまちづくりを進めて

いく必要があります。 
 
 
 
 
 

・売り上げ不振や商店主の高齢化、後継者不足に

より商店が閉まり、次の事業者が入らないまま放

置されてしまうという「空き店舗問題」の解消が

課題となっています。空き店舗が再活用されまた

新たな賑わいを創出するという、まちの新陳代謝

の活発化が必要です。 
・商店の分散化、車社会の進展に伴う市中心部の

人口の減少、市民の生活様式の変化により、中心

市街地の賑わいが減少しています。蒲郡駅を中心

とした一円は蒲郡の中枢的機能を有する「顔」で

あり、総合的に開発する必要があります。 
・観光、農業が盛んな当市では、農商工業間にお

ける密接な連携をとることが有効であり、これか

ら、農業とタイアップした商品作り、観光と連携

した特産品作りに力を入れることが期待されま

す。 
・サービス業は、住民の豊かで快適な暮らしを支

える役割を担っており、人々のライフスタイルの

変化に対応するとともに、少子高齢化社会におけ

る育児や介護サービスなど地域の課題に対応し

た事業が展開が望まれています。 
・卸売業については地場産品である繊維関連品が

多く安価な外国製品などに押され厳しい状況に

置かれています。このような中、個性的で魅力的

な高付加価値の製品を取り扱うとともに、新たな

流通経路の開拓等を研究する必要があります。 
 

【施策の体系】 
１．人をひきつけ活気あるまちづく

り 
 

２．魅力ある個店の育成 
 
３．空き店舗の解消と後継者の育成 
 
４．商店街活動の支援 
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施策の内容  
   

１ 人をひきつけ活気あるまちづくり 

・地域の特性、個性、資源などを生かしながら、快適で利便性のよい

まちづくりを進め、市の内外から人の集まる活気あふれるまちを形

成するとともに、蒲郡のブランド力を高めていきます。 
・本市の核となる蒲郡駅を中心とした市街地においては、市街地・商

業基盤等の一体的整備を進めることにより、地域の活性化を図りま

す。 

【主な取組】 
・商店街活性化施策の推進 
蒲郡商店街では、中央通りを歩行者

天国にして、年６回「ごりやく市」
を開催し、活力あるまちづくりを推

進しています。また、形原商店街で

は「ひな祭りロード」などの季節に
合わせたイベントを開催し、地域に

根ざした活動を続けています。 

  
２ 魅力ある個店の育成 

・商工会議所などの関係機関と連携し、経営診断、指導、助言、研修

などの相談支援体制の充実に努め、新しい経営感覚を持った経営者

を育成するとともに、個性的で魅力ある個店づくりを支援していき

ます。 
・経営の安定と、施設・設備の近代化のため、各種融資制度の充実を

図り、利用者の有効活用を促進します。 
・各個店の持つ魅力を引き出し、広域的な情報発信を図ることで、売

上の増進と新規顧客開拓を支援していきます。 

【主な取組】 
・相談支援体制の充実 
商工会議所などの関係機関と連携
し、経営診断、指導、助言、研修な

どの相談支援を実施していきます。 
・各種融資制度の充実 
中小企業者向けの資金需要に応え

るため、商工業振興資金の円滑な運

用を行います。 
・おらがの店じまん事業 
各個人の自慢できる商品や新しく

開発した逸品を奨励するとともに、
スタンプラリーを実施することに

より、個店の商品力、販売力を高め

ます。 

  
３ 空き店舗の解消と後継者の育成 

・新規出店者が開業しやすい環境を整備するため、店舗活用に対する

支援を行います。 
・まちに新たな活力を吹き込んでいくため、創業希望者に対する金銭

的支援及び開業のために必要なノウハウの提供を行います。 
・空き店舗問題の原因の一つとなっている後継者不足を解消するた 
め、次代を担う後継者の育成・支援を行います。 

【主な取組】 
・空き店舗対策協議会の設置 
・チャレンジショップ事業 
創業希望者が実際に営業事業を行
える場を提供し、市民との交流、積

極的な情報発信による顧客づくり

を支援します。 

  
４ 商店街活動の支援 

・買い物の場、交流の場、生活の場としての機能を備え、利便性が高

く快適な商店街を形成していきます。 
・本市の豊富な地域特性を生かした、魅力的で活気ある商店街を形成

し、集客力の向上に努めます。 
・日用品や生鮮食品など地域における必要な業種の誘致を図るととも

に、高齢者向けのサービスなど、地域の課題に対応するコミュニテ

ィサービスの育成・支援を促進します。 
・まちづくりと一体となった商店街活動を推進する人材の育成に努め

ます。 

【主な取組】 
・商店街活性化支援補助金 
やる気のある商店街の特色ある取

り組みに対し、積極的な支援をして

いきます。 
 

・商店街街路灯ＬＥＤ化推進事業 
街路灯の維持管理費の削減ならび
にエコ環境対策への取り組みに対

して支援します。 

 
 

 

 

 

 

 
※統計データ・写真等の図版 

 
※統計データ・写真等の図版 

図 卸小売店の推移 図 ごりやく市の写真 
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【基本計画】基本方針２．賑わいと元気あふれるまちづくり 

 

５．新産業 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●蒲郡の地域資源を生かし、ここにしかない、

ここにしかできない産業を展開し、経営基盤

の強化・雇用の創出が進められます。 

●中部のものづくりの地域性を生かし、豊かで

活力ある新産業都市となっています。 

現状と課題  

・長期にわたる国内経済の停滞や産業構造の変化

を受け、本市の製造品等出荷額、製造業従業者数

はともに減少傾向にあります。地域の活性化のた

めに、既存産業の底上げを図るとともに、蒲郡の

次代を切り開く新産業の創出が必要課題とされ

ています。 
・商工会議所が中心となって、市内にある企業が

連携し、平成17年、「癒しとアンチエイジング

事業」が始まりました。この事業では新しい観光

と健康サービス産業の創出を目的に、既存産業・

地域資源を生かし、癒しと健康増進効果のある観

光と健康サービス産業の開発、研究を行っていま

す。 
・近年では、企業の間でも、独自の技術力とノウ

ハウを生かし、これまでにない最先端産業に向け

た動きが活発です。そこで、新たな事業へ挑戦で

きる機会を作るため、各企業の進める新規事業展

開や技術開発を支援するとともに、創業者の育

成や、研究・開発をしやすい環境づくりが求めら

れています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・最先端技術の実用化、商品化を図るため、企業

側のニーズにこたえる、大学や研究開発機関等と

の産学連携が期待されています。 
・人口減少、少子高齢化問題といった、私たちが

直面する課題への対応や、地球温暖化に影響があ

る温室効果ガスの削減に努力していくため、限り

ある資源を有効に活用し、安定した持続可能な社

会を築いていくための新エネルギー、リサイクル、

バイオ関連産業など、環境にやさしく、生活と調

和していける産業へ大きな期待が寄せられてい

ます。 
 

【施策の体系】 

１．地域資源を生かした新しい産業

づくり 
 

２．新分野進出事業者への支援 

 

３．産学官連携、異業種交流の促進 
 

４．先端技術産業の誘致と集積 
 
 

図 新規開業事業者数 
 
 
 

※統計データ・写真等の図版 

図 特許取得企業件数 
 
 
 

※統計データ・写真等の図版 
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施策の内容  
   

１ 地域資源を生かした新しい産業づくり 

・癒しとアンチエイジング事業を核として、地域資源を活用した、蒲

郡にしかできない独自性の高い新産業を創出し、産業の発展及び地

域の雇用の拡大を図ります。 
・社会のニーズを把握し、繊維産地の組織力・技術力等を基盤とした

高付加価値の産業開拓に取り組みます。 
・地場農産品・水産品等を活用しながら、地域特産品のブランド化に

取り組んでいきます。 
・１次産業が行う産業を、加工、流通販売まで統一的に行う、６次産

業の推進を図り、蒲郡が有する潜在的な地域資源の発掘に努めます。 

【主な取組】 
・癒しとアンチエイジング事業 
観光と健康サービス産業の創出を

目的とし、既存産業・地域資源を生
かし、癒しと健康増進効果のある観

光と健康サービス産業の開発を行

う。 
・地域特産品のブランド化 
三河木綿、蒲郡みかんに続く新たな

地域資源の発掘、高付加価値化を推
進します。 

  

２ 新分野進出事業者への支援 

・先進的、独創的な研究を行い、新たな産業の発展や雇用の拡大を生

み出す事業者に対し、開発のために必要な資金の援助を行うととも

に、蒲郡発の産業として広域的な情報発信を支援します。 
・ベンチャー企業、研究開発型企業等に対し、企業の新分野進出、特

許の取得、知的財産権の活用などの相談支援を行います。 
・新たな事業に挑む人材を育成し、新産業の創出を目指します。 

【主な取組】 
・創造的事業活動支援補助金 
先進的・独創的な技術やノウハウを

研究開発する事業者に対し、研究開

発費や試作費を支援するとともに、
市有地のあっせんを行います。 

  

３ 産学官連携、異業種交流の促進 

・大学、研究機関等の先進的な研究成果を地域産業に生かすための産

学官（企業、大学、市）における共同研究を促進します。 
・農商工の連携を強化しこれまでにない新たな価値の創造を行うとと

もに、企業間の共同開発、共同研究を行い、異業種間の交流を推進

します。 

【主な取組】 
・産学官交流ネットワーク会議 

の推進 
事業所、大学、研究機関における共

同開発、共同研究を促進し、新たな
研究成果を産業化に活用していき

ます。 
・農商工の連携強化 
農協・漁協・商工会議所・観光協会

などが連携し、新たな商品の開発や

地域資源の掘り起こしを行ってい
きます。 

  

４ 先端技術産業の誘致と集積 

・日本のものづくりの中心である地域性を生かし、最先端企業の集積

都市を目指して、成長性の高い先端技術産業、研開発機関および研

究者の積極的な誘致を行います。 
・先進企業の市内進出を促すため、立地のための優遇措置を実施して

いきます。 

【主な取組】 
・企業立地における優遇措置の実施 

重点的に企業立地を図る定められ
た区域へ進出する企業に対する、工

場立地法に規定される緑地面積率

及び環境施設面積率の緩和を行い
ます。 

【関連する計画等】 
・蒲郡市地域新エネルギービジョン（平成13年度）  
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【基本計画】基本方針２．賑わいと元気あふれるまちづくり 

 

６．観光 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●海のまち・湯のまちの蒲郡独自の地域資源を

生かした特色ある観光地づくりに取り組ん

でいます。 

●市民、地場産業との連携、他の地域との広域

的な連携が図られています。 
 

現状と課題  

・愛知県内では、最大級の温泉宿泊施設を有する

観光地として、注目されてきましたが、観光施設

の老朽化などの問題もあり、今後、観光資源を有

効に活用するために、計画的に施設の改築、修繕

を行い、より良い観光地づくりを行っていく必要

があります。 
・市制施行50周年の観光交流立市宣言以降、観光

のまちづくりの気運が高まっており、今後、観光

ボランティアガイド、おもてなしコンシェルジュ

など市民、事業者の参加による、おもてなしなど

の観光交流のまちが期待されます。 
・他の地域との広域連携や、教育旅行・コンベン

ション・インバウンド事業など、関係機関との連

携をより一層、強化していく必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・観光は地域資源の自然、産業、文化と密接に関

連しています。今後、産業、文化など独自の地域

資源の再発見と連携の必要があります。 
・これからの高度情報化社会では、インターネッ

ト、携帯電話など電子情報発信が、重要な役割を

担います。メールマガジンなどで定期的に情報の

発信をしていく必要があります。 
・マスメディアによる観光情報は影響が大きいた

め、引き続き、テレビ、ラジオ、新聞などのメデ

ィアへの周知が重要です。テレビ番組誘致、映画

のロケ誘致などを行っていく必要があります。 
・従来は東海地区を中心に観光マーケットを行っ

てきましたが、新規の観光ＰＲ推進事業を進め、

首都圏等の新たな観光マーケットの開拓を進め

る必要があります。 
 

 
 
 
※観光入込客数の推移の表 

 

 
 
 
 ※竹島をバックにﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ写真 

 

図 観光入込客数の推移の表 写真 ノルディックウォーキング 

【施策の体系】 
１．観光資源の整備・充実 
 

２．観光人材育成の充実 
 
３．教育旅行・コンベンション・イ

ンバウドなどの誘致活動 
 
４．観光情報発信の充実 
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施策の内容  
  

１ 観光資源の整備・充実 

・老朽化している竹島水族館を整備していくことで、新たな観光資源

として、楽しく、遊べる、学べる魅力ある水族館作りを目指します。 
・海岸線等を生かしたウォーキングコース、サイクリングコース、ノ

ルディックウォーキングコースを整備し、市内の観光地の連携を行

うとともに、他の観光地との差別化を図ります。 
・市内の農業、漁業、工業、商業などの各種産業と連携し、地場産業

の活性化に努めるともに、歴史的文化遺産などの保護を行うことで、

観光資源の充実を図ります。 
・他の地域と連携して、広域観光ネットワークの構築を図ることで、

交流人口の増加を図ります。 

【主な取組】 
・竹島水族館整備事業 
竹島水族館を改築します。 

・ニューツーリズム事業 
産業観光・文化歴史観光・エコツー

リズム・グリーンツーリズム・ヘル
スツーリズム・ロングステイなど、

テーマを持った人や自然とのふれ

あいなどの体験的要素を入れた旅
行システムを整備します。 

・広域観光ネットワーク事業 
他の地域と広域観光連携を行いま
す。 

  
２ 観光人材育成の充実 

・竹島地区を中心に活動している蒲郡市観光ボランティアガイドの会

の活動の支援を図り、活動内容の充実に努め、より多くの観光案内

を実施します。 
・蒲郡観光交流おもてなしコンシェルジュの活動を広く市民に周知し、

会員数の増加や活動内容の充実に努めます。 
・魅力ある観光地づくりをするために、自立的に力強く観光まちづく

りを牽引していくリーダーと、観光ニーズこたえる経営感覚を持つ

観光事業者の育成に努めます。 

【主な取組】 
・蒲郡市観光ボランティアガイド 

の養成講座事業 
国の天然記念物「竹島」周辺におい

て活動している、観光ボランティア
ガイドの会に加入する方の養成講

座を開催します。 

・蒲郡観光交流おもてなしコンシ 
ェルジュ検定事業 
蒲郡へ訪れた方をおもてなしする

ことのできる「蒲郡観光交流おもて
なしコンシェルジュ」に認定し、観

光客などをお迎えし、蒲郡を素晴ら

しい観光交流都市に育てていくこ
とを目的に開催します。 

  
３ 教育旅行・コンベンション・インバウンドなどの誘致活動 

・修学旅行・臨海学習などの教育旅行の誘致を行うとともにコンベン

ション誘致活動を行い、団体宿泊者の増加を図ります。 
・スポーツ大会、スポーツの団体の合宿、趣味サークルなどの集まり

を誘致し、団体宿泊者の増加を図ります。 
・今後増加すると予想される、東アジアを中心とした、インバウンド

の誘致活動の推進を図るとともに、外国人観光客の受入れ態勢を整

えます。 
 

【主な取組】 
・修学旅行等誘致促進事業補助金 

事業 
蒲郡市観光協会では、蒲郡市内で宿

泊する修学旅行生に対しての補助

を行います。 
・MICE（マイス）事業 
Meeting（会議）、Incentive tour

（招待旅行）、Convention（大会）、 
Conference（学会）、Exhibition（展

示会）の頭文字を取った造語で、観

光団体客推進事業を行います。 

４ 観光情報発信の充実 

・市観光協会など関係機関と連携して、観光展・観光キャンペーンを

実施し、観光地としての認知度を高め、魅力ある観光地のイメージ

アップを図り、新たな観光客誘致を図ります。 
・インターネット、ホームページ、携帯電話サイトなどの活用により、

より新しい情報の発信を図ります。 
・蒲郡市観光案内所の機能を、ＪＲ東海蒲郡駅高架下に、観光交流セ

ンターを新設し、観光情報をワンストップサービスで提供できる観

光情報発信基地として活用します。 
 

【主な取組】 
・観光展・観光キャンペーン事業 
蒲郡市観光協会など関係機関と連

携をして、観光展・観光キャンペー

ンを実施します。 
・ICＴ（情報技術）活用による事業 
パソコン・携帯電話などによる、Ｉ

ＣＴ活用による、情報発信を実施し
ます。 

・観光交流センター建設事業 
蒲郡市観光案内所を観光交流セン
ターとして、ＪＲ東海蒲郡駅高架下

に移転します。 
【関連する計画等】 
・蒲郡市観光ビジョン（平成16年度～平成26年度） 
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・改訂・蒲郡市観光ビジョン（平成21年度～平成26年度）  
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【基本計画】基本方針２．賑わいと元気あふれるまちづくり 

 

７．競艇 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●ナイターレースの魅力を最大限に生かした

売上向上策を展開し、市の財源が確保されて

います。 

●競艇のイメージの刷新を図るため施設を改

善し、多くのファンで賑わっています。 

●開催経費の削減、民間委託などによる事業の

合理化を推進し、収益力、生産力の高い安定

経営を維持しています。 
 

現状と課題  

・全国24競艇場の売上は、平成３年度の２兆2,214

億円をピークに年々減少し、平成21年度は9,257

億円でピーク時の 41.8％にまで落ち込んでいま

す。この間、平成19年度に１兆円台に回復しま

したが、その後２年連続して前年割れとなってお

り、依然として低迷期を脱しきれていない危機的

な状況といえます。 

・本市においても同様な状況下にありますが、売

上向上策の一環として、競艇業界では２番目とな

るナイターレースを平成11年度から導入し、平

成18年度からは通年ナイターで開催しています。 

・売上については、ナイター場の強みを生かし、

電話投票、場外発売で順調に売上を伸ばしてきま

したが、ナイター５場での競合激化に伴う売上減

少とともに他場がナイターに参入してくる可能

性もあり、今後、厳しくなってくるものと思われ

ます。 

・また、インターネット投票、携帯電話投票、ボ

ートピアなど場外発売などによる発売形態の多

様化に伴い、より利便性の高いものへの投票に移

行する傾向にあり、本場売上の減少の要因となっ

ています。 

・来場者数においては、売上と比例し減少傾向で

あり、これは、発売形態の多様化による既存のフ

ァンの本場離れが進むと同時に、新規ファンの獲

得が進まないものであり、将来に結びつくファン

づくりをしていく必要があります。 

・このような状況下において、競艇事業の最大の

目的である市の財源への繰出金を安定かつ継続

的に確保するため、健全経営によって売上の増加

と経費の節減に努め、収益の確保を図っていくこ

とが課題になっています。 

・売上の増加を図るため、ＳＧ、ＧⅠ競走等のビ

ッグレースの誘致、都市型ボートピア設置支援、

新外向発売所での複数場発売、場間場外発売日数

の増加による広域発売の拡充など諸施策を積極

的に推進していくとともに、既存の競艇ファンへ

のサービス向上、若年層を中心とした新規ファン

の獲得を目指す施策を展開する必要があります。 

・経費の節減については、機械化や民間委託によ

る人件費の削減を図るとともに、開催経費の見直

しを進め、費用対効果を見極めた効率的な事業を

展開していく必要があります。 

・施設の整備については、他場と比較して改善が

遅れている客席スタンドや老朽化が進んでいる

競技部等の施設改修の整備を図る必要がありま

す。 

【施策の体系】 
１．来場促進及び売上向上 
 

２．業務効率化などのよる経費削減 
 
３．競艇場施設の一体的な整備 
 
４．安全性・快適性の確保 
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施設改善完成イメージ図 
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施策の内容  
   

１ 来場促進及び売上向上 

・ＳＧ、ＧⅠ競走等ビッグレースの誘致を積極的に図ります。また、

ナイターレース場としての全国的な認知度を高めるため、今後も全

日程をナイターとして開催し、デイレース場との差別化を図ります。 
・ナイター場の強みを発揮し、他場、ボートピア等で、蒲郡開催競走

の場間場外発売及び電話投票発売の拡大に努めます。 
・他場開催競走の場間場外発売を継続的に発売し、発売日数の拡大に

努めます。また、デイレースとナイターレースを併用発売し、発売

時間の拡大に努めます。 
・本場への来場促進を図るため、入場無料化を期間限定で実施すると

ともに、本場施設における付加価値サービスの提供、快適な空間を

演出することで、ファンサービスの向上に努めます。 
・専用場外発売所ボートピア川崎、ボートピア名古屋についても、本

場と一体的な広報・宣伝の積極的な展開を図り、新規ファンの獲得

を目指します。また、新規の都市型ボートピアの設置を積極的に進

め、新規ファン層の拡大に努めます。 

【主な取組】 
・ビッグレース及び魅力あるレース

の提供 
ナイターレースは、勤務終了後に楽
しめるなど利便性も高く、新規のフ

ァン層を積極的に開拓する。 

・新聞・テレビ等広告事業 
広域的な広告宣伝をすることで、ナ

イターレースファンへの情報提供

を充実する。 
 ・インターネット広告事業 

より利便性の高い情報端末からの

情報提供を加速させ、ファンのニー
ズに対応した満足度の高い広告事

業を展開する。 
 ・発売日数の拡大 

本場（外向発売所を含む）及び他場

のデイ・ナイターレースを提供し、

切れ目のない発売日程とする。 
・イベント開催事業 

季節感のある集客力の高いイベン

トを開催する。 

  
２ 業務効率化などによる経費節減 

・勝舟投票券自動販売機導入等の機械化による合理化を図るほか、事

業の見直しをし、民間委託を促進します。 
・人件費の削減を図るため、人員の適正化を進めるとともに、能力を

発揮する方策を検討するなど、効率的な経営体制づくりに努めます。 

【主な取組】 

・事業の見直し 
すべての事業の見直し、機械化によ
る合理化を推進するもの、民間委託
できるものを精査する。 

・効率的な経営体制づくり 
事業規模、事業収益に見合った適正

規模の体制を構築する。 

  
３ 競艇施設の一体的な整備 

・客席スタンド、競技部等施設の全面リニューアルのため、計画的な

整備を進め、ランニングコストを低減した、メンテナンスのしやす

いコンパクトで機能的な施設に整備します。また、リニューアル後、

駐車場等の周辺整備も一体的に進めます。 
・地域発展のため、競艇施設を開放するとともに、観光業界との連携

を進めることで、競艇のイメージアップを図ります。 

【主な取組】 

・環境面に配慮した施設整備 

ソーラ・風力発電などの新エネルギー

を導入し、省電力を図る。また、自然

換気できる空調システムの導入、緑化

を促進し場内・外環境の整備を図る。 
・施設の多目的利用 
地域に愛される施設を目指し、競艇

事業以外のイベント会場として活

用。 
  

４ 安全性・快適性の確保 

・通年ナイターレースの開催における警備体制の充実を図り、周辺地

区の防犯・交通対策の向上に努めます。 
・明るくクリーンなレジャー施設として、利便性及び快適性の向上を

目指し、家族で楽しめるアミューズメント施設として周辺地域との

調和を図ります。 
 

【主な取組】 
・安全性を重視した人員配置 
地元警察の指導のもと、地域住民の

生活環境に配慮した警備体制の確
立に努める。 

・快適性を確保する諸施策 
ＪＲ三河塩津駅、マイカーからの来
場客に対し、より利便で快適な環境

整備に努めるともに、周辺地域住民

から親しまれる施設を目指す。 
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表 開催日数 グラフ 年度別売上額、形態別売上額 

グラフ 他会計への繰出金の推移 
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【基本計画】基本方針２．賑わいと元気あふれるまちづくり 

 

８．雇用 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●就業場所の充実を図り若者の定住化を進め

ることで、生活基盤が強く求心力の高い都市

になっています。 

●勤労者が健康で豊かに安心して働くことが

できる環境づくりを行うとともに、多種多様

な人材がいきいきと能力を発揮できる職場

づくりが推進されています。 

現状と課題  

・長期にわたる国内経済の停滞や産業構造の変化

を受け、長引く景気の低迷により、雇用情勢は大

変厳しい状況におかれています。中小零細企業の

多い本市においては、雇用状況、労働環境はより

厳しい状況に置かれており、有効求人倍率は愛知

県全体と比較して低く推移しています。 

・安定した雇用は、人が定住化する大きな要因の

一つであり、市民からは高い関心が寄せられてい

ます。雇用の確保が十分満たされていない本市で

は、特に若者たちの市外流出が切実な問題となっ

ており、定住を促進するためにも雇用への対策が

急務となっています。 

・雇用機会の拡大を図るには、市内の既存企業が

新たな事業の拡大や創出を展開していくことが

重要であるため、その支援や市外からの企業誘致

を積極的に行うことが求められています。 

・今後、少子高齢化の進行により、労働力人口が

減少していく時代となり、こうした問題に対応し

ていくため、高齢者の技術承継や、女性労働者・

障がいのある人などの雇用の拡大を図り、多種多

様な人材が意欲と能力に応じていきいきと働く

ことのできる職場環境を作っていくことが求め

られています。 

・経済、雇用環境が厳しい現状では、就業者一人

ひとりの職業能力の向上を図ることで、労働生産

性の向上を図るとともに、労働者が自信と誇りを

持って就業できるよう支援していく必要があり

ます。 

・全国で60万人以上いると言われている「ニート」

問題は本市においても存在し、ニート状態にある

若者の早期発見と適切な更正支援が必要となっ

ています。

【施策の体系】 
１．雇用機会の創出と安定化 
 
２．雇用環境の整備 
 
３．職業能力の開発 
 
４．勤労者福祉の充実 
 
 

図 求人・求職者数等の推移 
 
 
 

※統計データ・写真等の図版 

 
 
 

※統計データ・写真等の図版 

図 中小企業退職金共済制度加入率の推移 
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施策の内容  
   

１ 雇用の創出と安定化 

・企業の事業拡大や新分野進出を支援することにより、新たな雇用機

会の拡大を図ります。また、地域産業の基盤強化を推進することに

より、雇用の安定化を図ります。 
・大きな雇用の受け皿となる企業の誘致を推進します。 
・事業所、公共職業安定所、シルバー人材センター等と連携し、女性、

高齢者、障がい者等の雇用の拡大に努めます。 
・若者の定住化を進めるため、事業所及び関係機関の協力のもと、学

生の地元企業への就職体験を実施していきます。 
・ニート状態にある若者の自助努力を促すとともに、就業へ向けた支

援を行います。 

【主な取組】 
・創造的事業活動支援補助金 
先進的・独創的なアイディアや技術

を事業化することを支援し、新たな
雇用の創出に繋げます。 

 
・蒲郡若者サポートステーション 

への支援 
就労支援を目的に、若者をサポート

しています。 
 

  
２ 雇用環境の整備 

・働きやすい環境を整えるため、国や県と連携し労働関係法規の周知

及び普及を促進します。また、「ライフワークバランス」や育児介護

休業法の普及により、仕事と生活を両立するための環境整備を進め、

勤労者がいきいきと働くことのできる環境づくりに努めます。 
・勤労者の抱える労働問題に対応するため、商工会議所、職業安定所、

労働基準監督署等と連携し、相談体制の充実に努めます。 

【主な取組】 
・労働相談体制の充実 
商工会議所、職業安定所、労働基準

監督署等と連携し、相談体制の充実
に努めます 

 
・労働関係法規、制度の周知 
働きやすい労働環境の整備を図る

とともに、仕事と生活の両立を支援

するため、労働基準法、育児介護法
など労働関係法規の周知を図りま

す。 
 

  
３ 職業能力の開発 

・産業構造の変化や職務の専門化に対応できる知識や技術の習得をす

るため、関係機関や事業所と協力して、研修会、講習会、セミナー

などを開催に努めていきます。 

【主な取組】 
・各種研修会、講習の開催 
関係機関と協力し、勤労者の職業能
力向上のための各種研修会、講習

会、セミナーの開催を行います。 

  
４ 勤労者福祉の充実 

・中小企業退職金共済制度への加入促進を図り、安心して就労するこ

とのできる環境づくりを行っていきます。 
・勤労者の文化、福祉、教養の向上と余暇活動を助長するため、各種

講座の開設、レジャーレクエーションの場づくりに努めます。 

【主な取組】 
・中小企業退職金共済制度加入促 

進補助金 
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【基本計画】基本方針２．賑わいと元気あふれるまちづくり 

 

９．消費者保護 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●子どもから高齢者まで、誰もが安心して物を

購入したりサービスを受けたりすることの

できる環境が整っています。 

●消費者保護に必要な基本制度や環境が整備

されています。 

 

現状と課題  

・経済のグローバル化や情報技術の発展、またニ

ーズへの多様化に対する商品の開発などにより、

気軽に様々な買い物をしたり、サービスを受けた

りすることができます。しかし、生活が大変便利

で豊かになる一方で、偽装表示事件や、欠陥製品

などの事故、インターネットなどを利用した巧妙

な犯罪手口などが次々と生まれ、消費者の安全や

利益が脅かされています。 
・消費者は事業者に比べて、どうしても情報力や

交渉力において弱い立場になってしまいます。こ

の格差を是正し、消費者の権利が保護されること

が、私たちが豊かな消費生活を営む上で重要な課

題となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・国では、平成22年に消費者庁を設立し、消費者

の利益を守る対策を講じています。日々起こる消

費者問題へ、消費者庁を中心として、県、市が連

携し、対処していくことが求められています。 

・消費者が真に豊かな消費生活を送るためには、

単に保護されるだけの存在にとどまらず、一人ひ

とりが消費者としての自覚をもち、自立すること

が必要です。 

・複数の金融会社から多重に借金を繰り返し、返

済しきれないほどの借金を抱えてしまうことを

多重債務と呼びます。多重債務は自殺や家庭崩壊

などの大きな原因となっており、非常に深刻な問

題となっています。この問題への対策として、平

成22年にはグレーゾーン金利撤廃や、総量規制

が導入され、今後の動向について大きな注目が集

まっています。

【施策の体系】 
１．消費者保護体制の充実 
 

２．消費者教育の推進 
 
３．多重債務問題の解決 
 
４．消費者保護団体の支援 
 
 

図 消費生活相談件数 
 
 
 

※統計データ・写真等の図版 

図 消費生活関連講座の開催件数 
 
 
 

※統計データ・写真等の図版 
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施策の内容  
   

１ 消費者保護体制の充実 

・消費トラブルが生じたときに適切な対応を取ることができるよう、

市民が安心して相談することのできる相談環境を整備します。 
・複雑かつ巧妙化する問題に対応するため、消費生活に関する情報の

収集に努めるとともに、庁内関係課との連携を強化し、より高度な

相談体制の整備に努めます。 
・高齢者を狙った犯罪などに対応するため、民生児童委員などの地域

ネットワークを強化し、迅速かつ的確な消費者被害の救済に努めま

す。  

【主な取組】 
・相談窓口の充実 
専門知識を持った相談員を配備し、

迅速かつ的確な事案の解決に努め
ます。 

  
２ 市民の消費者意識の向上  

・悪質商法などによる消費トラブルを未然に防ぐため、必要な知識を

持ち自立した消費者の育成を図ります。 
・子どもから高齢者まで各ライフステージに応じた消費者教育を行う

ことにより、すべての市民が賢い消費者になることを目指します。 

【主な取組】 
・講演会、市民出前講座の充実 
講演会、市民出前講座の充実を図

り、多くの方が消費生活について学
ぶことのできる機会を作ります。 

・情報提供の充実 
国や県など関係機関と連携し、消費
生活に関する最新の事案について

情報提供をします。 

  
３ 多重債務問題の解決 

・多重債務問題に悩む市民が安心して相談できる環境を整備するとと

もに、弁護士や司法書士などの専門機関と協力し、事案の適切な解

決を図っていきます。また、庁内関係課における連携や地域ネット

ワークを強化し、問題の早期解決に努めます。  
・若年層を対象として、金銭価値に対する正しい感覚及び借金の仕組

みや契約などに関する知識を学ぶ機会を提供し、多重債務の予防に

努めます。 

【主な取組】 
・相談窓口の充実 
専門知識を持った相談員を配備し、
迅速かつ的確な事案の解決に努め

ます。 
・金融教育の推進 
学校における金融に関する教育の

推進や、各種講演会の実施を図りま

す。 

  
４ 消費者保護団体の支援 

・消費者団体の支援、育成を図り、ともにパートナーシップを組んで

いくことで、消費者の権利の保護に努めていきます。 
【主な取組】 

・消費生活団体の支援、育成 
消費生活学校をはじめとする団体

の支援、育成を行います。 
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【基本計画】基本方針３．安全で快適な魅力あるまちづくり 

 

１．道 路 
 
 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿 

●幹線道路が整備され、地域間を安全で快適に

移動できます。 

●人と環境にやさしい生活道路、歩行空間ネッ

トワークを形成しています。 

現状と課題 

・本市には、国道23号をはじめ国道４路線、主要

地方道１路線、一般県道 13路線、一級市道 79

路線、二級市道47路線があります。 

・市内の東西主要交通軸は長年にわたり慢性的渋

滞を繰り返し、時間的・経済的損失を生じていま

す。国道23号蒲郡バイパス(名豊道路)は都市間

を結ぶ高規格道路として計画され、市内において

工事が進行中です。地域経済の活性化・持続的な

発展を図るため早期の整備を進める必要があり

ます。高規格道路をはじめとする幹線道路ネット

ワークが形成されることにより、都市間移動が容

易かつ高速化し、自治体の連携による効率的な行

政運営を支える基盤が求められています。 

・高齢化社会等による人口減少時代を迎え、地域

の衰退・活力低下が懸念されています。通勤や通

院など日常の暮らしを支え、救急活動に不可欠な

道路網を計画的に整備し活力維持を下支えしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・本市は県内有数の観光都市として、三河湾国定

公園を代表に県内外より多くの観光客が訪れま

す。本市に多く残る豊かな自然景観を地域資源と

捉え、景観と調和のバランスのとれた道づくりを

行い、「質の高い景観」の提供を目指します。ま

た、ユニバーサルデザイン、無電柱化など、ゆと

りのある歩行空間の整備を進める必要がありま

す。 

・集中的に整備された道路資本の老朽化を向かえ、

その維持管理及び更新は社会問題となりつつあ

ります。適切な管理計画による施設の長寿命化を

図るとともに、維持管理面のコスト縮減が課題と

なっています。また、多様化する行政ニーズに対

応するため、維持管理を地域住民・ＮＰＯなど「新

しい公共の担い手」に開放し、協働を積極的に進

める必要があります。 

・近年、東海地震をはじめとする大規模な地震災

害が懸念されています。災害を最小限に留め社会

生活を継続できる地域を構築するため、災害時に

緊急輸送路として機能する道路の整備をはじめ、

橋梁などの道路構築物の耐震化が求められてい

ます。 

 

主要道路図 ⇒ 別ページ立 

主要道路 事業名を別ページ立 

図 主要道路網図 

【施策の体系】 
１．道路整備の促進 

― ①幹線道路の整備 

― ②生活道路の整備 

２．人と景観に配慮した道路整備 

― ①景観に配慮した道路整備 

― ②ゆとりのある歩行空間の整

備 

３．管理体制の充実 

― ①計画的な維持管理 

― ②災害に強い道路整備 

― ③協働型維持管理の推進 

４．基幹ネットワークによる新た

な連携 
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施策の内容  
   

 
１ 道路整備の促進  

①幹線道路の整備 

・市内の交通渋滞を緩和し、産業経済活動の活性化を図るため、幹線道

路ネットワークである国道23号蒲郡バイパス、国道247号中央バイパ

スの事業主体である国、県を支援し、早期供用開始及び全線開通を促

進します。 

②生活道路の整備 

・土地区画整理事業による計画的な道路整備を進めます。日常の暮らし

を支える道路網の整備を進めるとともに、交通事故多発交差点など危

険個所の解消を図り、安全で快適な移動を実現します。 

【主な取組】 
・国、県の事業支援 
 
・関連する事業の推進 
 
・土地区画整理事業の推進 
 
・都市計画道路の整備推進 
 
・狭あい道路の改良 
 

 

   
２ 人と景観に配慮した道路整備  

①景観に配慮した道路整備 

・地域の特徴を生かした道路景観を模索し、住民が愛着を感じ、観光客

には蒲郡らしさを感じられる「質の高い景観」を整備します。 

②ゆとりのある歩行空間の整備 

・人が集中する地区、駅周辺を中心に歩行空間の段差解消、街路樹の植

栽、自転車道の整備を図り、安全で快適な移動を可能にします。 

【主な取組】 
・歩行空間の適正な配置 
道路構造令の見直し 

 
・無電柱化の推進 
 
・歩道のバリアフリー化 

 

 

   
３ 維持管理体制の充実  

①計画的な維持管理 

・急増する道路資本の老朽化に対処するため、計画的な維持管理を行い、

サービス水準の維持を図ります。 

②災害に強い道路の整備 

・災害時に緊急輸送道路として機能し、すみやかに復旧活動が行われる

よう橋梁などの耐震化を図ります。 

③協働型維持管理の推進 

・多様化・複雑化するニーズにこたえる為、「新しい公共の担い手」との

協働による維持管理体制の確立を目指します。 

【主な取組】 
・橋梁の長寿命化修繕事業 
 
・緊急輸送道路の整備 
 
・協働型維持管理の推進 
 
・アダプトプログラム制度推進 

 

   

４ 幹線道路ネットワークによる地域連携  

・この地方では新東名高速道路をはじめとする新たな幹線が整備されつ

つあります。スムーズな地域間・都市間移動には基幹ネットワークの

形成が必要不可欠です。 
・幹線道路ネットワークによる産業面・観光面などの活性化と共に、地

域分権時代を迎え、自治体連携による行政運営の効率化が求められて

います。幹線道路ネットワークの見直しと再構築を計画します。 

【主な取組】 
・都市計画道路の見直し 
 
・新たな幹線道路の計画 

 

 

  
【関連する計画等】 
・蒲郡市都市計画マスタープラン（平成19年度～平成34年度） 

・蒲郡市地区景観基本計画（平成９年度） 
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【基本計画】基本方針３．安全で快適な魅力あるまちづくり 

 

２．公共交通 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●子どもや高齢者らが安心して移動すること

のできる公共交通体系が確立されています。 

●地域で創り、守り、育てあげる持続性の高い

公共交通体系が形成されています。 
 

現状と課題  

・公共交通機関として鉄道のＪＲ東海道本線、名

鉄西尾・蒲郡線が市の東西を横断しており、そこ

へ通じる交通機関として、路線バス、タクシーな

どがあります。しかし市の北部、特に山間部には

公共交通空白地域が広がっており、この空白地域

の早期解消が必要です。 

・モータリゼーションの進展に伴い、名鉄西尾・

蒲郡線をはじめ、市内の公共交通利用者は減少し、

公共交通事業者の経営が圧迫され、公共交通事業

者に任せているだけでは、地域が必要とする公共

交通サービスを確保することが難しくなってい

ます。このため行政は社会資本整備として公共交

通に取り組む必要があります。 

・高齢化が進み、自由な移動が困難な高齢者が増

えることが予想されます。このような移動制約者

が健康で文化的な生活を営むために対策を講ず

る必要があります。 

・本市では、交通サービス維持のため市内のバス

路線に対し支援を行っています。また名鉄西尾・

蒲郡線の存続に向けて関係機関と協議を重ねて

います。 

・平成 19年 10月に「地域公共交通の活性化及び

再生に関する法律」が施行され、各地域において

協議・計画づくりの場を活用したよりよい公共交

通を実現するための積極的な取り組みが求めら

れています。 

・公共交通機関の利用がもたらす様々なまちづく

り施策へのメリットを再認識する必要がありま

す。 

・地球温暖化、ヒートアイランド対策などの環境

問題からも過度のマイカー依存を見直し、環境に

やさしい公共交通への転換を図る必要がありま

す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 市内の公共交通の路線図 図２ 名鉄電車の輸送密度 

【施策の体系】 
１．協議会と連携計画の策定 

― ①市民参加による組織づくり 

― ②総合連携計画の策定 

２．公共交通の利用促進 

― ①鉄道事業との連携 

― ②バス交通の利便性の向上 

３．交通不便地域の対策 
 
 

輸送人員
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施策の内容  
   

１ 協議会と連携計画の策定 

①市民参加による組織づくり 

・公共交通事業者や市民及び関係機関等で協議会を設置します。 
②「地域公共交通総合連携計画」の策定 

・地域のニーズにあった持続可能な交通サービスの提供を図るため、

「地域公共交通総合連携計画」を策定します。 
・計画を策定し、鉄道、路線バス、タクシーがそれぞれの特性を生か

した、バランスのとれた公共交通体系を確立します。 
・市内の公共交通機関の体系を見直し、交通事業者や民間企業、そし

て市民と協働して総合的な交通体系を構築します。 

【主な取組】 
 
・地域公共交通総合連携計画の策定 

将来にわたり市の総合的な公共交
通体系を確立するための計画を策

定します。 

  

２ 公共交通の利用促進 

①鉄道事業との連携 

・交通結節点として駅周辺の都市基盤整備を推進します。 
・鉄道、自動車の両方の利便性を向上させることができるパーク（キ

ス）＆ライド事業を促進します。 
・沿線で行われるイベントなどの際には鉄道を利用するよう各種団体

に働きかけを行います。 
・名鉄西尾・蒲郡線の必要性を沿線自治体の住民に再認識してもらう

ため、広報紙などで定期的に鉄道の必要性を周知します。加えて、

住民と連携した応援活動などを通して、住民の意識の向上を図りま

す。 
②バス交通の利便性の向上 

・公共交通空白地域のバス路線確保のため、道路整備を推進します。 
・利便性の高いバス路線構築のため、住民と連携し公共交通事業者と

協議していきます。 
・近隣市町との連携を図り、それぞれの地域の特性に沿った利便性の

高い交通網を検討します。 

【主な取組】 
 
・塩津駅前広場整備事業 
塩津駅前広場を整備し、交通結節機

能を高めます。 
 
・名鉄西尾・蒲郡線対策協議会 
国や県、そして沿線市町で名鉄西

尾・蒲郡線の維持存続に向けて必要
な事項を協議する会議を開催しま

す。 
 
・市民まるごと赤い電車応援団 
名鉄西尾・蒲郡線の存続を願う市民
団体へ助成を行い、利用促進と意識

の向上を図ります。 
 
・国道 247 号中央バイパス整備 

事業  

  

３ 交通不便地域の対策 

・公共交通空白地域の早期解消を図ります。 
・公共交通サービス確保のため、必要に応じて公共交通機関を支援し

ます。 

【主な取組】 
・公共交通体系整備事業 
移動制約者をはじめとする市民の

生活交通手段を確保するため、公共
交通機関への助成措置を行います。 

・高齢者の足確保事業 

  
 

【関連する計画等】 
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【基本計画】基本方針３．安全で快適な魅力あふれるまちづくり 

 

３．市街地整備 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●様々な都市機能の集積を進め、コンパクトな

まちになっています。 

●豊かで快適な都市生活が実現し、利用価値の

高い良質な市街地になっています。 
 

現状と課題  

・都市基盤が貧弱で利用価値の低い、防災上ある

いは住環境の悪化等が見られた市街地などにお

いて、土地区画整理事業を施行し、これまでに

10か所217.83haが完成し、居住環境の改善に努

めてきました。現在も４か所で施行しています。 

・郊外における大規模店舗の立地や市民病院の移

転等により自動車への依存が高まり、逆に駐車場

等を十分確保できない中心市街地では、商業施設

などの減少や低未利用地の散在などで都市機能

が低下しています。そのため、街なかに都市機能

の集積を図り、生活拠点として再生し、歩いて暮

らせるコンパクトな都市構造への転換を推し進

める必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・都市の発展と地球環境への配慮が、相反するも

のでなく、共生を求められる現代社会において、

ＥＳＴの実現に向けた都市基盤整備の取り組み

が期待されています。 
・道路幅員が狭い密集地域については、防災上の

危険性や利便性が課題となっていますが、解決に

至らないことが多く、空洞化が目立ち始め、街区

の改善が求められています。 
・第三次総合計画以降、蒲郡駅南都市軸西地区に

おける市街地再開発事業及び南北駅前広場の再

整備が完了し、バリアフリー等にも配慮されたま

ちの新しい拠点となっています。 
 

 
 

【施策の体系】 
１．都市基盤整備の推進 

― ① 土地区画整理事業による

整備 

― ② 低未利用地における整備 

２．中心市街地の活性化 

― ① 再開発事業の推進 

― ② 歩いて暮らせる都市基盤

施設の整備 

― ③ 人が集まる仕掛けづくり 

３．密集市街地の解消 
 
４．土地の有効利用の促進 
 
５．快適な都市基盤施設の拡充 
 
 

蒲郡羽栗池東地区（土地区画整理事業） 
 

蒲郡駅南周辺 
 



49 
 

施策の内容  
  

１ 都市基盤整備の推進 

①土地区画整理事業による整備 

・「安全な生活道路の確保」「災害に対応できる基盤づくり」「公園・緑

地用地の確保」等を目的とし、土地区画整理事業を適切に施行し、

更なる生活環境の改善及び住宅地の供給を推進します。 
②低未利用地における整備 

・産業構造や生活様式の変化等によって生じた市街化区域内に存在す

る未整備地区や低未利用地について、土地利用転換と都市基盤施設

の再編を図るため、市民と協働で市街地整備を推進します。 

【主な取組】 
・土地区画整理事業 
（公共・組合・区画整理会社・個人） 

  
２ 中心市街地の活性化 

生活拠点として中心市街地を再生し、コンパクトな都市構造に転換 
を図ります。 
①再開発事業の推進 

・中心市街地に都市機能を集積した複合市街地を、市民と協働で整備

することで魅力ある都市拠点として形成します。 
②歩いて暮らせる都市基盤施設の整備 

・歩行者や自転車などが、駅周辺や街なかを快適に移動できる環境整

備を推進します。 
③人が集まる仕掛けづくり 

・中心市街地へ集客を高めることを目的とし、賑わいを創出するソフ

ト事業を公共交通など他事業と連携して推進します。 

【主な取組】 
 
・市街地再開発事業 
 
 
・駅前広場整備事業 
・自転車駐車場等の整備 
 
 
・暮らし賑わい再生事業 

  
３ 密集市街地の解消 

・都市基盤が未整備のまま木造住宅等が密集した、防災上危険な市街

地で、住宅や防災など他事業との連携を図り、既存のコミュニティ

ーの維持や地域住民の住生活再建等に配慮しつつ、安全・安心な市

街地環境の整備・改善を推進します。 

【主な取組】 
・防災街区整備地区計画 
・生活道路改修事業 
・住宅市街地総合整備事業 
・老朽住宅除却事業 
・土地区画整理事業 

  
４ 土地の有効利用の促進 

・地域の特性を活かした持続あるまちづくりを推進するため、発展の

基礎となる土地利用を促進する。 
【主な取組】 

・都市計画マスタープラン 
・用途計画の見直し 

  
5 快適な都市基盤施設の拡充 

・都市空間においては、あらゆる人に配慮したユニバーサルデザイン

のまちづくりを推進します。 
【主な取組】 

・公共施設等のユニバーサルデザ 
イン導入事業 

  
【関連する計画等】 
・都市計画マスタープラン（平成19年度～平成34年度） 

・都市再生整備計画（平成22年度～平成26年度） 
・土地区画整理事業計画（蒲南・中部・駅南・羽栗池東地区） 
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【基本計画】基本方針３．安全で快適な魅力あるまちづくり 

 

４．住宅 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●誰もが住宅確保や快適な生活を営む上で困

ることなく、安心して暮らし続けています。 

●民間事業者と市が協力し、既存の住宅や土地

を有効活用し、誰もが住めるための住宅が増

えています。 
 

現状と課題  

・本市は、昭和30年代から土地区画整理事業など

の基盤整備により宅地の利用増進を図るととも

に、新たな宅地を確保するため、丘陵地の開発や

臨海部の埋め立てを推進してきました。 

・現在、本市の総人口は緩やかに減少を続けてお

り、人口減少が続いていくと想定されています。 

・平成20年ごろまで西三河で好調であった自動車

産業の影響で人口の転入や定住が見られました

が、平成21年に入り景況の急激な悪化により、

転入による住宅需要の先行きが不透明になりま

した。 

・全体的には人口減少社会の中にあって、市内に

住んでいる人の円滑な住み替え、市内定住を維持

していくことが第一の課題です。 

・世帯分離が進んでおり、平成19年には１世帯当

たり3.0人を切りました。人口は減少傾向ですが、

今後も世帯数や住宅戸数は増加傾向にあります。 

・本市は高齢化率が県内都市部の中で相対的に高

く、高齢者が安心して住み続けることができる住

宅の供給や居住サービスが課題です。 

・市営住宅においては老朽化により建て替えが必

要な住宅があり、高齢者や低所得者が安心して住

み続けることができるようセーフティーネット

としての市営住宅のあり方と整備方策を検討す

ることが課題です。 

・本市は東海地震の地震防災対策強化地域や、東

南海・南海地震の地震防災対策推進地域に指定さ

れるなど大規模地震の危険性の高い地域です。被

災した際の死者数及び経済被害を軽減するため

にも住宅の耐震化を推し進める必要があります。 

・平成18年度に「住生活基本法」が施行され、愛

知県では「愛知県住生活基本計画」が策定されま

した。これに伴い本市では、平成10年に策定し

た「蒲郡市住宅マスタープラン」の見直しを平成

22年に行い、住みよい住宅と良好な住環境の形

成を計画的に推進しています。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高齢者用住宅 
区分 箇所数 戸数 

戸数 割合(%) 

蒲郡市営住宅 9 か所 390 戸  14  3.6 

蒲郡市特定優良賃貸

住宅 
2 か所 32 戸  0  0 

愛知県営住宅 3 か所 485 戸  32  6.6 

雇用促進住宅 1 か所 120 戸  0  0 

 
 

図１ 公営住宅一覧 

【施策の体系】 
１．公営住宅整備 

― ①市営住宅の整備 

― ②居住支援策の検討 

２．優良な住宅供給 

― ①住宅相談機能の充実 

― ②公的支援制度の充実と活用

促進 

― ③定住環境に優れた住宅の誘

導 

３．良質な住環境の形成 

― ①計画的な住環境整備 

― ②景観ガイドラインの策定 
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施策の内容  
   

１ 公営住宅整備 

高齢者や障がい者、低所得者などで、真に住宅に困窮する市民に対 
して、市営住宅の提供を図り、セーフティネットの機能を高めます。 
①市営住宅の整備 

・老朽化した市営住宅の長寿命化を念頭に入れた建替え及び改修を計

画的に進め、住空間の質・量の向上を図り、高層化による良質な住

環境の整備を推進します。また、不足している高齢者向け公共賃貸

住宅を増やします。 
②居住支援策の検討 

・民間からの借上げ市営住宅や家賃補助についても検討し、市営住宅

の量的確保を図ります。 

【主な取組】 
・シルバー特定公共賃貸住宅の整備 
・市営住宅の建替え・統廃合 
・居住支援策の検討 

 

  
２ 優良な住宅供給 

①住宅相談機能の充実 

・住宅の新築やリフォームをする場合に、正しい情報が提供され住宅

相談の要望にもこたえることができるよう、また、長期優良住宅や

省エネ基準住宅の普及を促進するため、民間・業界団体などと連携

し情報提供を行い、支援します。 
②公的支援制度の充実と活用促進 

・住宅の耐震化やバリアフリー化などの助成制度の普及をはかり、活

用を促進します。また、太陽光発電や雨水利用など、環境にやさし

い住宅の導入を支援します。 
③定住環境に優れた住宅の誘導 

・民間事業者による駅周辺へのマンション建設等の誘導や空き家利用

による多様なタイプの住宅の誘導、高齢者向け住宅の供給等民間活

力を活用した定住環境に優れた住宅供給を支援します。 

【主な取組】 
住宅の耐震改修の推進 
住宅相談の充実 
新エネ・省エネ機器の導入支援 
民間事業者のコーディネート 
空き家活用の支援 

  
３ 良質な住環境の形成 

①計画的な住環境整備 

・すでに事業化されている土地区画整理事業を早期に完了させ、完了

した地区における住宅建設を促進します。 
・地区計画や建築協定など良好な居住環境に資する整備手法の情報提

供に努め、市民主体の住環境整備を促進します。 
・建築上有効とされない狭あい道路の整備を推進し、密集市街地にお

ける安全を確保します。 
②景観ガイドラインの策定 

・本市のイメージと調和した住宅の景観形成を誘導するために、景観

ガイドラインを策定します。 

【主な取組】 
・地区計画・建築協定の導入 
・狭あい道路整備の推進 
・景観ガイドラインの策定 

 
【関連する計画等】 
・蒲郡市住宅マスタープラン[蒲郡市住生活基本計画]（平成22年度～平成32年度） 

・蒲郡市耐震改修促進計画（平成20年2月策定）  
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【基本計画】基本方針３．安全で快適な魅力あるまちづくり 

 

５．都市景観 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●三河湾や山並みの自然の中で、良好な都市景

観がゆとりとうるおいを与えてくれます。 

●市民と企業、行政が協力し、地区の特色を生

かした景観形成に取り組んでいます。 
 

現状と課題  

・都市の景観は、その都市が持つ固有の自然・地

勢等を基礎的な条件として、幾世代にもわたる歴

史の変遷の中で、各時代の人々の営みの積み重ね

によって形成されてきました。加えて、現代の地

域社会における様々な都市活動や市民生活を反

映したものとして形づくられているものといえ

ます。 

・景観とは、山・川といった自然物や道路・建築

物等の人工的な構築物等により形成され、それら

の場における、市民の日常の営み、祭りやイベン

ト、各種の活動等を反映し、全ての社会活動を表

象したものを含むものと考えることができます。 

・景観は都市や地区のイメージを左右し、市のア

イデンティティ（らしさ）の基本となるものであ

るといえます。 

・今後、開発から環境を重視した時代へと変化し

ていく中で、より良好な都市景観を形成するため

に、市民意識の高揚と市民の理解、協調が必要で

あり、一層の啓発に努めていく必要があります。 

・明治33年（1900年）に発表された鉄道唱歌で「東

海道にすぐれたる、海のながめは蒲郡」と歌われ

たほど美しい景観を形成していました。 

・観光交流都市として、蒲郡連山や三河湾に代表

される豊かな自然景観を素地として、その上に良

好な都市景観を形成することにより、市民と観光

客の心を癒し、うるおいを与えることが、本市の

個性であり大きな魅力であると言えます。 

・都市には、安全性、利便性に加え、美しさが必

要です。蒲郡を実感できる美しい景観形成は市民

の誇りと愛着を取り戻します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
蒲郡八景第２集より 

 
第３回蒲郡都市景観賞より 

 
 

【施策の体系】 
１．都市景観の形成 

― ①景観計画と景観条例 

― ②屋外広告物の規制 

― ③地区計画と建築協定 

２．都市景観の整備 

― ①魅力ある都市空間の整備 

― ②公共事業における景観整備 

― ③無電柱化の推進 

― ④緑とオープンスペースの確保 

 



53 
 

施策の内容  
   

１ 都市景観の形成 

①景観計画の策定と景観条例の制定 

・本市にふさわしい都市景観の維持・保全と創出を目指し、景観計画

の策定と景観条例の制定に努めます。 
・観光地、駅前、海岸周辺や海からの眺めなど様々な地区において、

その特色を生かした景観形成を図ります。 
②屋外広告物の規制 

・派手な看板や電飾看板は街のイメージを低下させ、美観を損ねます。

市民にとって広告物等による情報は必要なものですが、街の美観を

維持するためにも屋外広告物の色彩の統一や大きさの統制等の制限

を課して、街並みと調和がとれる規制を強化していきます。 
③地区計画や景観協定の活用 

・市民が主体となって、まちづくりの計画やルールを策定し、都市景

観の向上を図るとともに、地域の活性化にも貢献します。 

【主な取組】 
・景観計画の策定 
 
・景観条例の制定の検討 
 
 
 
 
 
 
 
・屋外広告物の規制 
 
 
 
 
・地区計画、景観協定の策定 

 

  
２ 都市景観における整備 

①魅力ある都市空間の整備 

・魅力ある都市空間の形成に向け、中心市街地における土地区画整理

事業等の市街地整備を推進します。 
・海と調和したまちの形成と市民の憩いの場として、ウォーターフロ

ントの景観整備に努めます。 
②公共事業における景観整備 

・中心市街地において、統一されたデザインの公的サイン（案内看板）

の設置を行います。 
・道路、河川、公園、海岸などの公共工事において、地域の特性に合

わせた景観整備を行います。 
③無電柱化の推進 

・都市景観の向上を図るとともに、安全で快適な歩行空間の確保、都

市災害の防止、情報通信ネットワークの信頼性の向上、観光振興、

地域活性化等の観点からも、道路から電柱電線を無くす無電柱化を

推進します。 
④緑とオープンスペースの確保 

・魅力ある都市景観を形成するためには、緑とオープンスペースの確

保は不可欠であり、優良な民有地緑化に対する助成や都市公園の整

備を推進します。 

【主な取組】 
・蒲郡駅南土地区画整理事業 
 
 
 
 
 
・公的サイン整備事業 
 
・公共事業の景観整備 
 
 
 
 
・電線類無電柱化事業 
 
 
 
 
 
 
・蒲郡市緑化事業助成金交付制度 
あいち森と緑づくり税を活用した
都市緑化推進事業 

 
・都市公園整備事業 

 

 

【関連する計画等】 
・蒲郡市都市景観基本計画（平成８年度）、蒲郡市地区景観基本計画（平成９年度） 

・蒲郡市都市計画マスタープラン（平成19年度～平成34年度） 

・緑の基本計画（平成23年度～平成34年度） 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 
 

【基本計画】基本方針３．安全で快適な魅力あるまちづくり 

 

６．港湾・海岸 
 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●港湾施設の整備と機能の充実を図り、国際競

争力の高い港湾として活用されています。 

●みなとが人々の交流の場として 賑わってい

ます。 
 

現状と課題  

・三河港蒲郡地区は、昭和41年に国際貿易港の指

定を受け、物流拠点、地域産業の重要な場として

発展しています。また、西浦地区の倉舞港は、昭

和31年に地方港湾の指定を受けて以来、市の管

理港として地域産業の発展に寄与しています。 

・物流コストの削減や物流品目の多様化により輸

送船舶の大型化が進んでいます。三河港の背後に

位置する工業地帯の国際競争力強化のためにも、

大型岸壁を持つふ頭の整備やポートセールスの

支援などが必要です。 

 

・竹島ふ頭エリアは、人々の賑わいや交流をつく

りだす“みなと”として中部地方で初めて「みな

とオアシス」の認定を受けました。常時には地域

の魅力づくりに貢献できる“みなと”として、災

害時には災害情報拠点及び海上からの物資輸送

拠点となる“みなと”として、さらなるサービス

の提供と施設の充実が求められています。 

・蒲郡の持つ豊かな自然環境を有効活用し、観光

交流都市としてふさわしい海辺の景観形成やレ

クリエーション施設の整備が求められています。 
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資料 三河港蒲郡地区 外国貿易数量の推移 

資料 三河港蒲郡地区 国内貿易数量の推移 

【施策の体系】 
１．港湾物流機能の強化 
 

２．賑わいのある“みなと”づくり

の推進 
 
３．海洋性レクリエーション機能の

充実 

― ①滞在型観光拠点の整備推進 

― ②海岸環境の整備促進 

― ③海からの眺めを考慮した総

合的な景観づくりの促進 

 

785,813

101,920

318,703

329,039

370,075

377,906

402,275

28,710

446,890

24,050

0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000

H20

H19

H18

H17

H16 輸出 輸入 

輸出 輸入 

出典：三河港統計年報 

計504,195 
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計394,125 

計775,929 計1,104,516 

出典：三河港統計年報 

計912,356 計423,026 
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計617,668 
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施策の内容  
   

１ 港湾物流機能の強化 

・蒲郡をはじめ三河港の背後に位置する工業地帯の国際競争力強化の

ため、蒲郡航路の整備、大型船用岸壁、防波堤等の施設整備を促進

します。 
・利用促進による三河港の貨物量拡大のため、「はしご状幹線道路網」

の早期完成を目指して、積極的に支援・協力していきます。 
・地域産業のさらなる発展を目指して、三河港のポートセールスを支

援し、利用者のニーズに対応した港湾機能の充実を図ります。 
・鉄道との連携、輸配送の共同化など環境負荷が少ないとされる複合

一貫輸送ターミナルに対応するため、多様な関係者との連携に努め

ます。 
・港湾施設の老朽化に対処するため、計画的な維持管理を行い、サー

ビス水準の維持を図ります。 

【主な取組】 
・三河港蒲郡地区公有水面埋立事業 
ふ頭用地14ha 緑地4ha 水深-11ｍ岸壁整備 

・倉舞港長寿命化事業 
 

 

 

  
２ 賑わいのある“みなと”づくりの推進 

・「みなとオアシスがまごおり」の海上物資輸送拠点としての機能を充

実させるため耐震岸壁の整備や防波堤の見直し、ヘリポートの設置、

さらに、輸送ルートとなる緊急輸送道路の整備など、総合的な事業

の推進に努めます。 
・竹島ふ頭東側地区では、平成 22年に整備した多目的広場を活用し、
市民やＮＰＯなどと協力しながら新たなイベントやサービスの提供

を図ります。 
・竹島地区を中心とする三河港蒲郡地区では、さらなる賑わいの創出

のため、「三河港ポートルネッサンス 21計画」を見直し、竹島ふ頭
を中心とする「みなとオアシスがまごおり」や竹島ふ頭西側地区の

「蒲郡インナーハーバー計画」などとも調整しながら、海の玄関口

としてふさわしい“みなと”の実現を目指します。 

【主な取組】 
・耐震岸壁の整備 
・三河港ポートルネッサンス 21 計画の見直し 
 
 
 
 

 

  
３ 海洋性レクリエーション機能の充実 

①滞在型観光拠点の整備促進 

・滞在型リゾートの実現に向け、海洋性レクリエーションの一大拠点

である大塚地区のラグーナ蒲郡を中心に、関連施設の整備を促進し

ます。 
・滞在型観光推進のため、温泉等保養施設が立地する西浦地区の整備

を検討します。 
②海岸環境の整備促進 

・西浦地区の倉舞港では、周辺の美しい自然環境をいかしながら、砂

浜や天然海岸を保全し、景観に優れた海岸環境整備に努めます。 
③海からの眺めを考慮した総合的な景観づくりの推進 

・海洋レジャーの付加価値のひとつとして、海から眺めても美しい蒲

郡のまちなみや自然景観を堪能できるよう総合的な景観形成を促進

します。 

【主な取組】 
・ラグーナ蒲郡戸別荘地の整備支援 
・倉舞港海岸環境整備事業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【関連する計画等】 
・三河港港湾計画 
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・三河港周辺地域産業幹線道路ビジョン 

・三河港ポートルネッサンス21計画 

・蒲郡インナーハーバー計画  
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【基本計画】基本方針３．安全で快適な魅力あるまちづくり 

 

７．河川・排水 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●自然環境に配慮した河川改修により、うるお

いとやすらぎを感じられる水辺空間になっ

ています。 

●豪雨や高潮災害に強いまちになっています。 
 

現状と課題  

・市内には 42河川があり、総延長は 58km余で、

市の管理河川では約 93％が改修されています。

しかし、そのほとんどが延長３km未満の小河川

であり、下水道をはじめとする雨水排水施設の整

備も進んでいることから、雨水は短時間で海まで

流出します。 

・下水道の下水道法事業認可区域は1,396haあり、

雨水施設の整備率は約58％となっています。 

・土地利用の転換により、雨水の地下浸透量が減

り、排水路への流出量が増えています。その結果、

下流にあたる既成市街地では、新たな浸水被害が

発生するようになっています。排水計画を見直し、

実状にあった排水網の整備が求められています。 

・局所的な豪雨により、家屋の浸水被害が発生し

ています。被害の防止・軽減対策が求められてい

ます。 

・高潮が河川や排水路を逆のぼることで、付近の

家屋が浸水する被害が発生しています。被害の防

止・軽減対策が必要です。 

・近年、河川に対して、単に利水・排水の機能だ

けではなく、住民利用を重視したうるおいとやす

らぎの感じられる水辺空間としての機能が求め

られています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 河川及び主な公共下水道雨水幹線 図 落合川の改修イメージ 

【施策の体系】 
１．準用河川・普通河川の改修の 

推進 
 

２．二級河川の改修の推進 
 
３．親水性・自然環境に配慮した河

川の整備 
 
４．排水施設の整備・拡充 

 

５．浸水対策の推進 

― ①局地的な豪雨への対策 

― ②高潮への対策 

 

※使用申請中（県） 
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施策の内容  
   

１ 準用河川・普通河川の改修の推進 

・橋梁部など河川の流水断面が小さく、流下能力の不足している区間

について、効率的かつ計画的な整備を推進します。 
【主な取組】 

・尺地川河川改修事業 
・多自然型の河川改修工事 

 
  

２ 二級河川の改修の推進 

・橋梁部など流下能力が不足している区間について、河川管理者に対

して、事業促進を強く要望し、用地取得や物件補償等の問題解決に

協力します。 

【主な取組】 
・西田川河川改修事業 
改修総延長1.5km 

・落合川河川改修事業 
改修延長1.8km 

  
３ 親水性・自然環境に配慮した河川の整備 

・河川改修にあたっては、河川沿いに樹林地を設けるなど、親水性及

び自然環境に配慮した川づくりに努めます。 
・うるおいとやすらぎの感じられる水辺空間を目指して、河川愛護活

動など地元住民との連携を図ります。 

【主な取組】 
・落合川親水性護岸整備事業 
・河川愛護活動 
・水と緑のネットワーク形成事業 

 

  
４ 排水施設の整備・拡充 

・土地利用の実状を把握し、これに応じた計画的な排水施設の整備・

拡充を推進します。 
【主な取組】 

・下水道事業（雨水） 
・排水路整備事業 
・側溝整備事業 

  
５ 浸水対策の推進 

①局地的な豪雨への対策 

・局地的な豪雨による浸水被害解消のため、公共施設の雨水貯留機能

の整備や、遊水池、調整池の活用など関係機関と協力しながら、総

合的な対策を推進します。 
②高潮への対策 

・排水路へ高潮が逆のぼるのを防止するため、排水路等の最下流部へ

高潮対策施設の整備を推進します。 

【主な取組】 
・公共施設雨水貯留機能の整備 
 
 
・高潮対策施設整備事業 
ゲート等の設置。 

 

 

【関連する計画等】 
・二級河川西田川水系河川整備計画 

・二級河川落合川水系河川整備計画 

・蒲郡市下水道下水道法事業認可 

・緑の基本計画（平成23年度～34年度）  
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【基本計画】基本方針３．安全で快適な魅力あるまちづくり 

 

８．消防・救急 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●消防本部・消防団・女性防火クラブ・自主防

災会が協力し、火災のない安心して暮らせる

まちをつくっています。 

●市民・救急隊・医師との万全の連携により、

救命率の高いまちになっています。 

●消防力・救助体制の強化により、災害による

被害を最小化できるまちになっています。 
 

現状と課題  

・市内の交通渋滞などにより、緊急車両が現場へ

到着するまでの時間がかかることが懸念されま

す。 
・設置が義務化された住宅用火災警報器の必要性

を啓発していくとともに、普及率の向上を図るこ

とが必要です。 
・常備消防の強化だけでなく、消防団・女性防火

クラブ・自主防災会との連携及び協力により防火

思想を全市民に普及する必要があります。 
・救急業務については、救急救命士の養成は基よ

り、気管挿管救命士・薬剤投与救命士の養成に努

め、救命率の向上が必要です。 
・救急車の不適切な要請が多く問題となっていま

す、適正利用の周知が必要です。 

・消防庁舎・消防団器具庫の改修は基より消防車

両・救急車両等の更新についても整備計画に基づ

いた適切な整備が必要です。 
・火災・救急・救助の現場において、正確かつ迅

速な活動ができる資機材の整備及びそれを使用

した訓練が必要です。 

・救急救命講習の必要性を啓発に努め、ＣＰＲ（心

肺蘇生法）、ＡＥＤによる電気ショックが普及さ

れたことにより、社会復帰された事例が報告され

ています。 
・消防団は、結団以来、多くの市民の協力により

条例定数を割ることなく、地域防災の向上に寄与

しています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

軽症, 1,468 ,
52%中等症, 966 ,

35%

重症, 299 ,
11%

死亡, 58 , 2%

軽症

中等症

重症

死亡

 

表 過去７年間の救急救命概要 表 平成21年 傷病程度別の搬送状況 
 

【施策の体系】 
１．防火思想の普及 
 

２．救急体勢の充実強化 
 
３．消防力の充実強化 
 
４．救助体制の充実強化 
 

５．広域連携の強化 
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施策の内容  
   

１ 防火思想の普及 

・火災のない安心して暮らせるまちをつくるため、消防団、女性防火

クラブ及び自主防災会に対する防火指導を強化、消防本部と協力し

民間企業及び市民参加型の防災訓練を実施し、防火思想の普及を図

ります。 
・既存住宅への住宅用火災警報器の普及を図ります。 

【主な取組】 
・火災予防教育 
防災コミュニティーコーナーを活

用した市民参加の防火教育。 
・消防団団員研修 
・地域リーダー育成 
自主防災リーダー研修、女性防火ク
ラブ員研修。 

・一般住宅への防火診断 

  
２ 救急体制の充実強化 

・救急救命士、気管挿管救命士、薬剤投与救命士を養成するとともに、

救急隊員の知識、技術の向上を図り、救命率の向上に努めます。 
・救急体制の強化を図るため、救急車及び資機材を計画的に整備して

いきます。 
・救急救命講習を実施し、市民へ救急救命に対する知識・技術の習得

及び意識の向上を図ります。 

【主な取組】 
・救急救命講習 
救急救命講習を行い、知識・技術は

基より、救急車の適正利用について

の理解を図る。 

  
３ 消防力の充実強化 

・災害時の拠点となる消防庁舎、消防団詰所等の整備充実を推進し、

消防隊の災害出動等、勤務体制についても万全を期します。 
・中高層ビル、危険物施設、特殊な火災に対処できるよう、消防車両

及び資機材を計画的に整備するとともに、消火栓及び防火水槽等の

消防水利施設の充実を図ります。 
・今後も消防団員の条例定数を確保していきます。 

【主な取組】 
・消防庁舎等整備充実 
西部出張所・消防団詰所の整備。 

・消防車両等整備充実 
消防車両・消防資機材の計画的な整

備。 
・消防水利施設の充実 
道路整備及び開発行為に対する、適

正な消防水利の整備。 
・消防団の充実強化 
消防団員の募集及び、入団者への訓

練指導。 
  

４ 救助体制の充実強化 

・救助工作車及び救助資機材の計画的な整備を行います。 
・救助隊員の知識・技術の向上を図ります。 

【主な取組】 
・救助工作車等整備充実 
救助工作車・救助資機材の計画的な

整備。 
・救助隊員育成 
救助隊員に積極的に各種講習を受

講させ、更なる知識・技術の向上を

図る。 
  

５ 広域連携の強化 

・蒲郡市の消防力のみでは対処困難な災害が発生した場合に備え、ほ

かの地方公共団体と応援協定を締結し、災害活動の万全を図ります。 
・大規模・特殊災害に備え、全国の緊急消防援助隊へ登録し、合同訓

練に参加して連携に努めます。 

【主な取組】 
・広域的な防災協定 
愛知県下広域消防相互応援協定 
東三河地区消防相互応援協定 
 など 
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蒲郡市の主な被害予測（平成15年3月　愛知県東海地震、東南海地震等被害予測調査報告書より）

東海地震 東南海地震
東海・東南海

地震連動

全壊棟数 約90棟 約270棟 約320棟

半壊棟数 約280棟 約1,600棟 約1,900棟

死者数 若干人 約20人 約20人

負傷者数 約40人 約310人 約390人

避難所生活者数
（1日後） 約350人 約3,700人 約5,700人

帰宅困難者
（突発時） 約9,000人 約9,000人 約9,000人

建物被害

人的被害
（冬早朝5時）

【基本計画】基本方針３．安全で快適な魅力あるまちづくり 

 

９．防災 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●行政・地域・事業者が連携し、防災・減災に

取り組む社会となっています。 

●市民の生命・財産を守るため災害に強いまち

となっています。 
 

現状と課題  

・昭和 20年に三河地震、昭和 34年には伊勢湾台

風、近年においては平成20年のゲリラ豪雨、平

成21年の台風18号などの災害に見舞われ、甚大

な被害を受けてきました。 

・本市は平成14年に、今後30年以内に87％の確

立で発生すると予想さる東海地震の強化地域に

指定されました。また過去に起きた地震から、東

海地震、東南海・南海地震が連動して発生するこ

とも推測され、連動で発生すれば甚大な被害が予

想されます。 

・本市は、市域が長い海岸線と三方を山で囲まれ

ているため、台風による高潮、地震による津波、

豪雨による土砂災害などの各種災害による被害

が懸念されます。 

・ハザードマップの作成、避難所として指定した

小中学校の体育館の耐震化、防災行政ラジオの導

入などの事業を実施し、災害に対する市民の安全

確保に努めてきました。 

・発災時において行政自身も被災する可能性が高

いため、業務が長時間中断するなど、市民生活及

び経済活動に大きな支障を生じる可能性があり

ます。このため行政は発災時においては速やかに

動ける体制づくりが必要となります。また市民・

事業者においては、行政の支援（公助）に頼るだ

けでなく、自分の身は自分で守り（自助）、お互

いに助け合うこと（共助）が重要となります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【施策の体系】 
１．防災・減災意識の向上 
 

２．地域防災体制の強化 
 

３．防災体制の強化 

― ①広域防災体制の確保 

― ②庁内体制の充実 

４．防災施設の整備 
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施策の内容  
   

１ 防災・減災意識の向上 

・災害に対する事前の備えや被災時において慌てず対処するために市

民、事業者に対し防災・減災思想の普及に努めます。 
・市民には住宅耐震診断だけでなく、住宅耐震化を実施するように啓

発に努めます。 
・事業者には被災後早期に事業を復旧するために事業継続計画の作成

指導に努めます。 
・日本語能力が十分でない外国人に対し、多言語による情報提供を図

ります。 

【主な取組】 
・防災・減災教室の開催 
・住宅耐震診断の促進 
・事業継続計画の策定指導 
・多言語 HP による情報提供 
・多言語ガイドブックの作成 
・家具転倒防止器具設置事業 

 
 

  

２ 地域防災体制の強化 

・自主防災組織の訓練に避難所運営、災害時要援護者対策を盛り込ん

だ各種災害を想定した訓練実施に努めます。 
・地域の自主防災組織において活動の中心となる防災リーダーの育成

に努めます。 
・被災時にボランティアの調整役となるボランティアコーディネータ

ーの支援、育成に努めます。 

【主な取組】 
・市民総くるみ防災訓練 
・防災リーダーの育成 
・ボランティアコーディネーター 

の育成 

 

 
 

３ 防災体制の強化 

①広域防災体制の確保 

・災害被害を軽減するため市民、事業者と連携して各種対策に取り組

んでいきます。また県をはじめ公共機関相互の広域的な連携強化を

推進します。 
②庁内体制の充実 

・現状を速やかに分析し、予防、応急対策、復旧活動に即応する体制

づくりを推進します。 
・市民の生命・財産を守り社会経済活動等の維持を図るために、被災

時において必要不可欠な業務を継続できる体制づくりを推進しま

す。 
・災害時に情報を素早く的確に収集し、あらゆる手段を用いて市民に

伝えることができる体制を目指します。 

【主な取組】 
・地域防災計画の見直し 
・業務継続計画の策定 
・ライフライン連絡会の設置 
・樋門、防潮扉の操作体制の整備 
・ 全 国 瞬 時 警 報 シ ス テ ム
（J-ALERT）の導入 
・メール配信事業 

 
 

４ 防災施設の整備 

・地震発生時における被害を最小限にするため、公共施設の耐震化を

推進します。 
・急傾斜地崩壊危険区域の整備を強く県に要望し、また河川・海岸の

保全等は国・県などと連携を図りながら推進します。 
・避難所、防災倉庫等に備蓄する支援物資、資機材の充実を目指しま

す。 
・公園などの公共施設整備にあたり、防災機能を有した施設整備を推

進します。 

【主な取組】 
・公共施設耐震化計画の策定 

 

 
【関連する計画等】 
・蒲郡市地域防災計画 
・蒲郡市水防計画 
・蒲郡市津波避難計画  
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【基本計画】基本方針３．安全で快適な魅力あふれるまちづくり 

 

１０．防犯 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●犯罪が少ない誰もが安心して暮らせる安全

なまちとなっています。 

●住民同士の信頼に基づく地域活動で安心し

て暮らせる地域社会となっています。 
 

現状と課題  

・真に豊かで活力ある社会を構築するためには、

その前提として市民の安全と安心を確保してい

くことが重要です。このため人命尊重の理念に基

づき犯罪がもたらす大きな社会的・経済的・心理

的損失を防ぐため、誰もが安心して暮らせる安全

なまちをつくらなければなりません。 
・本市では平成15年に「蒲郡市なくそう犯罪安全

なまちづくり推進条例」を制定し、市民が安全に

安心して暮らすことができるまちづくりに取り

組んでいます。 
・警察、地域等が連携した様々な取り組みにより、

近年本市において犯罪は減少傾向にありますが、

社会情勢の悪化等の要因により今後事故・犯罪の

増加が懸念されます。 

・また近年の犯罪傾向から子ども、女性、高齢者

等の犯罪弱者対策、日本語能力が十分でない外国

人が安心して暮らせるための支援対策が必要と

なっています。 
・犯罪の多くは各々が危険を意識することで未然

に防げるものです。市民がこれらを自らの問題と

してとらえ「犯罪を起こさない」、「犯罪にあわ

ない」「犯罪を見逃さない」という意識を再確認

する必要があります。 
・安心して暮らすことができるまちをつくるため

には、地域住民の自主的な取り組みが、より一層

重要となってきます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【施策の体系】 
１．防犯意識の向上 
 

２．犯罪の起きない生活環境づくり 
 
３．地域との連携による犯罪の防止 
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施策の内容  
   

１ 防犯意識の向上 

・各年代、性別に応じた防犯教室を開催し、「犯罪にあわない」、「犯罪

を起こさせない」、「犯罪を見逃さない」といった防犯思想の普及を

推進します。 
・警察と協力して市民が事故・犯罪に巻き込まれないように情報提供

に努めます。 
・日本語能力が十分でない外国人に対し、多言語による情報提供の充

実を図ります。 

【主な取組】 
・防犯教室の開催 
・メール配信事業 
・多言語 HP による情報提供 
・多言語ガイドブックの作成 
 

  
２ 犯罪の起きない生活環境づくり 

・道路、公園、広場等の公共の場所において、犯罪の防止に配慮した

施設の整備・管理を推進します。 
・犯罪の起こりにくい環境をつくるため市民・事業者が所有する施設

に対しても、犯罪の防止に考慮した施設の整備・管理の指導に努め

ます。 
・青少年にとって有害な環境を排除し、社会環境の浄化を図ります。 

【主な取組】 
・防犯灯設置事業 
・防犯カメラ設置事業 
・青少年健全育成協力店指定事業 

 

  
３ 地域との連携による犯罪の防止 

・犯罪を起こさせない地域づくりをすすめるため、地域と連携し、地

域住民による啓発・広報等の安全活動を支援します。 
・地域の防犯力を高めるため自主防犯団体による地域のパトロール活

動を支援します。 

【主な取組】 
・青色回転灯防犯パトロール事業 
・地域ふれあい活動 
・こども 110 番事業 
・スクールガード事業 
・補導員活動 

 

【関連する計画等】 
・蒲郡市なくそう犯罪安全なまちづくり推進条例  
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【基本計画】基本方針３．安全で快適な魅力あるまちづくり 

 

１１．交通安全 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●交通事故が少ない誰もが安心して暮らせる

安全なまちとなっています。 
 

現状と課題  

・交通事故は、一瞬にして人の幸せを奪い、不幸

のどん底に突き落とす重大な犯罪であり、交通安

全の確保は、市民の安全かつ快適な生活実現の基

本です。このため本市では、昭和 36年に「交通
安全都市宣言」を宣言し、警察・地域等と連携し

交通安全の啓発活動、良好な道路環境の確保等を

行い、交通事故の根絶に努めてきています。 
・警察、地域と連携した様々な取り組みにより、

近年交通事故は緩やかな減少傾向にありますが、

今後国道 23号、247号の整備により市内の交通

環境が変化し、それに伴う事故の増加が懸念され

ます。また外国人の定住化傾向の進展に伴い、外

国人が当事者となる事故の増加も懸念されます。 
・近年全国の傾向として高齢者の事故、歩行中・

自転車乗車中の事故、生活道路（市町村道）での

事故が問題となっていますが、本市も例外ではあ

りません。特に今後高齢化社会を向かえることか

ら高齢者の事故防止対策は重要となります。 

・今後少子・高齢化が進展していくなかで、交通

事故防止のためにユニバーサルデザインの考え

方に基づきだれもが安心して利用できる安全・快

適な道路交通環境を整備する必要があります。 
・交通事故の多くは各々が危険を意識することで

未然に防げるものです。市民がこれらを自らの問

題としてとらえ「交通事故を起こさない」、「交

通事故にあわない」という意識を再確認する必要

があります。 
・道路交通の安全確保のため交通安全施設の整備

は重要ですが、今後は整備だけでなく老朽化した

施設の維持管理が必要となってきます。このため

各種対策の推進と既存施設の計画的な更新に充

てる費用を限られた予算の中で適切に配分して

いく必要があります。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【施策の体系】 
１．交通安全思想の普及 
 

２．安全な道路環境の整備 
 
３．地域との連携による交通事故の

防止 
 
 

交通事故発生件数

6 3 7 8 3 4 1 5 20
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施策の内容  
   

１ 交通安全思想の普及 

・幼児から高齢者までの各世代別や職域に応じた交通安全教室を開催

し、「交通事故を起こさない」、「交通事故にあわない」といった交通

安全思想の普及に努めます。 
・広報活動を積極的に行い、広く市民に交通安全思想の普及に努めま

す。また日本語能力が十分でない外国人に対し、多言語による情報

提供の充実を図ります。 

【主な取組】 
・交通安全教室の開催 
・交通安全市民運動の実施 
・多言語 HP による情報提供 
・多言語ガイドブックの作成 
・交通指導員設置事業 

  
２ 安全な道路環境の整備 

・道路新設事業に伴い、警察、地域と連携し事前に有効な安全策を施

し交通事故の防止に努めます。また事故が集中する箇所については、

事故分析に基づく防止対策を実施します。 
・歩行者優先の考えの下、少子高齢化社会の進展を踏まえ、歩道のバ

リアフリー化、通学路の安全の確保などの生活道路対策の推進を図

ります。 
・施設の状態を定期的に点検し、重大な事故が発生する前に速やかに

対策を講じていきます。 

【主な取組】 
・交通安全施設整備事業 
道路照明灯 
道路反射鏡 
カラー舗装 
イメージ頒布 
ガードパイプ 

  
３ 地域との連携による交通事故の防止 

・地域主催の交通安全教室・キャンペーン等の啓発・広報活動を支援

します。 
・道路の安全確保のため地域住民と連携し、交通安全施設等の点検を

行い、道路交通環境の改善に取り組みます。 

【主な取組】 
・交通安全市民運動の実施 
・スクールガード事業 
・交通安全地区推進協議会活動の 

支援 
 

 

【関連する計画等】 
・蒲郡市交通安全条例 
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基本目標４ 
美しい自然を未来につなぐまちづくり 

 
 

公園・緑地 ���������������������������������������������70 

自然保全・緑化 �����������������������������������������72 

環境保全 �����������������������������������������������74 

環境衛生 �����������������������������������������������78 

循環型社会形成 �����������������������������������������80 

地球温暖化対策 �����������������������������������������82 

水資源 �������������������������������������������������84 

下水道 �������������������������������������������������86 
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【基本計画】基本方針４．美しい自然を未来につなぐまちづくり 

 

１．公園・緑地 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●安全で快適な緑豊かな都市環境を形成し、生

活に安らぎとうるおいを感じています。 

●市民が楽しみながら公園の管理や緑化活動

を行っています。 
 

現状と課題  

・公園緑地は、市民の憩いの場、子育ての場とな

るとともに、災害発生時は地域住民の避難の場、

救援・復旧の場、火災の延焼防止帯となり安全・

安心の都市形成に役立っています。 

・また、地球温暖化、ヒートアイランド対策及び

生物多様性の保全など様々な環境問題を緩和す

るとともに、日々の生活に季節感とうるおいを与

え、美しく風格のある都市を形成します。 
・現在、都市計画公園は 31箇所で、そのうち 29

か所（総合公園１か所、近隣公園５か所、街区公

園23か所）が利用できます。 

・市街地における都市公園は、これまで土地区画

整理事業や埋立事業等に伴い整備されているた

め、基盤整備が行われていない既成市街地などで

は十分に都市公園の整備が進んでいない状況に

あります。 

・今後、「緑の基本計画」に基づき公園や緑地の

整備拡充、緑の保全・創出、公共施設及び民有地

の緑化を一体的に捉えて、市民と一緒になって緑

とオープンスペースの確保を図る必要がありま

す。 

・既存の都市公園は、供用開始後30年以上経過し

た公園が多く、施設や遊具の老朽化が進んでいる

ため、その修繕や更新など安全対策が新たな課題

になっています。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区分 箇所 面積（ha） 
総合公園 １箇所 9.1 

近隣公園 ５箇所 7.9 

街区公園 ２５箇所  7.58 
都市計画公園 

計 ３１箇所 24.58 

その他の公園  ５箇所  5.67 

合 計 ３６箇所 30.25 

平成22年4月1日現在           資料：都市計画課 

表 都市公園等の現状 

【施策の体系】 

１．公園・緑地の整備 

― ①特色ある公園づくり 

― ②身近な公園づくり 

― ③水辺の公園づくり 

２．公園・緑地の管理 

― ①既存公園の安全確保 

― ②市民参加の充実 

 

 
写真：双太山公園 
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施策の内容  
   

１ 公園・緑地の整備 

①特色ある公園づくり 

・多様化する市民の価値観・ニーズに対応するため、既存の公園を含

めて地域の特性を生かした特色ある公園づくりを推進します。 
②身近な公園づくり 

・都市計画決定されている公園や土地区画整理事業に伴い計画されて

いる公園について、計画的に整備を進めます。 
・大規模地震などの災害時に一時避難所として利用できる公園の整備

を推進します。 
・用地確保が困難な既成市街地においては、ポケットパークや鉄道高

架下等の有効活用を図ります。 
③水辺の公園づくり 

・公園や緑地など点在する緑を河川や水路、緑道、街路樹等で結ぶ水

と緑のネットワーク化を図り、風の道を整備しヒートアイランド現

象を緩和します。 
・緑や水辺空間の創出にあたって、人々がふれあって楽しめることは

もとより、ビオトープ（生物の生息・生育空間）の創出など魅力あ

る緑地・親水空間を形成します。 
・海と調和したまちの形成と市民の憩いの場として、ウォーターフロ

ントの景観整備に努めます。 

【主な取組】 
・公園整備事業 
 
・緑地整備事業 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・水と緑のネットワーク形成 
 
・水辺空間の整備 

 
 
 

  
２ 公園・緑地の管理 

①既存公園の安全確保 

・予防保全的な維持管理への転換を図るため、公園施設の長寿命化を

図るための計画を策定し、施設の改修や更新を計画的に行います。 
・高齢者、障がい者等の公園利用や移動が円滑化するように、園路や

トイレなど、公園施設のバリアフリー化を進めます。 
②市民参加の充実 

・市民に身近な公園は、地域住民、愛護会、ＮＰＯ等の多様な主体に

よる公園管理と活用を図り、地域活性化を推進します。 

【主な取組】 
・公園施設長寿命化計画の策定 
 
・公園施設改修事業 

 
 
 
 
・多様な主体による公園管理 
 
・市民リーダー育成 

 

【関連する計画等】 
・蒲郡市都市計画マスタープラン（平成19年度～平成34年度） 
・緑の基本計画（平成23年度～平成34年度）  
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【基本計画】基本方針４．美しい自然を未来につなぐまちづくり 

 

２．自然保護・緑化 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●海や山など豊かな自然の保護と都市緑化の

推進によって、市民や観光客が癒しとうるお

いを感じています。 

 
 

現状と課題  

・本市は波穏やかな三河湾に面し、街の背後を緑

豊かな山並みに囲まれ、山間部と市街地の間は果

樹園が広がる豊かな自然に恵まれています。この

豊かな自然を守るため、市域を取り巻く山地や海

岸の多くが自然公園法に基づく指定区域となっ

ています。 
・人と自然が共生するうるおいあるまちづくりを

進めるため、公共施設の緑化を推進しながら、市

民参加による植樹祭の実施、蒲郡市公共施設里親

制度（アダプトプログラム）の実施、市民への緑

化木や花苗の配布等により、緑化意識の高揚を図

り、緑化推進に努めてきました。 
・都市化の進展、松くい虫の被害、農林業従事者

の高齢化や後継者不足などにより、森林や農地の

保全状態が悪化してきており、その対策が求めら

れています。 
・地球環境問題への取り組みである地球温暖化の

防止、ヒートアイランド現象の緩和、生物多様性

の保全による良好な都市環境の提供は、本市にと

っても重要な課題であり、緑とオープンスペース

のネットワーク形成が必要です。 
・かけがいのない豊かな自然を守り、貴重な緑を

市民の共有財産として守り育てていくためには、

開発との調整を図りながら、行政のみでなく、市

民や事業者等が自主的に、自然環境の保全、緑化

に取り組む環境づくりを行い、市民と協働して自

然環境の保全や、緑化を推進する必要があります。 
・愛知県では平成21年度から「あいち森と緑づく

り税」を導入しました。本市も、この税を有効活

用して、森林、里山林、都市の緑をバランスよく

整備、保全するために様々な取組を進めていきま

す。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

単位：ha 
特別保護地区 1.1 

第１種特別地域 0.3 

第２種特別地域 271.4 

特

別

地

域 第３種特別地域 1,396.1 

普通地域 68.0 

合 計 1,736.9 
平成22年4月1日現在    資料：観光課 

 
 

 
第3回蒲郡都市景観賞より 

 

表 自然公園区域面積 

【施策の体系】 
１．自然環境の保全 
 

２．緑化の推進 
 

３．市民参加による緑づくり 
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施策の内容  
   

１ 自然環境の保全 

・三河湾国定公園の指定地域では、その目的に沿い長期的な展望に立

って、自然保護に配慮した総合的な土地利用に努めます。 
・里山など都市近郊の森林については、多様な自然とふれあい、憩い、

学び、体験できる市民参加型の野外活動空間の整備を進めます。 
・身近な環境の中に動植物が快適に生息できる空間（ビオトープ）の

創造や保全を行います。 
・三河湾に浮かぶ竹島、大島、小島の緑豊かな島々の自然や生態系の

保全に努めます。 
・自然観察会や自然保護コンクール等の開催により、自然保護に対す

る市民の意識高揚を図ります。 
 

【主な取組】 
・緑の基本計画による緑地保全 
 
・自然公園の保全 
 
・里地里山の保全と再生 

  
 
 

  
 

  
２ 緑化の推進 

・緑は人々にうるおいと安らぎを与えてくれるとともに、環境の改善

に資する身近な貴重な自然であり、また、災害防止や美しいまちづ

くりを進める上でも重要な役割を果たします。 
・市内の公園、道路、河川、海岸をはじめ学校や公民館などの公共施

設や市有地を緑の基本計画に基づき積極的に緑化を推進します。 
・市街地の大部分を占める民有地の緑が減少しているため、緑化木の

配布を行うとともに、建築物の新築・増改築時に緑化を義務付ける

地域の指定（緑化地域制度）を検討します。 
・あいち森と緑づくり事業（平成21年度より開始）による民有地の屋

上緑化や駐車場緑化などの実施者に対する費用の一部助成制度など

も活用し、個人や事業所など民有地の緑化を推進します。 
 

【主な取組】 
・緑の基本計画による緑化推進 
 
・公共公益施設の緑化 

  
・民有地の緑化推進 

  
・蒲郡市緑化事業助成金制度 

 
 
 
 
 
 

  
３ 市民参加による緑づくり 

・緑のまちづくりを進めていくためには、多くの市民が緑にふれあう

機会を増やし、緑づくりに対する理解を深め、民有地緑化や緑化活

動を進めることが必要です。 
・地域住民やボランティア、民間事業者等の多様な主体の参画・協働

による植樹、樹林地整備、ビオトープづくりなどの緑の体験学習や

緑づくり活動を推進し、緑とオープンスペースの確保と活用を図り

ます。 
・豊かな自然環境の保全に配慮しながら、観光振興、地域振興及び環

境教育の向上を図るために、エコツーリズムを推進します。 

【主な取組】 
・公共施設アダプトプログラム 

  
・まちづくり事業助成金制度 

 
・自然環境学習 
 
・市民ボランティアの育成 
 
・エコツーリズムの推進 

  
 

 

 

【関連する計画等】 
・蒲郡市都市計画マスタープラン（平成19年度～平成34年度） 
・緑の基本計画（平成23年度～平成34年度） 
・あいち森と緑づくり事業（平成21年度～）  
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【基本計画】基本方針４．美しい自然を未来につなぐまちづくり 

 

３．環境保全 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●騒音や公害のない、快適な環境で暮らしてい

ます。 

●すべての人が美しい海や自然環境の保全に

理解を深め、自ら行動しています。 
 

現状と課題  

・都市化・市民生活の多様化に伴い、交通公害や

近隣騒音、生活排水に起因する水質汚濁等、私た

ちの日常生活に深く係わる新たな都市・生活型の

環境問題が顕在化しています。 
・閉鎖性水域である三河湾の水質汚濁問題につい

ては、各種浄化対策を推進しているものの、富栄

養化状態の改善には至っておらず、海のまちづく

りを進める本市にとって大きな課題となってい

ます。 
・近年では、雑草繁茂や野焼きなどの屋外燃焼行

為に対する苦情も多くなっています。こうした中

で、よりよい環境を求める市民の意識は年々強く

なっています。 
・環境美化については、空き缶の投げ捨て、ごみ

の不法投棄などモラルやマナーの問題を抱えて

いますが、市民の快適な生活環境を確保するため

に、市民と行政が一体となって環境美化活動を推

進していくことが必要です。 
・様々な環境問題に対応するため、市民・事業者・

行政が連携して、地域の特性に応じた環境の保全

を積極的に進めていくことが大切です。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

※統計データ・写真等の図版 

 
 
 

※統計データ・写真等の図版 

図 ●●●●の●●率 図 公害に関する苦情、陳情件数 

【施策の体系】 
１．公害の監視体制の整備と公害防

止対策の推進 

― ①公害の監視測定体制の整備

と情報提供の充実 

― ②公害の未然防止対策の推進 

― ③発生源対策の推進 

― ④交通公害防止対策の推進 

２．不法投棄防止対策の推進 
 
３．水質浄化対策の推進 
 
４．環境美化活動の推進 
 
５．環境教育の推進 
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施策の内容  
   

１ 公害の監視体制の整備と公害防止対策の推進 

①公害の監視測定体制の整備と情報提供 

・環境汚染物質に関する実態調査や情報収集を積極的に実施し、情報

提供の充実を図ります。 
②公害の未然防止対策の推進 

・住工混在地域における公害の未然防止に向けて、土地利用の純化・

適正化を図ります。また、公害防止のため、必要に応じ公害防止に

関する協定を締結し、その未然防止に努めます。 
③発生源対策の推進 

・工場等の事業活動に起因する公害を防止するため、監視指導体制の

充実を図るとともに、公害防除施設の設置や改善に対する各種資金

融資制度等の活用を促し、環境負荷の低減に努めます。 
④交通公害防止対策の推進 

・道路交通騒音については、市街地への車の流入が減少することで騒

音の緩和が期待されるため、引き続き国道 23号蒲郡バイパス、国

道247号中央バイパスの整備について、関係機関と協力していきま

す。 

【主な取組】 

・環境実態調査 
大気・水質・騒音・地下水位につい

て、定期的に環境汚染物質の調査を
行う。 

・公害防除資金融資、利子補給 
公害防除施設の整備の目的で融資

を希望する企業に対し、内容を審査
の上、融資の認定を行い、利子補給

を行う。 

  

２ 不法投棄防止対策の推進 

・不法投棄対策については、監視カメラの設置や、パトロールの強化

など、捨てられないための対策を強化していきます。 
・不法投棄防止のための看板や防止ネットを、市民と協働して設置し

ていくことで、廃棄物等を捨てにくい環境づくりに努め、市内の不

法投棄を減らしていきます。 

【主な取組】 

・監視カメラの設置 
不法投棄が頻発する場所に監視カ
メラを設置する。 

・監視パトロールの強化 
不法投棄廃棄物の早期回収とパト
ロールを強化する。 

・不法投棄防止ネット設置 
防止ネットを設置し、不法投棄をさ
せにくい状況を作る。 

  
３ 水質浄化対策の推進 

・国、県及び三河湾沿岸市町のみならず、内陸部の市町村との連携を

強化するとともに、公共下水道等の合理的かつ効果的な整備を推進

します。 
・既設の単独処理浄化槽から環境への汚濁負荷を抑えた合併浄化槽へ

の転換の啓発を図ります。 
・住民に対する啓発、幅広い実践活動への取り組み、生活排水対策等

の諸施策を積極的に実施し、水質浄化への意識の高揚を図ります。 

【主な取組】 

・公共下水道整備の推進 

・三河湾浄化店頭啓発事業 
三河湾浄化推進協議会において、各

種啓発活動を実施し、市民の三河湾

浄化に対する意識の高揚を図る。 
・環境講演会事業 
小学校の児童及び保護者を対象と

した講演会を実施。三河湾の環境に
理解を深める。 

 
  

４ 環境美化活動の推進 

・530運動実践活動やクリーンキャンペーンへの積極的な参加を呼び

かけ、市民や市民団体が自主的に行う美化活動を支援します。 
・空き缶等ごみ散乱防止条例に基づき、市民、事業者、行政が一体と

なってごみ散乱の防止に努めます。 
 

【主な取組】 

・530 運動実践活動への支援 
市民、事業者、学校などによる自主
的な環境美化活動に対し、支援を行

う。 
・クリーンキャンペーン 
年２回、統一実践場所（市内５ヶ所）
で実施される清掃活動への積極的

な参加を呼びかける。 
 



76 
 

５ 環境教育の推進 

・市民・事業者に対して環境にやさしい生活・活動を促すための学習

機会を提供することにより、環境意識の高揚を図ります。 
・また、学校教育カリキュラムにおいても、身近な環境問題を学ぶこ

とのできる参加・体験型の環境学習プログラムを取り入れます。 

【主な取組】 

・里山観察会 
さがらの森にて動植物と触れ合い
ながら自然観察、ネイチャーゲー

ム、工作を親子で行い、豊かな里山

の保全意識を養う。 
・三河湾環境チャレンジ 

 

【関連する計画等】 
・蒲郡市公共下水道事業計画（昭和45年度～平成27年度） 
・豊川流域関連蒲郡市公共下水道事業計画（平成２年度～平成25年度）  
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【基本計画】基本方針４．美しい自然を未来につなぐまちづくり 

 

４．環境衛生 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●市民のペットの飼い方のモラルが向上し、清

潔で快適なまちになっています。 

●高齢化社会を迎え、新しい斎場で良質なサー

ビスが提供されています。 
 

現状と課題  

・近年のペットブームにより、動物と人間との関

係はますます親密化している一方で、犬の放し飼

いや、公共の場所や他人の敷地への糞尿の放置、

咬傷事故、未登録・未注射犬の飼育等、飼い主の

モラルの低下が社会問題化しています。また、飼

えなくなった動物の遺棄や野犬対策も問題とな

っています。 
・斎場については、平成22年度から業務委託によ

る運営をしていますが、昭和54年に建設された

施設は、近年、老朽化が進み、修理に要する維持

管理経費が増大しているため、施設の建替が必要

になっています。また、高齢化社会を迎えるにあ

たり、今後の火葬件数が現在の1.5倍になると予

測され、火葬炉や斎場施設の近代化が求められて

おり、建替においては、十分市民の意見を聞く必

要があります。 
・墓地については、市有と民有を合わせて、現在

179ヵ所が市内に点在していますが、核家族化の

進展、市民の意識変化等により、墓地や埋葬に対

する考え方も多様化してきており、今後も墓地の

整備を図っていく必要があります。 
・鳥インフルエンザや新型インフルエンザなどの

感染症が大きな社会問題となっており、市民生活

にも大きな影響を及ぼしました。本市でもその対

策が求められてきています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

※ 写真候補 
動物ふれあい教室 
クリーンキャンペーン 

 
 
 

※統計データ・写真等の図版 

写真候補 動物ふれあい教室、クリーンキ

ャンペーン 
図 犬の登録・狂犬病予防注射

頭数の推移 

【施策の体系】 
１．畜犬登録・狂犬病予防接種の促

進 
 
２．斎場の効率的な運営 
 
３．墓地環境整備の推進 
 
４．感染症への危機管理体制の推進 
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施策の内容  
   

１ 畜犬登録・狂犬病予防接種の促進 

・狂犬病予防接種を獣医師の協力により実施し、未登録犬、未接種犬

が発生しないよう啓蒙活動を行います。 
・県動物保護管理センターの指導のもと、動物愛護精神の高揚および

糞尿の処置をはじめとする動物の適正管理・病気予防についての啓

発広報活動を実施します。 

【主な取組】 
・狂犬病予防注射 
狂犬病予防法に基づき、狂犬病の発

生を予防するため、登録・狂犬病予
防注射を実施する。 

・動物ふれあい教室 
保育所において、児童の情操教育と
動物愛護の一環として、県動物保護

管理センターの協力を得て、「動物

ふれあい教室」を開催する。 
  

２ 斎場の効率的な運営 

・地域社会における不可欠の都市施設として、周辺環境との調和と環

境保全上の対策を考慮した整備計画を検討します。 
・より一層のサービス向上と効率的な運営を行うため、今後も民間委

託等による運営を実施していきます。 
 

【主な取組】 
・斎場整備事業 
老朽化した斎場とその周辺につい

て、整備を行う事業。 
・斎場運営業務委託 
斎場の運営を民間委託することに

より、サービスの向上と効率的な運
営を行う。 

  
３ 墓地環境整備の推進 

・地区が管理する墓地については、引き続いて墓地整備事業の助成を

行います。 
【主な取組】 

・墓地環境整備事業の助成 
地区が管理する墓地の整備事業に

対して、助成を行う。 

  

４ 感染症への危機管理体制の推進 

・鳥インフルエンザや新型インフルエンザなどの感染による様々な社

会的問題に対し、国や県などの関係機関、事業所等と緊密な連携を

していくことで、その災害の被害を最小限に防ぐための危機管理に

努めていきます。 

【主な取組】 
・感染症対策協議会の設置 
国や県、事業者とともに、感染症の
被害を最小限に食い止める。 

 

【関連する計画等】 
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【基本計画】基本方針４．美しい自然を未来につなぐまちづくり 

 

５．循環型社会形成 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●ごみの減量や資源の効率的な活用が進み、環

境負荷の少ない、快適な生活環境になってい

ます。 

●市民、事業者、行政が一体となった環境意識

の高いまちづくりができています。 
 

現状と課題  

・今日の大量生産、大量消費のライフスタイルに

より、ごみの排出量は増加の一途をたどっており、

地球規模での環境問題が深刻化しています。近年、

廃棄物に関する考え方が、「効率よく、安全に処

理・処分する」という考え方から「生産・流通・

消費の各段階から廃棄物の発生・排出を抑制す

る」という考え方に変わってきています。ごみの

排出量抑制には、市民・事業者・行政が一体とな

った取組が必要であり、大量消費や使い捨てのラ

イフスタイルの見直しを図り、リサイクルのみな

らず、リデュース、リユースを推進し、循環型社

会を目指すことが課題となっています。また、限

られた資源を循環し、効率的に活用するとともに、

再生可能な資源や自然エネルギーなどへの転換

をすすめる必要があります。 
・近年、地域コミュニティの衰退が懸念されてい

ますが、快適な生活環境の保全のためにも、地域

によるクリーンサポーター制度などの推進が重

要です。 
・ごみ処理について、蒲郡市クリーンセンターの

老朽化に伴い、基幹的設備・機器の更新等の整備

を、適切な時期に計画的に行うことにより、施設

の延命化を図る必要があります。 
・蒲郡市一般廃棄物処理場には毎年多量の焼却灰

等を埋め立てていますが、処分用地の新たな確保

が困難であるため、一層のごみ減量を進めるとと

もに、焼却灰の溶融化等によって埋め立て料を削

減する必要があります。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

※統計データ・写真等の図版 

 
 
 

※統計データ・写真等の図版 

図 ごみ処理量・資源回収量の推移 図 クリーンサポーターの登録件数 

【施策の体系】 
１．資源循環型社会の構築 
 

２．リサイクルの促進と地域コミュ

ニティの活性化 
 
３．適正な廃棄物処理 
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施策の内容  
   

１ 資源循環型社会の構築 

・市民、事業者、行政が連携して、ごみ減量化及び資源化を推進しま

す。蒲郡市ごみ減量推進対策協議会の充実を図り、各種ごみ減量施

策を推進します 
・資源循環型社会の構築を目指し、３Ｒ行動を推進します。 
・未利用資源を地域内で有効に活用するシステムを地域社会や産業に

組み込むことを目指す「あいちゼロエミッション・コミュニティ構

想」に基づき、資源・エネルギーの地域内循環を積極的に進め、持

続可能な生活、産業のあり方を示していきます。 
・公共施設におけるエネルギーの効率的な利用については、すでに市

民病院へのコージェネレーションシステムの導入や、ごみ焼却の余

熱を利用した「ユトリーナ蒲郡」がありますが、引き続き、資源・

エネルギーの有効活用の推進に努めていきます。 

【主な取組】 
・３R 行動の推進 
排出されるごみを減らす（リデュー

ス）、繰り返し使う（リユース）、資
源として再利用する（リサイクル）

の３Ｒ行動を積極的に推進する。 
 

  
２ リサイクルの促進と地域コミュニティの活性化 

・ごみの排出量を抑制し、リサイクルを促進するため、広報啓発活動

の充実を図るとともに、資源リサイクルのための施設の整備を行い

ます。 
・クリーンサポーターを中心とした、市民の協力による分別指導・監

視体制を推進します。 
・市民と行政の連携により、環境意識の高いまちづくりを推進します。 
・資源回収を行う地域や団体等の育成・支援を行います。 

 
 

【主な取組】 
・リサイクル推進のための施設整備 

リサイクルプラザなど、資源物の回
収やリサイクル促進のための施設

の整備を図る。 
・クリーンサポーター制度の充実 
地域において、リサイクルの促進や

ごみ減量に対する指導的な役割を

果たす。 
・資源回収団体育成奨励金交付事業 

資源回収を行う地域や団体に対し

て、回収量に応じた奨励金を交付す
る。 

  
３ 適正な廃棄物処理 

・蒲郡市クリーンセンターの延命化を図るため、設備・機器の適切な

補修等の整備を行い、また、基幹的設備・機器の更新等の整備を、

適切な時期に計画的に行います。 
・ごみ処理の広域化を図るため、ごみ焼却施設の集約化について検討

します。 
・一色不燃物最終処分場の跡地利用について検討を進めます。 
・事業系廃棄物は、事業者の処理責任を徹底させ、適正処理の指導強

化を図ります。 
・し尿等を処理する清幸園衛生処理場は、引き続き幸田町と連携し、

蒲郡市幸田町衛生組合による適正な運営を行っていきます。 

【主な取組】 
・（仮）東三河地区ゴミ処理広域 

化計画の策定 
・清幸園衛生処理場の運営 

 

  
【関連する計画等】 
・ごみ処理基本計画（平成９年度） 
・（仮）東三河地区ごみ処理広域化計画の策定（平成30年度～平成39年度） 
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【基本計画】基本方針４．美しい自然を未来につなぐまちづくり 

 

６．地球温暖化対策 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●環境負荷の少ない、自然と調和した心豊かな

暮らしをしています。 

●すべての人が自然生態系や地球環境との関

わりに理解を深め、自ら行動しています。 
 

現状と課題  

・生態系などへの地球温暖化の影響が徐々に見え

始め、温室効果ガスがその原因であることが明ら

かにされる中で、2013年以降のポスト京都議定

書の枠組みづくりに向けた国際的議論がなされ

ています。 
・我が国は、2020年の温室効果ガスの排出量につ

いて、すべての主要国の参加による意欲的な目標

の合意を前提としつつ、1990年比で25％削減を

目指すことを表明しています。このように、世界

レベルで地球温暖化への対応が急がれています

が、我が国の温室効果ガスの排出量は増加の一途

をたどっています。 
・この地域は交通手段として自家用車への依存度

が高く、自動車からの二酸化炭素の排出量の削減

も喫緊の課題となっています。 
・温室効果ガス排出を削減するためには、化石燃

料に代わる再生可能エネルギーや代替エネルギ

ーの活用を推進していく必要があり、将来に負担

を先送りすることなく、社会全体で低炭素社会の

実現に向けての取り組みが必要となっています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

※統計データ・写真等の図版 
 
 
 

※統計データ・写真等の図版 

図 ●●●●の●●率 図 太陽光・太陽熱システムの補助金の

交付件数 

【施策の体系】 
１．低炭素社会に向けた先駆的取組

の推進 
 

２．再生可能エネルギー・代替エネ

ルギー活用の推進 
 
３．環境に配慮したワーク・ライフ

スタイルの提案 
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施策の内容  
   

１ 低炭素社会に向けた先駆的取組の推進 

・国の温室効果ガスの中期目標達成に向けた道筋などを踏まえ、行政

自ら環境に配慮した率先的な取組に努めます。また、日常生活や事

業活動における、省資源・省エネルギー化を啓蒙するとともに、低

炭素型まちづくりなどに取り組み、温室効果ガスの削減を進めてい

きます。 
 

【主な取組】 
・地球温暖化対策地域計画策定の 

検討 
・地球温暖化対策実行計画 
本市の行政事務に伴う温室効果ガ

スの排出抑制のための措置を定め

ることにより地球温暖化対策の推
進を図る。 

・環境にやさしい自動車利用の推進 
エコドライブ、アイドリングストッ
プなど環境に優しい自動車利用の

推進。 
  

２ 再生可能エネルギー・代替エネルギー活用の推進 

・石油代替エネルギー、自然エネルギー、バイオマスエネルギー、リ

サイクルエネルギーなど、地域の再生可能エネルギーを最大限活用

していくため、その安定的な確保と、それらを供給する体制を構築

していきます。 
・再生可能エネルギーシステムの公共施設への導入や、二酸化炭素の

排出量が少ない電気自動車やハイブリット自動車等の公用車への

導入を積極的に推進します。また、市民・事業者における再生可能

エネルギー利用の普及促進に努めます。 

【主な取組】 
・蒲郡市地域新エネルギービジョ 

ンの改訂版の策定 
 
・公共施設や公用車への新エネル 

ギーシステム導入の推進 
 
・住宅用新エネルギーシステム導 

入促進費補助事業 
住宅用太陽光発電システム及び住

宅用太陽熱利用システムへの補助
により、市民の新エネルギー導入の

促進を図る。 
  

３ 環境に配慮したワーク・ライフスタイルの提案 

・環境への負荷を可能な限り減らし、未来に向けて快適な環境の保全

を可能とする社会作りを進めるため、環境に配慮したワーク・ライ

フスタイルを提案していきます。 
・すべての人が自然生態系や地球環境との関わりに理解を深め、それ

ぞれの立場に応じた役割分担のもとに、環境配慮の視点から主体的

に行動できる社会の実現を目指します。 

【主な取組】 
・ヒートアイランド対策 
屋上緑化や壁面緑化、住宅周辺の緑

化、打ち水、グラウンドの芝生化、

公共施設の敷地内緑化など。 
・エコモビリティライフの推進 
自動車と公共交通、自転車、徒歩等

をかしこく使い分けるライフスタ
イルの推進 

・チャレンジ 25 ｷｬﾝﾍﾟｰﾝの推進 
クールビズ、ウォームビズ、省エネ
商品の選択等、ＣＯ２削減に向けた

具体的な行動を提案する。 

  
【関連する計画等】 
・第３次地球温暖化対策実行計画（平成21年度～平成25年度） 
・蒲郡市地域新エネルギービジョン（平成13年度）  
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【基本計画】基本方針４．美しい自然を未来につなぐまちづくり 

 

７．水資源 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●安定した水源の確保に努めています。 

●「安心」「安定」「持続」「環境」に取り組

んだ水の供給をしています。 

●節水意識の向上により、渇水に強いまちにな

っています。 
 

現状と課題  

・蒲郡市水道事業は、水源の全てを愛知県営水道

用水供給事業の豊川浄水場からの浄水に依存し

ています。このため、本市では県水受水池から浄

水を受水した後、配水池を経由し各家庭へと水を

供給しています。 
・工業用水道は豊川用水の水を清田町にある蒲郡

浄水場より市内の各事業所に供給しています。 
・農業用水については、主に豊川用水を使用し、

みかんをはじめ施設園芸を主体とした農業に利

用しています。 
・高度成長期に大量に整備した施設の更新時期が

到来する中で、水資源へのニーズは、量の充足か

ら、より「安全」でより「良質」の水の供給へ変

わりつつあります。 

・平成６年の大渇水や兵庫県南部地震（平成７年）

の発生を契機とした危機管理体制の充実など、水

資源に対するニーズは多様化かつ高度化してい

ます。 
・自己水源を持たない本市では、日頃から節水意

識の高揚を始めとし、様々な開発計画の推進に併

せた水道施設計画を立案し、ライフラインとして

の使命を果たし、水の安定供給を図る必要があり

ます。 
・蒲郡市水道水源基金を水源林保全、水源地交流

事業等に充て、引き続き自然環境の保護に努め、

水に対する相互理解を深めていきます。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

※大島ダム等の写真 

 
 
 

※蒲郡市 配水池の写真 

写真 大島ダム等 写真 蒲郡市配水池 

【施策の体系】 
１．水源の確保・安定給水 
 

２．節水型まちづくり対策 
 
３．健全で開かれた経営 
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施策の内容  
   

１ 水源の確保・安定給水 

・水源の確保については、平成11年12月より着工した｢豊川用

水二期事業｣の早期完成並びに「設楽ダム建設事業」の推進に

向けての支援体制を整えるほか、更新時期となった施設等を

再度検討し、必要最小限かつ、地震等にも対応した施設に更

新し「安心」、「安定」、「持続」、「環境」を考慮した取組を進

めていく必要があります。 
・水道水源基金を効果的に運用し、水源の森づくりや住民との

交流を推進し、水に対する相互理解を深めます。 

【主な取組】 
・上流水資源の整備促進 
豊川用水二期事業、設楽ダム建設事業の推

進を国等の関係機関に働きかけます。 
・送・配水管の整備促進 
安定給水のため、送・配水管の計画的な布

設替えや大地震に対応した耐震化を推進し
ます。 

・配水池の維持管理 
渇水時や災害などの緊急時に対処できるよ
うに維持管理します。 

・震災時の緊急用水の確保 
配水池の緊急遮断弁の維持管理により、震
災時の飲料水を確保します。 

・県営水道からの計画的・効率的な受水 
水需要を的確に把握し、県営水道事業から
計画的・効率的に受水します。 

・安心しておいしく飲める水の供給 
水質監視体制の充実及び各施設の警備を行
い安心して飲める安全な水を供給します。 

・水源保全及び水源地域との友好交流事 
業の促進 

・山村都市交流施設建設事業 
  

２ 節水型まちづくり対策 

・節水型まちづくりの確立については、「水道週間」・「水の日」

等の機会をとらえ、水の大切さや有効性の啓発、水の有効利

用の周知に努め、重要な資源としての意識の向上を図ります。 

【主な取組】 
・井戸水の利用促進 

節水時における井戸水の利用促進を図るた
め、個人井戸の共同利用を促進します。 

・漏水防止対策の強化 
給・配水管の漏水防止を図るため、積極的
に漏水調査、修繕を実施します。 

・配水管網の管理体制の充実 
配水管網の効率的な維持、管理を行うため、
マッピングシステムを充実します。 

・配水区域のブロック化 
水道施設の効率的な運用を図るため、配水
区域のブロック化を推進します。 

・雨水利用簡易貯留槽の促進 
雨水の有効利用を推進し、渇水に強いまち
づくり対策を行ないます。 

 

  
３ 健全で開かれた経営 

・拡張時代から維持管理の時代へと変遷する中で、多様化する

ニーズにこたえるとともに、水道の重要性を再認識し、後世

に負担のかからない経営システムを目指します。 
・今後予想される更新財源及び耐震対策に対する財源確保のた

めに、業務の効率化を一層進めていきます。 
・水道利用者の意見を十分反映できるよう、情報公開を積極的

に進め、開かれた水道事業を推進していきます。 

【主な取組】 
・財源の効率化の推進 

民間の技術を活用した官民一体の連携やＧ
ＩＳシステムの有効活用 

・情報公開の充実 
広報誌、ホームページの活用 

・民間活力の導入 
   包括管理委託など 

 

【関連する計画等】 
・蒲郡市水道ビジョン（平成21年度～平成30年度）  
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【基本計画】基本方針４．美しい自然を未来につなぐまちづくり 

 

８．下水道 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●計画的な下水道事業の整備が進み、良好な住

環境が確保されています。 

●水洗化率及び普及率が向上することで、河川

や海域の水質保全が改善されています。 
 

現状と課題  

・本市の下水道事業は、昭和36年に都市計画決定

して以来、主に浸水防除対策として進めてきまし

た。昭和45年度からは排除方式を汚水と雨水の

分流式とした公共下水道事業として本格的に着

手し、昭和52年に供用開始されました。なお、

蒲郡処理区の汚水については、蒲郡市下水道浄化

センターで処理し三河湾に放流し、雨水について

は河川や海域へ放流しています。 

・豊川流域下水道に接続する大塚処理分区は、平

成２年に事業認可を取得し、さらに、平成12年

度からはラグーナ蒲郡等を編入した、渥美湾等流

域別下水道整備総合計画や豊川流域下水道基本

計画に沿って、事業の推進を図ってきました。な

お、認可区域内の管路整備については、平成 20

年度末に概ね完了となりました。 

・下水道は、快適な都市生活を営むために必要不

可欠なものであります。また、河川や海域等の公

共用水域の汚濁防止、水質の保全を図る施設とし

て重要であるため、計画的に整備を進めるととも

に、既設下水道施設についても、耐震化、長寿命

化を含めた計画的な維持管理を進める必要があ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・現在、生活環境を改善し河川や海域の水質汚濁

に対処するため、早急な整備が必要であります。

また、繊維染色整理業等からの工業排水の受入れ

について、排水の処理方法を研究することが課題

となっています。 

・市街化調整区域にある三谷温泉地区は、平成３

年に自然保護を目的とする特定環境保全公共下

水道の事業認可を取得後、事業を促進し、平成８

年度末には、認可区域内は概ね管路整備が完了し

ました。 

・終末処理場から発生する処理水、脱水した汚泥

等については、資源の有効利用の観点から再利用

を積極的に研究する必要があります。 

・今後は諸施設の有効利用を図るため、公共下水

道への接続を積極的に推進しなければなりませ

ん。 

 

【施策の体系】 
１．事業認可区域の整備と事業促進 
 

２．水洗化率・普及率の向上 
 
３．下水道施設の維持管理 
 
４．高度処理方法の推進 
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施策の内容  
   

１ 事業認可区域の整備と事業促進 

・下水道法、都市計画法による事業認可を計画的に取得し、整備を促

進します。 
・繊維染色整理業等の工場排水処理問題の解決、管路網の整備拡大等

により、下水道浄化センターへの汚水流入量を増加させ、生活環境

の改善と公共用水域の水質汚濁防止を図ります。 
・市街化調整区域にある三谷温泉地区は、接続率の向上を図ります。

また、西浦温泉地区についても下水道整備の進捗状況を踏まえなが

ら計画的な整備を推進します。 

【主な取組】 

・事業認可区域の計画的な整備 

・特定環境保全区域の整備促進 

・建設コストの縮減 

・地元説明会の開催 

  
２ 水洗化率・普及率の向上 

・下水道事業の効果を高めるため市民の理解を求め、水洗化率及び普

及率の向上に取り組みます。 
【主な取組】 

・下水道接続の普及促進 

・下水道ポスター展 
  

３ 下水道施設の維持管理 

・下水道浄化センター、ポンプ場の諸施設や、汚水及び雨水管渠の老

朽により、機能低下が憂慮されるため、施設の維持管理を計画的に

進めます。 
・既設下水道施設の耐震化及び長寿命化を図ります。 
・維持管理の民間委託を活用について推進します。 
・水質、電気、機械等の専門的な技術者を育成し、適正な維持管理を

行うことができるよう努めます。 

【主な取組】 

・計画的な維持管理の推進 

・民間委託の活用の推進 

・下水道施設長寿命化計画の策定 

  
４ 高度処理方法の推進 

・公共用水域の水質汚濁防止のため、今後は更に水質規制が厳しくな

ることが予想されるので、適切な水質基準を守ることができるよう

に高度処理を進めます。 

【主な取組】 

・高度処理施設の建設 

 

【関連する計画等】 
・全県域汚水適正処理構想 
・蒲郡市公共下水道事業計画（昭和45年度～平成27年度） 
・豊川流域関連蒲郡市公共下水道事業計画（平成２年度～平成25年度） 
・渥美湾等流域別下水道整備総合計画（平成16年度～平成37年度）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

図面の添付 

 
 
 

統計データの添付 

図 下水道計画図（汚水） 図 下水道供用開始状況 
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基本目標５ 
こころ豊かに夢をはぐくむまちづくり 

 
 

学校教育 �����������������������������������������������90 

生涯学習 �����������������������������������������������94 

文化・芸術 ���������������������������������������������96 

スポーツ �����������������������������������������������98 
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【基本計画】基本方針５．こころ豊かに夢をはぐくむまちづくり 

 

１．学校教育 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●子ども達が夢や希望をしっかりと持ち、目標

に向かって取り組んでいます。 

●蒲郡で学び、育ったことを誇りに思い、蒲郡

に愛着を持っています。 
 

現状と課題  

・急激な社会情勢の変化に伴い、子どもたちの生

活環境も大きく変わり、「命を大切する心」や「善

悪の判断ができる規範意識」などが失われつつあ

ります。 
・「 社会で生きるために必要なマナー」 や「他
人の痛みがわかる心」 など家庭環境の中で学習
する部分が減少してきています。 
・いじめや不登校などの問題については、スクー

ルカウンセラーや臨床心理士などの専門的な立

場からのカウンセリングなどを実施してきまし

た。しかし生活環境の多様化による問題の複雑化

が一層進み、解決への困難さが増しています。 
・子ども一人ひとりを大切にしたきめ細かな指導

が出来るよう、少人数学級の導入、２学期制の導

入などを行ってきました。今後も更にこの方針を

推し進め、確かな学力の定着を目指します。 

・家庭環境の複雑化により、家庭と学校のつなが

りがうまくいかないケースが増えています。家庭

と学校だけでなく、地域の人々に支えられた子ど

も育成が必要です。 
・国際化が進み、学校での国際理解教育が重要視

されています。日本と外国との関わりや、文化・

習慣の違いなどの学習が必要となってきました。 
・本市の学校校舎は昭和40年代に多くが鉄筋コン

クリート化されています。建築後40年以上経過

し施設の老朽化が進んでいます。建物内の衛生設

備の老朽化や学校敷地内のバリアフリー対応な

ど、現在の社会情勢にあった施設づくりが求めら

れています。 
・児童生徒数の減少などを鑑み、子どもたちがよ

りよい共同生活を送ることができる、様々な学校

環境を整える必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
※帯グラフ 
（縦軸に年度、横軸に児童・生徒数） 

 
 
 

 

図 児童・生徒数の推移 学校生活の写真 

【施策の体系】 
１．子どもの夢をはぐくむ教育の推

進 
 

２．特色ある学校づくりの推進 

― ①学校独自の教育活動 

― ②地元の特色を生かした活動 

― ③地元とのつながりを持つ活

動 

３．国際理解教育の推進 

― ①国際理解学習 

― ②交流機会の提供 

４．学校教育施設の整備  

― ①安全・安心な学校施設整備 
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施策の内容  
   

１ 子どもの夢をはぐくむ教育の推進 

・たくましく生きるための健康と体力づくりに努めます。 
・自ら学び、考える力を育成し、基礎・基本学力の定着に努めます。 
・「蒲郡」を生かした学習機会を構築し、蒲郡を大切にする子どもを育

成します。 
・子どもが、生きる夢や目標をもてる教育をします。 
・誰とでも分け隔てなく仲よくできる子どもを育てます。 
・学校給食を通じて、食べる楽しさや食事のマナーなどを学ぶ食育を

推進します。 
・率先して子どもに範を示し、教師としての自覚と使命感を持ち続け

る、魅力ある教師を育成します。 
・特別支援が必要な子どもに補助員を適切配置します。 
・保護者や地域の人々の学校行事などへの参画を通して地域との連携

体制を構築します。 

【主な取組】 
・学校や学年の異なる仲間と共に 

行う活動の展開。 
・「いじめ・不登校対策委員会」 

を充実させ、定期的な調査、相 
談活動の展開 

・少人数指導、個別指導の拡充 
・長期休暇の学習支援の強化 
・職場体験学習の充実 
・食育授業の実施 
・地域食材を取り込んだ学校給食 

の実施 
・学習指導研究会、授業研究会を 

開催しよりよい授業のあり方 
の研究 

・スクールカウンセラーの全校配置 
・地域団体や外部指導者と協力し 

てスポーツ体験のできる環境 
の整備 

・地域ふれあい活動などの推進 
・学校公開日などの開かれた学校 

づくりの推進 
・生命の海科学館 

  
２ 特色ある学校づくりの推進 

①学校独自の教育活動 

・各学校が、児童・生徒の個性を生かした創造的で柔軟な教育活動を

展開していきます。 
②地元の特色を生かした活動 

・地域の特色や伝統文化を積極的に取り入れ、地元とのつながりを意

識した校内活動を展開します。 
③地元とのつながりを持つ活動 

・地元に還元するボランティア活動の推進、社会活動への参加。 

【主な取組】 
・その道の達人による授業の実施 
・地元の理解を深めるための、外 

部講師授業の実施 
・ＩＣＴ環境を活用した学校独自 

の授業展開 
・ＯＢを取り込んだ部活動の推進 
・学生ボランティアと連携した校 

外活動、授業の実施 
・地元に還元する福祉活動の実施 
・三河湾環境チャレンジ活動 

  
３ 国際理解教育の推進 

①国際理解学習 

・国際化に対応するため、世界の現状を知り、課題に気づき考える力

を身につけるための活動を展開します。活動を通して外国の文化や

日本と外国の関わりを学習します。 
・国際理解教育の基礎として、外国人による授業を実施します。 

②交流機会の提供 

・外国人児童・生徒との交流機会を増やし、外国を身近な存在として

認識できるような環境を提供します。 

【主な取組】 
・小学校からの外国語活動の実施 
・中学校英語の英語指導助手を活 

用した授業の実施 
・外国人講師の全校配置 
・小学生、中学生の海外派遣 
・外国からの訪日団受入、交流の 

実施 
・ＩＣＴ通信環境を活用した、外 

国の学校との交流活動 
・本市在住外国人を招いた校内活動 

  

４ 学校教育施設の整備 

①安全・安心な学校施設整備 

・耐震性能のない学校施設の耐震化を推進します。 
・老朽化した学校施設の改修を進めます。 
・全ての人がバリアなく使用できる施設への改修を実施します。 
②将来を見据えた環境整備 

・より質の高い教育環境を提供できるよう、学校再編計画を策定しま

す。 

【主な取組】 
・校舎耐震補強事業。 
・プール改修事業 
老朽化した学校プールの改修を実
施します。 

・校舎・体育館大規模改修事業 
老朽化した校舎の改修、バリアフリ
ー化、良好な衛生環境確保のための

改修を行います。 
・学校再編計画策定事業 
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【関連する計画等】  
・蒲郡市学校教育ビジョン（平成20年３月）  
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【基本計画】基本方針５．こころ豊かに夢をはぐくむまちづくり 

 

２．生涯学習 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●地域に根ざした生涯学習活動がまちづくり

へと広がっています。 

●生涯学習ニーズの把握と活動の応援体制に

より、だれもが生涯学習活動の第一歩を踏み

出しています。 

 

現状と課題  

・心豊かな生活を送るために、余暇の有効活用と

して生涯学習活動をする人が増えています。本市

が主催する生涯学習講座をはじめ、出前講座、公

民館や勤労青少年ホームで開催される講座にも、

多くの市民が参加しています。 
・蒲郡市文化スポーツリーダー登録制度（ＧＣＳ

Ｌ）にも多くの方の登録があります。新規の学習

内容の登録もあり、市民の自主的な生涯学習活動

を推進するためのツールとして活用されていま

す。 
・学習ニーズは個人の趣味性が高いものに偏って

おり、家庭や地域、異世代との結びつきが乏しく

なっています。この要因のひとつとして、学習活

動の成果を発表する機会が少ないこともあげら

れます。 
 

・学習の場を提供する公民館や勤労青少年ホーム

での新規の講座の開設が少ないなどの問題も挙

げられます。市民の生涯学習活動のニーズに柔軟

に対応することが求められています。 
・講座の参加者、指導者の高齢化も進んでおり、

参加年齢の偏りと指導者の後継確保が課題とな

っています。 
・学習の場として開放される施設（公民館や市民

会館、学校施設等）の老朽化も進んでいます。参

加者の利便性、安全性を考慮し、耐震化やバリア

フリー化を実施し、安心して学習できる場所の確

保も大きな課題として挙げられます。 
・市民の自発的な学習活動の推進と、発表機会な

どを利用した地域との交流をきっかけとし、地域

との結びつきを強め、年齢や職種を問わず、互い

に教えあう関係を作っていくことが重要です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※写真候補 

 大塚橘丘里山推進 
さがらの森もりクラブ 
子ども交流体験 

三河湾環境チャレンジ 
 などから 1枚 

 
 
 
または 生涯学習講座の開催数／参加人数 
    （生涯学習課／公民館主催 両ﾃﾞｰﾀ） 

 

写真 生涯学習活動を活かしたまちづくりの例 図 ＧＣＳＬ登録・派遣件数 

【施策の体系】 
１．自発的な生涯学習活動の推進 
 

２．学校・地域・団体との連携によ

る生涯学習活動の推進 
 
３．公民館を拠点とした学習機会の

充実と地域交流 
 
４．学習活動からまちづくりへの展

開 
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施策の内容  
   

１ 自発的な生涯学習活動の推進 

・市民が生涯学習活動の第一歩を踏み出せるよう、学習ニーズの把握

に努めます。学習活動が継続できるよう、①適切な時間、②学習仲

間、③活動場所の３要素を提供します。 
・市民に身近な公民館などを活動の拠点として、市民が先生となり互

いに学びあえる関係を築き、継続的な学習活動が展開できるよう運

営をめざします。 
・公民館など生涯学習センターとしての機能することができるよう各

施設と協力し、企画・相談・支援・ネットワーク化など求められる

機能が、市民に一番近い場所で提供できる体制づくりをめざします。 

【主な取組】 

・生涯学習講座 

・出前講座、ＧＣＳＬ登録・派遣 

事業 

・文化振興事業 

・生涯スポーツの育成・普及事業 

・公民館事業 
生涯学習講座 
成人学級（家庭教育学級 
        ／高齢者教室） 

・生涯学習情報提供・相談システム 

・市民大学構想 

  
２ 学校・地域・団体との連携による生涯学習活動の推進 

・学校施設や公民館はもちろんのこと、生命の海科学館や愛知工科大

学など地域の持つ資産を活用した生涯学習活動を進めることで、地

元に根ざした学習活動の展開を図ります。 
・生涯学習活動を通じて、世代や年齢、地域を問わず交流が深まるこ

とで、市民が豊かなこころを育み、生きがいをもって生活ができる

だけでなく、地域や家庭での教育力の向上を図ります。 

【主な取組】 

・学校開放講座 

・ミニ博物館構想 

・東三河連携講座 

・子ども交流体験活動事業 

・公民館・地域との連携事業 
大塚橘丘里山推進事業 

・各種団体との連携 
蒲郡市子ども会連絡協議会 
蒲郡市ＰＴＡ連絡協議会 
社会教育審議会 
少年少女発明クラブ 

  
３ 公民館を拠点とした学習機会の充実と地域交流 

・子どもと大人が地域で一緒に学べる体系づくりとして、公民館を拠

点とした学習活動の充実を図ります。 
・地域の行事や祭りに協力することで、伝統文化を学び、伝える大切

さを学ぶだけでなく、若手指導者の育成による学習の質の向上を図

ります。 
・地域内の結びつきが深まることで、新たな学習ニーズの把握や、連

携の強化など学習環境の向上に努めます。 
・地域の学習拠点となる公民館を舞台に、年齢を問わず学習活動の輪

が広がることで、地域が人を育てる環境となるよう努めます。 

【主な取組】 

・公民館・地域との連携事業 
公民館まつり 
地域ふれあい活動 
地域体育祭、スポーツ大会 
子ども向け教室・講座 
地域における祭典への協力・参加 
大塚橘丘里山推進事業 

・伝統文化子ども教室事業 

・家庭教育推進事業 

・幼児教室 

  

４ 学習活動からまちづくりへの展開 

・学ぶ楽しさから、学習で得た知識を活かす楽しさに繋げていけるよ

うに、様々な世代や、他地域による人材と連携を行うことで、学習

活動を活かしたまちづくり体制の確立をめざします。 
・各種団体や指導者と協力し、市民が交流できる場を提供することで、

生涯学習活動を通じて地域が一体となり、市民が情報発信や活動の

中心となって動き、まちづくり活動に発展できるように努めます。 

【主な取組】 

・生涯学習講座 

・生涯スポーツの育成・普及事業 

・公民館事業全般 

・蒲郡俊成短歌大会 

・蒲郡子ども交流体験活動 

・成人式実行委員会 

 

【関連する計画等】 
蒲郡市生涯学習活動推進計画2005（平成17年度～平成26年度） 

【基本計画】基本方針５．こころ豊かに夢をはぐくむまちづくり 
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３．文化・芸術 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●文化・芸術活動が日常に溶け込んでいます。 

●郷土の歴史や文化、産業を学び、蒲郡に誇り

をもつ市民が増えています。 
 

現状と課題  

・現在、市内には20部門、会員数約3,000名から

なる文化協会があり、様々な分野で自主的な活動

が展開されています。 
・文化協会会員の高齢化などの課題もあり、将来

を見据えた指導者育成や若年層への働きかけが

必要になっています。 
・市民に優れた芸術文化に接する機会を提供する

ために始まった文化公演事業は、ニーズの多様化

に対応できるよう、質の高い公演を数多く実施で

きる方法を検討する必要があります。 
・本市には、有形無形の文化財や歴史、民俗学的

資料、天然記念物などが数多くあります。しかし、

これらを資産として十分に活用する状態に至っ

ていません。 
・市民団体による顕彰会・愛好会の活動が始まり、

学校や観光協会・観光施設と連携をとり、地域と

ともに調査研究を進めていく必要があります。 
・図書館、市民会館等に指定管理者制度が導入さ

れました。指定管理者の自主事業による市民サー

ビスの向上が期待されています。 
・施設の老朽化は最大の課題です。展示スペース

や書庫の拡充、施設のバリアフリー化、耐震化な

ど、計画的な改修の検討が必要です。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

※統計データの図版 

 
 
 

※統計データの図版 

図 市民会館の利用状況 図 博物館の利用状況 

【施策の体系】 
１．市民参加型・共催型の文化公演

の実施 
 

２．郷土の伝統文化の保存と活用 
 
３．文化財の活用と市民団体との連

携 
 
４．文化施設の充実と改修計画の策

定 
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施策の内容  
   

１ 市民参加型・共催型の文化公演の実施 

・日ごろの文化活動を発表し、互いに理解しあう環境づくりを目標と

し、市民参加型の文化公演事業の実施を検討します。市民文化祭な

ど発表の場を生かした公開オーディションの実施や、市民による推

薦などにより、選び抜かれた市民・団体による文化公演事業を実施

し、市民の文化芸術に対する意識の向上に努めます。 
・一流の文化芸術に触れる機会の増加策として、民間企業との共催型

式での文化公演事業の実施を推進します。民間企画の興行を誘致し、

質の高い公演を数多く提供できる体制づくりを目指します。 

【主な取組】 
・蒲郡市文化協会補助事業 
・文化団体育成事業 
・レクリエーション協会事業 
・文化公演事業 
・音楽のまちづくり事業 
・博物館ギャラリーの多目的利用 
・指定管理者による自主事業 
図書館講座、企画展事業 

  
２ 郷土の伝統文化の保存と活用 

・三谷祭、ちゃらぼこ、舞踊など長年、地域で愛され親しまれている

伝統文化を大切に保存するとともに、保存会と協力して伝承に努め

ます。 
・手織場や製塩、ロープなど、郷土産業の体験コンテンツの導入を目

指します。特色ある学校づくりにより整備された「塩田」や繊維・

ロープなどの地元企業と連携した、産業体験型の「ミニ博物館構想」

を実施して、蒲郡の伝統産業や工芸品を市民が体験を通じて学ぶ機

会として提供できるよう努めます。 
 

【主な取組】 
・文化財保護事業 
・ミニ博物館構想 
・学校開放講座 
・特色ある学校づくり事業 
・GＣＳＬ制度 
・市史編纂事業 
・海山体験活動プログラム 

  
３ 文化財の活用と市民団体との連携 

・本市の誇る歴史的・文化的遺産である、清田の大クス、上ノ郷城跡

について、市民の文化の向上へ活用するための保存整備を進めてい

きます。整備にあたり、それぞれの愛好会や保存研究会などとも協

働して取り組んでいきます。 
・文化協会をはじめ、各種団体の自主的な活動を支援するとともに、

幅広い層の文化活動の参加、研究や文化財保護を促進します。特に

小中学校での授業も視野に入れ、児童向けの情報発信を行い、市民

団体・顕彰会活動の周知を図ります。 
・本市の観光シンボルである竹島において、文学作品朗読や短歌吟行

会、薪能など、歴史や文化を取り入れた学習会を実施することによ

り、市民が豊かな教養と「文学のまち」としての誇りをもてるよう

に努めます。 

【主な取組】 
・史跡、天然記念物整備事業 
・藤原俊成顕彰会事業 
・清田の大クス愛好会 
・上ノ郷城跡を愛する会 
・文化団体育成事業 
・図書ボランティア 
図書館講座・展示会事業 
ブックスタート 

・観光ボランティア事業 
・東三河連携講座 

  

４ 文化施設の充実と改修計画の策定 
 

【関連する計画等】 
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【基本計画】基本方針５．こころ豊かに夢をはぐくむまちづくり 

 

４．スポーツ 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●年齢・体力に合わせて、各世代がスポーツを

楽しんでいます。 

●スポーツを通じて交流が深まり、元気な声援

が響きあっています。 

 

現状と課題  

・子ども達は、テレビゲームを含む情報機器の普

及や学校外の学習時間の増加等により、運動やス

ポーツ、外遊びをする時間、仲間が減少していま

す。 
・大人は余暇時間の増大、高齢社会の進展、健康

への関心の高まりなどに伴い、スポーツへの関心

が増しています。 
・健康づくりや体力の維持向上を図るため、生涯

にわたって継続することができるスポーツ活動

の推進に取り組むことが必要です。 
・スポーツは、単に健康や体力の維持・増進の手

段だけでなく、生きがいづくり、仲間づくり、地

域コミュニティづくりなど様々な効果が期待で

きます。 
・現在、体育協会、スポーツ少年団活動が幅広い

分野で展開されていますが、生涯スポーツとして、

だれでも、いつでも取り組むことのできる新しい

分野のスポーツ（ニュースポーツ）の普及・啓発

が課題となっています。 
施設によっては老朽化した施設もあり、適正な日

常管理と計画的な改修が求められています。 
・利用者ニーズに応えるために施設の情報提供が

求められています。 
 

 
 
 
 

 18年度 19年度 20年度 

体育センター 146,112 126,623 139,375 

テニス 37,844 34,998 35,568 

野球場 37,697 44,954 42,452 

ソフトボール場 40,568 38,948 40,300 

その他 65,965 67,193 69,336 

合計 328,186 312,716 327,031 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 主要体育施設の利用状況 ノルディックウォーキング 

【施策の体系】 
１．生涯スポーツの推進 
 

２．競技スポーツの推進 
 
３．指導者の育成 
 
４．スポーツ・レクリエーション施

設の充実 

 

 

単位：人 
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施策の内容  
   

１ 生涯スポーツの推進 

・子どもから高齢者まで誰でも楽しめるニュースポーツの普及に努め

ます。 
・市内各地に設けられたウォーキングコースを活用し、体力増進にも

つながるノルディックウォーキングの普及に努めます。 
・体育協会主催のスポーツ教室について、積極的に情報を提供し、だ

れでも、いつでも気軽にスポーツに取り組めるよう努めます。 
・海もあり山もある地形を生かして、トライアスロン、スカイスポー

ツ・マリンスポーツの普及に努めます。 
・傷害事故に備えて、傷害見舞金等を給付する青少年団体等互助会へ

の加入促進を図ります。 

【主な取組】 
・ニュースポーツ普及事業 
・三河湾健康マラソン大会開催事業 
・ノルディックウォーキング大会 

開催事業 
・トライアスロン大会開催事業 
・青少年団体等互助会制度 

  
２ 競技スポーツの推進 

・各年齢層の指導者が連携を図りながら、発育段階に応じた適切な指

導を行うことができるプログラムの作成を推進します。 
・競技者の育成を図るため、体育協会、競技団体、学校運動部、地域

スポーツクラブ相互の連携を図り、かつ、他地域との交流試合やプ

ロ選手の指導機会を設けるなど、より高いレベルを目指した活動の

展開に努めます。 
・運動をする機会が減少している子ども達に対し、運動効果や仲間づ

くりに効果の高い競技スポーツへの取り組みを推進するため、スポ

ーツ少年団活動の普及・啓発・加入促進に努めます。 

【主な取組】 
・スポーツ教室開設事業 
・スポーツ少年団活動 
・スポーツ大会等開催事業 
・ウエスタンリーグ公式戦開催事業 
・県市町村対抗駅伝競走大会参加 

事業 

  
３ 指導者の育成 

・生涯スポーツ及び競技スポーツの推進に欠かせない指導者について、

体育指導員の中から育成担当者を定め、指導者の育成と資質向上に

努めます。 
・スポーツ少年団の指導者や種目別指導者の養成を図り、地域スポー

ツクラブ等での指導機会の拡充に努めます。 

【主な取組】 
・体育スポーツ活動事業補助 

４ スポーツ・レクリエーション施設の充実 

・大学・高校も含めた学校施設利用の簡素化を図り、気軽に利用でき

る仕組みを整えます。 
・施設予約を簡易に行うことのできるインターネット施設予約システ

ムの普及・啓発に努めます。 
・近隣市町との相互施設利用について検討します。 
・障がい者と一緒にマリンスポーツを楽しめるバリアフリーポンツー

ンについて、既存施設の周知を図り、増設について検討していきま

す。 
・地域の健康づくりやスポーツ活動を行うための拠点づくりとして、

公民館等において、ニュースポーツなどに取り組むことができるよ

う、備品・用具の充実を図ります。 
・いつでも、安全にスポーツを楽しめるよう、計画的な施設の改修に

努めます。 

【主な取組】 
・学校体育施設開放事業 
・施設整備事業 
・さがらの森維持管理事業 
・施設予約システム管理事業 

 

 

【関連する計画等】 
・蒲郡市生涯スポーツ推進計画（平成13年度～）  
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【基本計画】基本方針６．市民とともに歩むまちづくり 

 

１．市民協働 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●市民、事業者、行政が互いに連携し、協力し

てまちづくりに取り組んでいます。 

●市民が主体性を発揮してまちづくりに参加

できる環境が整っています。 
 

現状と課題  

・地方分権が進展する中、地域の特性を生かした

まちづくりが求められています。私たちの住むま

ちをよりよくしていくためにも、市民、市民活動

団体、事業者、行政が互いに連携し、協力してま

ちづくりを進める必要があります。そこで、それ

ぞれがまちづくりへの共通の目標を持ち、役割分

担を自覚して活動していくことが求められてい

ます。 

・本市においては、平成17年に指針「がまごおり

協働のまちづくりに向けて」を策定しました。ま

た、平成21年には、市民と、事業者、行政の役

割分担やまちづくり基金の創設、協働のまちづく

りを推進するためのがまごおり協働まちづくり

会議の設置を明文化した「蒲郡市協働のまちづく

り条例」を制定しました。 

・平成19年に開設された「がまごおり市民まちづ

くりセンター」では、市民、企業、行政をつなぐ

ための中間支援やまちづくりの担い手となる市

民コーディネイターの育成、まちづくりのための

情報発信、市民活動団体の支援・育成など、協働

のまちづくりの基礎となる各種活動が行われて

います。 

・行政に対する市民のニーズが多様化、複雑化す

るなか、市民の行政に依存する傾向や行政の型に

はまった手法を見直すことが求められています。 

・平成21年に実施した市民意識調査では、約半数

が「協働」という言葉は知らない、という結果で

した。市民と行政がお互いに信頼し、理解し、協

力し合い、それぞれが意識を変え、協働によるま

ちづくりを進める必要があります。 

・市民がまちづくりに参加するきっかけを提供す

るなど、まちづくりへ参画しやすい環境づくりが

求められています。 

・企業においては、地域社会への貢献に取り組む

活動が広がりを見せています。このような企業の

活動と連携したまちづくりを進めることが求め

られています。 

・市民活動を支えていくためには、まちづくりに

必要な情報を集積し、発信していくことが必要で

す。また、市民活動を運営する人材の育成や、活

動場所の確保、資金援助を行い、事業の推進を図

ることが重要です。 

【施策の体系】 
１．市民協働の担い手づくり 
 

２．市民、市民活動団体、事業者と

行政の連携強化 
 
３．市民参画の推進  
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施策の内容  
   

１ 市民協働の担い手づくり 

・市民活動を担っていく人材の育成に努め、継続的かつ活発な市民活

動団体の支援を図ります。 
・市民がまちづくりに対する自覚を持ち、主体的に実践していく意識

の啓発を促進します。 
・行政職員が協働の実践例を学び、様々な事業において、市民活動団

体と一緒に取り組むことで相乗効果を期待できる協働による事業の

実施の検討を行うよう意識の啓発を図ります。 

【主な取組】 
・市民企画公募まちづくり事業 
 助成金 
自治会・市民活動団体が自主・自発
的に行う「蒲郡市のまちづくりに役

立つ公益的事業」に対し助成する。 
・がまごおり市民まちづくりセン 

ター 
協働のまちづくりの核として、市

民、企業、行政を結ぶための中間支
援を行う。また、市民活動の中心と

なる市民コーディネイターの育成、

まちづくりに関する情報発信、市民
活動団体の育成、支援などを行う。 

・協働のまちづくり講演会の開催 
さきがけとなった方の講演会を開
催し、協働のまちづくりの担い手と

なる人材を掘り起こす。 
  

２ 市民、事業者と行政の連携強化 

・市民、市民活動団体、事業者、行政が協力してまちづくりに取り組

むため、それぞれの役割分担を明確にし、相互の連携を強化して、

協働のまちづくりを促進します。 
・企業の社会貢献活動への高まりを受け、企業と連携したまちづくり

を目指します。 
・協働のまちづくりの拠点として、がまごおり市民まちづくりセンタ

ーを活用して、市民活動に必要な場所と情報の提供、市民活動団体

の運営支援を図ります。 

【主な取組】 
・がまごおり協働まちづくり会議 
市民、事業者、学識経験者、行政か

らなる委員により、協働のまちづく

りに関する事業を検討し、調整を図
る。 

・がまごおり市民まちづくりセン 
ター 

  
３ 市民参画の推進 

・市民の自発的な活動を促すため、市民がまちづくりに関わる機会の

提供を図ります。 
・市民が企画、提案するまちづくり事業と連携して、市民参画を促進

します。 
・行政が実施する施策や計画策定において、市民からの意見を募り、

市民主体の事業実施に努めます。 

【主な取組】 
・市民提案制度 
市民活動団体等から企画提案を募

り、行政と連携して事業を実施す

る。 
・パブリックコメント 
行政が施策を実施するにあたり、市

民から広く意見を求め、政策合意形
成する。 

 

【関連する計画等】 
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【基本計画】基本方針６．市民とともに歩むまちづくり 

 

２．地域コミュニティ 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●地域内の世代間交流を深め、活発な地域コミ

ュニティ活動が図られています。 
 

現状と課題  

・社会環境が大きく変化し、個人の価値観の多様

化などから、住民相互のつながりが希薄化し、住

民自治の基盤となる地域コミュニティの機能が

低下する傾向にあります。 
・地方分権が進められる中、地域の特性を生かし

た地域住民による自治組織の役割が、非常に重要

になっています。 
・阪神大震災以降、災害時の助け合いなど、地域

コミュニティの役割の重要性が見直されていま

す。本市においても、登下校時の子どもの安全を

見守る活動や夜廻りなど、地域の自主的な活動が

行われています。 

・地域社会において豊かな人間関係を築き、お互

いに支え合い、快適に住み続けることができる環

境をつくるためには、地域コミュニティ活動の活

性化を図る必要があります。 
・市内には住民自治組織として、総代区、常会が

組織されています。また、総代区の間では、総代

連合会を組織し、お互いの連携を図っています。 
・現在、総代区ごとに、地域内の交流を深めるた

めの各種活動（資源回収、運動会、各種スポーツ、

サークル活動等）が展開されています。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

※地域ふれあい活動の写真 

 
 
 

※自治会活動の写真 

【施策の体系】 
１．地域コミュニティの担い手の育

成 
 

２．コミュニティ活動の充実  
 

３．施設整備への助成 
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施策の内容  
   

１ 地域コミュニティの担い手の育成 

・地域コミュニティ活動を自主的に実践していく人々の参加を促し、

地域づくりを担う人材の育成、充実を目指します。 
・地域の自主性を尊重したコミュニティ組織の育成や、コミュニティ

活動支援体制の充実を図ります。 
・地域住民の連帯感を高めるため、自主防災会や子ども会などの地域

活動を支援します。 

【主な取組】 
・担い手づくり講演会 
地域コミュニティ活動の実践者な

どの講演会を開催する。 
 

  
２ コミュニティ活動の充実 

・地域内の住民の交流を深めるため、公民館を中心とした生涯学習教

室や、地域ふれあい活動などの地域コミュニティ活動を推進します。 
・学校休業日や夜間に学校の施設開放を行い、地域コミュニティ活動

場所の提供を図ります。 
・地域にある自然や名所、伝統文化などを生かし、地域への愛着を持

ち、お互いの交流を深めるほかの模範となるような地域活動への助

成制度を検討します。 

【主な取組】 
・地域ふれあい活動事業 
清掃活動やスポーツなどのイベン
トを通して、地域の交流を図る。 

 

  
３ 施設整備への助成 

・地域コミュニティ活動の拠点である地域集会施設の整備に対し、必

要に応じて助成します。 
 

【主な取組】 
・地域集会施設整備助成事業 
地域活動の核となる地域集会施設
の整備に対して助成を行う。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

【基本計画】基本方針６．市民とともに歩むまちづくり 

 

３．男女共同参画 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●男女が対等なパートナーとして家庭・地域・

職場を支えています。 

●固定的な役割分担意識にとらわれることな

く、市民の一人ひとりが個性と能力を生かし

た活力あるまちとなっています。 
 

現状と課題  

・世界的な金融・経済危機を発端に、かつてない

深刻な不況により、非正規労働者の解雇など雇用

環境の急速な悪化が進む中、誰もが希望を持って

生活できる活力ある社会を築くためには、男性も

女性も、性別にかかわりなく、その個性と能力を

十分に発揮することができる男女共同参画社会

の実現が重要となっています。 

・男女共同参画社会基本法の施行後、法に定めら

れた男女共同参画計画の策定により総合的に施

策が推進されてきたほか、男女雇用機会均等法の

改正、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

に関する法律の成立ならびに同法律の改正など

男女共同参画を推進するための枠組みの整備が

図られています。 

・男性の多くは男女共同参画を「女性の問題」と

とらえ「自分の問題」と認識していません。その

ため、男女共同参画社会を男性の視点から捉える

ことが必要とされています。 

・子供ができても継続就業を望む女性は増えてい

ますが、子育てと両立は依然として難しいと感じ

られています。女性の就業継続支援が求められて

います。 

・実際の家庭における家事分担は、妻に偏る状況

にあります。他方、多くの男性が長時間にわたり

労働に時間を割かれています。「夫は外で働き、

妻は家庭を守るべきである」という考え方につい

ては、いまだ根強く残っている状況にあるが、子

育て期の男性は家事や育児等に参加したいと考

える人も多くなっています。 

・「男女共同参画社会」の形成を目指した総合的

な施策を展開するため、平成22年度末に「第２

次蒲郡市男女共同参画プラン」を策定しました。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【施策の体系】 
１．男女の人権の尊重 
 

２．政策・方針決定過程への男女共

同参画 
 
３．就業における男女平等の推進 
 
４．家庭・地域生活での男女共同参

画 
 
５．持続ある地域づくりと協働によ

る男女共同参画の推進 
 
 



107 
 

施策の内容  
   

１ 男女の人権の尊重 

・広報や各種媒体を有効に活用して、男女共同参画社会に対する理解

促進と意識向上のための取り組みに努めます。 
・生活の中での男女の固定的な役割意識を除去し、地域や学校、企業

と連携しながら、男女共同参画教育の充実に努めます。 
・女性や子どもに対する暴力の予防と根絶に向けて広報啓発活動を推

進するとともに、配偶者やパートナーからの暴力に関する相談体制

の充実を図ります。 

【主な取組】 
・男女共同参画についての周知 
・男女共同参画情報誌の発行 
・家庭教育の充実 
・ジェンダーフリー教育の推進 
・教職員へ男女平等の教育研 
 修 
・人権啓発活動の推進 
・よろず相談・無料法律相談 

  
２ 政策・方針決定過程への男女共同参画 

・各種審議会をはじめ、政策・方針決定過程や職場等において、女性

の参画機会の充実を図ります。 
・地域活動において男女が対等のパートナーとして主体的に活動をす

るために、地域における男女共同参画意識の普及啓発やリーダー養

成を図ります。 

【主な取組】 
・女性団体・グループの育成 
・女性教育指導者研修会への 

市民派遣 

  
３ 就業における男女平等の推進 

・性別による固定的な役割分担意識を解消し、多様な職業・職種や起

業について視野を広げるなど職業意識の啓発により、職場や仕事で

の男女共同参画を目指します。 
・雇用面における男女の機会均等についての情報提供や、女性が再就

職しやすい環境づくりに努めます。 
・職業訓練や就業支援について情報提供を充実するとともに、派遣就

労、在宅勤務等の起業化など多様な働き方に対する支援の充実を図

ります。 

【主な取組】 
・女性就業編所相談の充実 
・ファミリーフレンドリー企 

業の普及促進 
・改正男女雇用機会均等法の 

周知 
・ワーク・ライフバランスに 

ついての周知 
・女性企業家支援事業の活用 

促進 

  

４ 家庭・地域生活での男女共同参画 

・男女ともに仕事と生活が調和するよう、家庭での性別による固定的

な役割分担意識を解消するための意識啓発を図ります。 
・地域社会の様々な活動に性別や年齢に関係なく多様な人々が積極的

に参加できるよう努めます。 
・だれもが健康の保持増進を行うことができるよう必要な情報提供を

行うとともに、健康づくりの支援を図ります。 

【主な取組】 
・男女共同による子育て意識 

の啓発 
・子育て相談、育児相談の充実 
・各地域活動の情報提供体制 

の充実 
・定期健診の周知と受診率の 

向上 
・健康教育、健康相談の充実 

 

５ 持続的な地域づくりと協働による男女共同参画の推進 

・地域社会が持続してだれもが快適な生活を送ることができるように、

地域福祉活動の促進や結婚の支援を検討します。 
・地域で働き、生活する外国人について男女共同参画が進むよう多言

語での情報提供や相談体制の整備を図ります。 
・女性が参加しやすい新たな市民活動の育成と支援を図ります。 

【主な取組】 
・地域福祉活動支援 
・多文化共生活動の充実 
・女性参画の市民活動育成 

 
【関連する計画等】 
・蒲郡市男女共同参画プラン（平成23年度～平成32年度） 
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【基本計画】基本方針６．市民とともに歩むまちづくり 

 

４．多文化共生 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●国際社会への進展に対応し、市民主導の国際

交流事業が充実しています。 

●すべての市民が国籍などに関わりなくお互

いを尊重し、共に地域づくりに参加していま

す。 
 

現状と課題  

・交通手段や、通信手段の発達により、人、もの、

情報の交流が飛躍的に拡大しており、市民におい

ても海外との交流はより身近なものとなってき

ています。 
・姉妹港提携したギズボーン市や、愛知万博での

一市町村一国フレンドシップ事業の相手国ポー

ランドなどとの交流活動やアジア障がい者セー

リング交流などのスポーツを通じた交流活動も

市民により実施されています。 
・小中学生を対象とした海外派遣事業や、海外中

学生等の訪日団受け入れを実施しています。 

・本市には多くの外国人観光客も来訪し、市民と

ふれあう機会も増えてきています。また、訪れた

外国人に対してもやさしいまちづくりが求めら

れています。 
・就労や婚姻等で本市に生活の拠点を置く外国人

の増加により、生活習慣の違い等によるトラブル

も発生しています。市民が外国人も住民の一人で

あることを理解し、共に協力し合ってよりよい地

域づくりを行っていくことが求められています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

※ギズボーンの紹介図 

 
 
 

※多文化教室の写真 

ギズボーンの紹介図 多文化教室の写真 

【施策の体系】 
１．国際感覚あふれる人づくり 
 

２．組織の育成 
 
３．国際交流事業の充実による地域

活性化 
 
４．国籍などに関わりなく住みよい

まちづくり 
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施策の内容  
   

１ 国際感覚あふれる人づくり 

・外国人とのふれあいの機会の創出や外国の歴史、文化、風習の理解

を深める教育の充実を図ります。 
・国際感覚にあふれ、多文化共生意識をもった日本人市民が増えるよ

うに多文化共生講座を開催します。 
・姉妹港提携したギズボーン市や一市町村一国フレンドシップ事業の

相手国ポーランドなどの諸外国との交流の促進・拡大するため、市

民レベルの友好交流を図ります。 

【主な取組】 
・小中学生の海外派遣事業 
小中学生の海外派遣及び海外中学

生の招待により、国際感覚と豊かな
心を育成する。 

・多文化共生講座の開催 

  
２ 組織の育成 

・市民や民間団体が幅広く自主的な交流ができるよう、組織の育成に

努めます。 
・市民が主体となって国際交流事業が進められるように国際交流協会

の自主運営を目指します。 

【主な取組】 
・国際交流協会の運営体制の強化 
国際交流事業の充実を図るため、国

際交流協会の自主運営に向けた取

り組みを行う。 

  
３ 国際交流事業の充実による地域活性化 

・国際観光都市、国際港湾都市として、本市を訪れる外国人に対し、

おもてなしの心でサービスできる外国人にやさしいまちづくりを目

指します。 
・国際交流事業を充実することにより、地域社会の活性化を図ります。 
 

【主な取組】 
・観光経済交流事業 
・スポーツによる国際交流事業 
アジア障がい者セーリング交流事
業などによるスポーツを通じた国

際交流事業。 
 ・ギズボーン市やポーランド等との

交流事業 

  

４ 国籍などに関わりなく住みよいまちづくり 

・市民団体等による地域の日本語教室を拠点とし、お互いの文化を理

解し、円滑なコミュニケーションが行われるように努めます。 
・市内で暮らす外国人に多言語での情報発信をし、共に地域づくりの

担い手となるよう努めます。 
 

【主な取組】 
・日本語教室 
地域の外国人児童及び保護者を対
象とした日本語教室を実施し、お互

いの文化・価値観の違い等を理解す

る。 
・プレスクール 

   小学校における学校生活を円滑な

ものにするために、就学前の外国人
児童を対象とした学校体験。 

・外国人相談所 
   外国人が本市で生活するための日

常的な問題についての相談窓口の

開設。 

・外国人日本語スピーチコンテス 
トの開催 

 

【関連する計画等】 
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【基本計画】基本方針６．市民とともに歩むまちづくり 

 

５．地域情報化 
 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●ユビキタス社会の中で、利便・効率・活力が

実感できる電子自治体となっています。 

●安全で安心できる快適な市民生活に ICT が

活用されています。 

●ICT の活用により地域の活性化が向上してい

ます。 
 

現状と課題  
・インターネット等の普及により、様々な分野で情報

化が進展し、私たちのライフスタイルは大きく変化

してきました。インターネットの利用もパソコンだ

けではなく、携帯電話やゲーム機に代表される携帯

情報端末など多様化が進み、「いつでも、どこでも、

誰でも」が情報サービスを利用できる「ユビキタス

社会」が訪れようとしています。 

・情報サービスの提供もホームページによる一方向の

情報提供ではなく、ネットショッピングや施設の予

約など双方向の情報サービスへと変化し、さらには

ブログ、SNSといった気軽に情報を発信できるサー

ビスが提供されています。 

・本市においても、平成11年に情報ネットワークセン

ターを開設し、通信基盤（ネットワーク）の整備と

各種システムの導入を行うとともに、情報通信技術

（ＩＣＴ）の恩恵を誰もが享受できる市民の育成を

目的として市民パソコン教室などを開催し、地域の

情報化推進や行政サービスの業務効率化を推進して

きました。 

・基礎的なインフラ整備が一定の完成をみた現在、今

後求められることは、整備されたインフラを如何に

活用し、更に進展する情報化技術を効率的に取り入

れるにはどうすればよいかが大きな課題となってき

ています。そのためには利用者視点に立った「利便

性の高い情報サービスの提供」と「効率的な情報シ

ステムの確立」が強く求められています。 

・情報化は本市だけで進めるのではなく、国や県、近

隣自治体との連携を図るとともに、地元企業やNPO

団体とも連携し、地域の活性化に貢献する情報化推

進が必要となってきています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【施策の体系】 
１．行政サービスの情報化推進 
 

２．業務・システムの最適化 
 
３．情報推進による地域の活性化 
 
 

インターネット利用者数及び人口普及率の推移 
資料：総務省「平成21年度通信利用動向調査」 

蒲郡情報ネットワークセンター 写真 
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施策の内容  
   

１ 行政サービスの情報化推進 

・ワンストップ行政サービス（総合窓口）で利用できる手続きを拡充

するために、各種システム等の見直しを実施することで、利用者の

視点に立ち、市民の利便向上に繋がるサービスにしていきます。 
・インターネット等を活用した、情報発信を今後も積極的に行うとと

もに、更に使いやすく「いつでも、どこでも、誰でも」が利用でき

る便利なサービスを提供いたします。また個人情報などを守るため

にもさらなるセキュリティ強化に努めます。 
・安全で安心できるまちづくりのためにも、メール配信サービスなど

を活用し、快適な市民生活に役立つ情報発信を行います。 

【主な取組】 
 
・総合窓口業務の推進 
住所異動や戸籍異動などの様々な
手続きを、原則一つの窓口で受け付

け、ワンストップサービスを行いま

す。 
 

・コンビニ等を活用した行政サービ
ス導入の検討 

 
・ウェブアクセシビリティの推進・

強化 
 

  
２ 業務・システムの最適化 

・本市では、住民サービスを向上させるために、業務内容ごとに様々

なシステムが導入されています。今後、業務の流れや情報システム

全体の最適化を図り、運用コストの削減を図るとともに、各情報シ

ステム間の連携やデータの共有化により、効率的な行政運営を図り

ます。 

・情報資産を所有せずにインターネット上のサービスとして利用する、

いわゆる「クラウド・コンピューティング」が提唱されています。

このようなネットワークを使ったサービスを活用することで、変化

への柔軟かつ迅速な対応と、より一層のコスト削減を推進します。 

【主な取組】 
 

 
 

 

 
・クラウド・コンピューティングシス

テム導入の検討 
 

  
３ 情報推進による地域活性化 

・生活スタイルの多様化により、私達を取り巻く環境は大きく変化し

てきました。コミュニケーションの手段としても、ブログ、ＳＮＳ

などといったインターネットを利用したサービスが登場し、時間や

地域を越えた人と人とのつながりが可能となっています。今後、こ

れらの活用方法を調査・研究し、コミュニティの活性化に繋がる手

段を検討していきます。 

・多様なニーズに応えるとともに利便性の高いサービスの提供を図る

ため、地上波デジタル放送やブロードバンド等の通信環境を活用し

たインタラクティブできめ細かな情報サービスの推進を図っていき

ます。 

・国や県、近隣自治体との連携を図るとともに、産学官連携も推進し、

地域の活性化に貢献する情報化を推進します。 

【主な取組】 
 
・ブログ、ＳＮＳ、ツイッターなどの

新たなコミュニケーション手段の
活用方法を検討 

 
・CMS、デジタルデータ放送などの

有効活用を検討 
 
・CATV 事業の促進 

 
 

 

【関連する計画等】 
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【基本計画】基本方針６．市民とともに歩むまちづくり 

 

６．広報・広聴 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  
 

●行政情報を市民に伝えたり、市民の声を市政

に反映させたりする広報・広聴活動が盛んで、

市民の行政参加の場の確保が積極的に図ら

れています。 

●市民と行政が身近で信頼が築かれ、相互一体

となった市政が運営されています。 
 

現状と課題  

・市民の行政への積極的な参加が求められている

今日、行政情報を市民に伝えたり、市民の声を市

政に反映させたりする広報・広聴活動はその基盤

となり、市民と行政の信頼関係を築き上げていく

上で必要不可欠となります。 
・本市では、「広報がまごおり」の毎月の発行、

ホームページによる市政情報の公開、報道機関を

通じての情報提供のほか、情報公開制度の運用、

なんでも出前講座の実施などを通じて、市民への

行政情報の提供に取り組んでいます。 
・市民の声を幅広く収集して行政に反映させるよ

う、市長との対話の機会や、市民の声投書箱の設

置、市長への手紙の実施、さらにはパブリックコ

メント制度や市民相談窓口の充実に努めていま

す。 

・市民と行政が一体となった市政運営を推進して

いくために、市民が積極的に行政に参加できる広

報・広聴活動の体制づくりが必要となります。 
・こうした体制づくりに向けて市民アンケート等

から市民の声を幅広く収集し、多種多様化するニ

ーズへの対応が求められます。 
・また市民の望む情報を的確に把握した、便利で

迅速な情報提供システムが必要となっています。 
・全国さらには海外へ向けた本市のプロモーショ

ン活動を実施し、「蒲郡」の認知度やイメージの

向上につなげるための積極的な情報発信が求め

られます。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

市長への手紙 

区分 通 数 件 数 福祉･

保 育 
保健・

医 療 
教育・

文 化 
公 共 
施 設 

環境・

美 化 
海・港

湾 
まちなみ・

景観 
道路・

歩道 
交通・防犯・

災害 
産 業

振 興 
観光・

競 艇 
情報化・

行 政 
市職員・

議 員 
まちづくり

意見・提言 その他 

平成 19年度 157 203 15 9 9 21 24 0 0 20 18 6 9 6 13 27 26 
平成 20年度 143 213 29 14 12 17 30 0 3 27 17 6 9 6 11 13 20 
平成 21年度 144 209 15 12 4 19 37 0 0 22 22 6 7 4 14 4 36 
資料：企画広報課 
 
 
 
 

【施策の体系】 
１．広報活動 

― ①広報がまごおりの内容の充

実 

― ②インターネット等を利用し

た情報提供 

― ③報道機関への情報発信 

― ④シティプロモーションの実

施 

― ⑤開かれた情報提供体制の推

進 

２.広聴活動 

― ①市民アンケート調査の実施 

― ②市民対話等の充実 

― ③行政への市民参加体制の 

強化 

― ④市民相談窓口体制の充実 
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施策の内容  
   

１ 広報活動 

①広報がまごおりの内容の充実 

・分かりやすく充実した内容で、市民の必要とする情報を迅速に提供

できる広報を目指します。各戸配布する広報以外にもホームページ

やケーブルテレビ、モニター広報を積極的に利用し、さらには情報

弱者にも対応した情報提供体制を整えます。 
②インターネット等を利用した情報提供 

・市民誰もが利用しやすい充実した内容のホームページを作成し、ま

たインターネットや新しい媒体を利用した情報提供システムを構

築し、正確かつ迅速な市政情報の発信を目指します。 
③報道機関への情報発信 

・市政に関する情報をより広く迅速に紹介し、市のイメージアップを

図るため、各報道機関やケーブルテレビへの積極的な情報提供を行

います。 
④シティプロモーションの実施 

・全国そして海外に、本市の様々な魅力や特性をアピールし、本市に

対する認知度やイメージを向上させるとともに、市民に対しても本

市の魅力の再発見や愛着度の向上を図ります。さらには蒲郡市民間

大使による市のＰＲ活動の協力要請に努めます。 
⑤開かれた情報提供体制の推進 

・市民が行政情報を共有できる体制を整え、個人情報の保護に留意し

ながら、情報公開を積極的に行います。また市民の行政への関心と

理解の向上を図るため、なんでも出前講座の継続や行財政の現状報

告の場の設置、パブリックコメント制度を活用し市民の行政施策の

周知と理解を図ります。 

【主な取組】 
・ホームページやケーブルテレ 

ビ、モニター広報を利用した情 
報提供 

・「声の広報」、「点訳の広報」の 
継続 

 
・ホームページ、携帯電話配信サ 

ービス等の有効利用 
・多言語自動翻訳サービスの活用 
・J－ALART（行政無線）によ 

る災害情報発信 
 

・記者クラブへの積極的な情報提供 
・地上デジタル放送を活用した情 

報発信 
 

・地域ブランドの認定 
・インターネット動画の配信 
・観光交流の推進 
・トップセールスの実施 
・パブリシティの活用 
・蒲郡市民間大使によるＰＲ活動 
 
 
 
・情報公開制度、パブリックコメ 

ント制度の継続、利用促進 
・なんでも出前講座の継続 
・行政懇談会、財政報告会等の開催 
・特別職・市議会議員の報酬、政 

務調査費の公開 
・市議会議長の活動報告 

  
２ 広聴活動 

①市民アンケート調査の実施 

・効率的かつ回収率の高い市民アンケート調査を実施し、多種多様な

市民ニーズを把握します。またパブリックコメントから収集した市

民の意見を、市の政策形成に反映させます。 
②市民対話等の充実 

・市長対話の継続開催や、市長への手紙、市民の声投書箱の内容を市

政への提言・意見とし、積極的に実施します。また蒲郡市民間大使

からの幅広い意見収集や、市民からより多くの意見を聴く施策の充

実に努めます。 
③行政への市民参加体制の強化 

・各種審議会や委員会等の委員に市民公募枠を設置したり、市民と行

政の意見交換会を創設するなど、政策形成段階からの市民参加を推

進し、市民の声を積極的に市政に反映させていきます。 
④市民相談窓口体制の充実 

・市民が抱える様々な問題に対応した相談窓口体制を整え、市民が気

軽に利用できる身近で便利な行政を目指します。 

【主な取組】 
・市民アンケート、市民意識調査 

の実施 
・市政モニター制度の構築 
・パブリックコメントを活用した 

政策形成 
 
・市長対話ざっくばらん 
・市長への手紙 
・市民の声投書箱 
・蒲郡市民間大使からの意見収集 
 
 
 
・各種審議会、委員会の委員の市 

民公募 
・行政懇談会の開催 
 
 
 
 
・市民相談の受入れの充実 
・電話対応窓口の創設 
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【基本計画】基本方針６．市民とともに歩むまちづくり 

 

７．広域行政 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●広域的なまちづくりにより、効率的な行政運

営と行政サービスの向上が進んでいます。 

●近隣自治体と共存・共生することを目的に、

行政サービスの適切な役割分担が進んでい

ます。 

●地域全体のよりよい発展のために、近隣自治

体と積極的に協力・連携を深めています。 
 

現状と課題  

・幹線道路網の整備やインターネットの急速な普

及により、経済活動圏や市民の日常生活圏は、市

域を越えて拡大しており、地域医療・地域公共交

通・都市基盤整備など多くの課題も広域化、多様

化してきています。このため、共通課題を持つ近

隣自治体と積極的に連携・協力していく必要性が

増しています。 

・本市では、豊橋市、豊川市及び新城市と協議会

方式による消防通信指令事務や、幸田町と一部事

務組合方式によるし尿処理業務（蒲郡市幸田町衛

生組合）、県内全市町村と広域連合方式による後

期高齢者医療事務を共同で行っています。 

・豊川流域の自治体とは水資源の確保や流域圏の

振興のため、水源林対策事業や交流事業、設楽ダ

ム建設関連事業を行い、観光、交通、道路などに

ついても関係市町村で任意の協議会を組織し、事

業を推進しています。 

・従来の都市基盤整備促進以外にも、行政経費の

削減や施策の実効性を担保するため、他自治体と

共同で、スケールメリットを生かした行政を展開

しています。 

・東三河の自治体で構成する東三河広域協議会で

は、「地方拠点都市地域基本計画」を策定し、「21

世紀のライフスタイルをリードする生活の都」を

目指し、「海を活かしたリゾート開発等の施策」

を推進するほか、東三河地域が抱える行政課題の

調査・研究をしています。また、三河港区域の行

政・経済団体等の港湾関係団体で構成する三河港

振興会では、地域産業の振興発展に寄与するため、

三河港の総合的な発展促進策を実施しています。 

・三遠南信地域の自治体及び経済団体で構成する

三遠南信地域交流ネットワーク会議（ＳＥＮＡ）

では、「三遠南信地域連携ビジョン」を策定し、

「世界につながる日本の中央回廊」を目指し、

地域資源の発掘のほか、三遠南信道路の建設推進

などこの地域が一体となった発展に向けた施策

を推進しています。 

・活力ある地域社会を形成するため、豊かな自然

環境などの地域資源を最大限に活用する仕組み

を自治体と市民、ＮＰＯ等が協働・連携して作り

上げていくことにより、中央集権型の社会構造を

持続可能な地域循環型社会へと転換させていく

ことが求められています。 

・市町村合併の進展、地方分権の更なる推進、道

州制導入への取組等を踏まえ、自治体にはこれま

で以上に、地域の特性を生かした独自性や、効率

的かつ効果的な行財政運営による自立性が求め

られています。このため、広域的なまちづくりに

関する市民や行政の意識を高めながら、他自治体

との広域行政のあり方について様々な方面から

検討し、積極的に広域行政を推進する必要があり

ます。 

【施策の体系】 
１．行政サービスの連携 
 
２．法律に基づく共同処理制度の積

極的な活用 
 
３．国・県・関係自治体との連携強

化 
 
４．道州制、市町村合併等に関する

調査研究 
 
５．広域的視点に立った市民協働促

進策の推進 
 
６．活力ある地域社会を形成するた

めの担い手の育成 
 
７．広域行政の計画的推進 
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施策の内容  
   

１ 行政サービスの連携 

・図書館の相互利用等すでに実施している広域的な連携による行政サ

ービスのほか、市民サービスの向上に直結する分野に関しては可能

なものから広域化・共同化し、他自治体との間で行政サービスの適

切な役割分担を図ります。 
・各自治体が共同して実施した方がより効率的な事業・施策について

調査・研究し、順次実施します。 

【主な取組】 

  
２ 法律に基づく共同処理制度の積極的な活用 

・現在実施している３事業について、事業内容の精査を行い、効率的

な運営を図ります。 
・複雑・専門化する行政事務に対応するため、内部組織の共同設置に

関する調査・研究を行い、経費の削減や職員の確保、行政サービス

の向上を図ります。 

【主な取組】 

  
３ 国・県・関係自治体との連携強化 

・国や県の計画と協調した施策を展開することで、総合的な地域づく

りを進めます。 
・市民生活の向上を図るための道路、港湾といった広域大型事業を推

進するため、これまで以上に連携を強化します。 
・共通する行政課題を解決するため、近隣自治体と積極的に連携・協

力していく体制を整備します。 

【主な取組】 

  

４ 道州制、市町村合併等に関する調査研究 

・地方分権が進む中、新たな広域行政の推進や地域が自立するうえで

必要な経済基盤を培い、定住促進を図るため、道州制や市町村合併

等に関する調査・研究を行い、本市における広域行政の果たすべき

役割を整理します。 
・広域行政に関する市民の関心を高めるため、広報紙等を通じ、積極

的に情報提供した上で、市民の意向を把握します。 

【主な取組】 

  

５ 広域的視点に立った市民協働促進策の推進 

・事業者を含めた市民相互の連携を促進するため、広域的視点に立った

支援策を検討し、実施を図ります。 
【主な取組】 

  

６ 活力ある地域社会を形成するための担い手の育成 

・市の区域を越えた横断的な組織や人材を育成・支援して、活力ある地

域社会の形成を目指します。 
【主な取組】 

  
７ 広域行政の計画的推進 

・関係自治体の自主性を尊重した上で、東三河地方拠点都市地域基本計

画や三遠南信地域連携ビジョン等を計画的に推進し、共存・共生を図り

ます。 

【主な取組】 

 
【関連する計画等】 
・東三河地方拠点都市地域基本計画（平成18年度から概ね10年間） 
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・三遠南信地域連携ビジョン（平成20年度から概ね10年間）  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※東三河地方拠点都市地域基本計画、三

遠南信地域連携ビジョンの構成地域が

分かる地図 

広域行政計画の区域図 用語の定義（巻末掲載可） 
協議会・・・・・・事務の共同処理方式の一つで、地方公共団体の事務の一部を共

同して処理するために設置する組織（法人格は有しない。） 

一部事務組合・・・２以上の地方公共団体が、その事務の一部を共同処理するため

に設ける特別地方公共団体 

広域連合・・・・・２以上の地方公共団体が、その事務の一部を共同処理するため

に設ける特別地方公共団体（一部事務組合よりも広域で処理する

ときに設立されることが多い。） 
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【基本計画】基本方針６．市民とともに歩むまちづくり 

 

８．行政 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●市民と行政が情報を共有し、相互理解を深め

ながら、協働によるまちづくりを展開してい

ます。 

●継続的に行政改革が推進され、より柔軟性あ

る組織になっています。 

●限られた行政財産の効率的・効果的な運用に

より、身近で質の高い行政サービスが提供さ

れています。 
 

現状と課題  

・地方分権の進展に伴い、より市民本位・市民主

体の自治の再構築とともに、自己決定・自己責任

による行政運営が求められています。さらに、地

域の資源や特性を活かした特色あるまちづくり

とともに、限られた財源の中で多様化・複雑化す

る市民ニーズへの対応が求められています。 
・人件費の抑制や事務事業の効率的・効果的な実

施、公共的サービスの民間委託など、さらなる行

財政改革の推進による歳出の抑制に加え、安定し

た自主財源の確保に努め、市民サービスの質と量

を確保していくことが求められています。 
・団塊世代の退職を迎え、市政を担う人的資源を

有効に活用するため、職員個々の職務遂行能力の

向上と民間企業の経営的視点を取り入れた簡

素・効率的な執行体制の構築に努める必要があり

ます。 
・分権時代にふさわしい法律的思考能力と政策法

務能力を備えた人材の育成が求められています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

※総合窓口の写真 

【施策の体系】 
１．行政運営 

― ①組織機構の簡素化・効率化 

― ②事務事業の再編・整理 

― ③透明性の確保 

― ④民間活力の活用 

２．人事管理 

― ①職員の育成と適正な人員配

置 

― ②職場環境の改善 
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施策の内容  
   

１ 行政運営 

①組織機構の簡素化・効率化 

・社会情勢の変化に伴い多様化・複雑化する市民ニーズに的確に対応

していくため、適宜に行政組織の見直しを行い、迅速な意思決定、

市民ニーズへの速やかな対応などの観点に基づく市民にわかりやす

い柔軟で即応性に優れた組織機構の構築に努めます。 
・道州制に対する国や県の動向を注視するなど情報収集を行い、今後

の社会経済環境の変化に対応できるような体制を整えます。 
②事務事業の再編・整理 

・地方分権改革推進計画に基づく義務付け・枠付けの見直しによる自

由度の拡大に伴い、事務事業のあり方を検討し、本市の実情にあっ

た取組を進めます。 
・各種事務事業の実施にあたっては、常にコストを意識しながら事務

改善に努め、その効果的・効率的な実施に取り組みます。事務事業

評価の実施により事務事業の必要性を見極め、効果の少ない業務、

緊急性のない業務、単に慣例的に継続している業務等については、

再編・整理、廃止・統合等の見直しを実施します。 
③透明性の確保 

・個人情報保護対策と行政システムの信頼性の確保に努めるとともに、

情報公開制度を適正に運用することで市民に対する説明責任を果た

し、信頼と透明性のある行政運営を推進します。 
・行政手続ルールの明確化や行政不服審査に対する体制を整備し、行

政運営における公正の確保と透明性の向上を図ります。 
④民間活力等の活用 

・社会経済情勢の変化に伴う行政需要の増加に対応し、簡素で効率的

な行財政運営を行うため、公共的なサービスの提供にかかる行政と

市民・民間事業者等との役割分担を明確にし、行政が担うべき役割

の重点化とともに、市民等との協働、民間事業者等の活力の活用を

進めます。 
・公の施設のあり方やその施設における事務事業の実施方法を利用者

の立場に立って見直し、民間の管理により低コストで適正なサービ

スが提供できると判断された施設については、民間委託や施設の民

間への処分等を積極的に進めます。 
 

【主な取組】 

  
２ 人事管理 

①職員の育成と適正な人員配置 

・新たな行政課題や市民の多様なニーズに対応するため、職員一人ひ

とりが専門性や政策立案能力を高め、市民と協働してまちづくりを

推進するという意識を徹底させます。 
・「能力を身につけ、発揮し、評価される」という人材育成型の職場風

土を醸成し、職場の活性化につながる適材適所の人事配置を推進し

ます。 
・時代が求める職員としての資質を備え、組織や市民ニーズに的確に

対応し、積極的に成果をあげることのできる人材の育成と確保を図

ります。 

【主な取組】 
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・事務量に応じた人員配置について、弾力的な運用を進めることによ

り、さらなる事務の効率化を図ります。 
②職場環境の改善 

・仕事と生活の調和を図るため、事務の簡素化、効率化等による時間

外勤務の縮減や年次有給休暇の取得促進など総労働時間の短縮に取

り組むとともに、職員が生き生きと働ける環境づくりに向けて、職

場環境の改善に取り組みます。 
 

 

【関連する計画等】 
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【基本計画】基本方針６．市民とともに歩むまちづくり 

 

９．財 政 
 

 

施策が目指す蒲郡市の将来の姿  

●厳しい財政状況から脱却し、事務改善や経費

節減に加え、行財政改革を進め、「真の自立

できる蒲郡市」となっています。 

●資金計画・中長期の財政計画により、計画的

な予算執行が行われています。 
 

現状と課題  

・国、地方における厳しい財政状況、さらには社

会経済情勢の中長期の予測が困難の中、地方分権

時代にふさわしい自立できる財政運営が求めら

れています。特に急速な少子高齢化の進行により、

社会保障費は増大しつつも、財源や人的資源は限

られており、事務事業の再編、選択、整理を進め

ることが緊々の課題です。 

・過去、景気対策等により発行した地方債の元利

償還が財政を圧迫する要因となっていますが、公

共施設の老朽化に伴い、その改修・改築は計画的

に行う必要があります。 

・雇用需要の拡大や地域の活性化を促進するため

にも、新たな企業誘致を積極的に行い、自主財源

の柱である市税収入を伸ばすことも重要です。 

・年度間の財源の不均衡を調整するために設けら

れている財政調整基金は枯渇状況にあり、難しい

財政運営を迫られています。 

・使用料、手数料等については、利用する人が応

分の負担をすることによって、利用しない人との

“公平性”を維持するとともに、国、県及び他の

自治体との均衡をはかり、適正な料金に設定する

必要があります。 

・「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」

の施行により、特別会計・公営企業会計等もあわ

せた連結決算により、地方公共団体全体の財政状

況を、市民にわかりやすく公表しなければなりま

せん。 

・「公会計制度改革」により、行政においても職

員一人ひとりが経営感覚を持ち合い、発生主義・

複式簿記などの企業会計手法によるコスト分析

とともに、資産や負債を正確に把握することが必

要不可欠となっています。 

・モーターボート競走事業は、レジャーの多様化・

景気の動向に加え、ナイター開催場の増加などの

外部要因もあり、今までのような売り上げは期待

できないため、新たな顧客を開拓するなど、収益

の増加を図らなければなりません。 

 

【施策の体系】 
１．財源の確保 

― ①自主財源の確保 

― ②依存財源の確保 

― ③収納率の向上 

２．受益者負担の適正化 
 
３．財政運営の効率化 

― ①事務事業の合理化・効率化 

― ②補助金等の見直し 

― ③民間活力との連携 

４．財政計画の策定 
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施策の内容  
   

１ 財源確保 

①自主財源の確保 

・新たな企業誘致 
幹線道路・港湾の整備を進めることにより、物流拠点施設や研究所な

どの新たな企業誘致にも積極的に取り組み、法人市民税をはじめ各税

目の増収を図ります。 
・未利用地の有効活用 
新公会計による財務書類４表の作成・活用等を通じ、資産・債務の適

切な管理を進めるとともに、「財産の管理」から「財産の有効活用」へ

の検証を行います。とくに未利用地については、売却促進や暫定貸付

などを進めていきます。 
・競艇事業の収益増加 
競艇事業については、開場以来となる大規模な施設の改修により、若

者や女性客など新たな顧客を開拓し、その収益から計画的に他会計に

繰り出しができるようにします。 
②依存財源の確保 

・三位一体改革以降、多くの権限移譲が進められましたが、地方交付

税改革、補助金の一括交付金化など制度の見直しの動きに注視しつ

つ、市政運営の支障とならないように、国・県に対しては、引き続

き必要な税源移譲を要望していきます。 
③収納率の向上 

・自主納税意識の高揚を図るため、期限内納付の啓発活動や口座振替

納税を一層働きかけるとともに、悪質な滞納者に対しては、財産の

差押・インターネット公売等の滞納処分を実施します。 
・また、滞納データを電子化し、その徴収を広域で行うことを推進し

ていきます。 

【主な取組】 

  
２ 受益者負担の適正化 

・特定の行政サービスを受ける利用者に応分の負担を求めるため、対

象となる施設の管理運営経費や証明書などを発行する使用料・手数

料等については、コストを算定し、積算根拠を明らかにしながら、

『受益者負担の原則』のもと定期的に見直しを行います。 

【主な取組】 

  
３ 財政運営の効率化 

①事務事業の合理化・効率化 

・分野をまたがる事務事業については、統合も視野に入れながら、相

乗効果を高め、無駄を省きます。また、行政コスト計算書などを活

用し、費用対効果を検証するとともに、限られた財源の中から事業

を選択し、整理・廃止を進めていきます。 
・公共施設の見直し 
耐用年数を経過する公共施設が多くなり、運営管理・修繕費の費用

が増大しております。施設の更新時にあわせて、その規模を見直す

とともに統廃合も検討します。 
・組織の簡素化 
義務的経費である人件費については、組織の簡素化を進め、計画的

な定員管理を行います。 
・計画的な基盤整備 

【主な取組】 
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厳しい財政の中、投資的経費については抑制しつつも、住民福祉の

向上と都市基盤の充実を図るため、重要性及び投資効果などを総合

的に検討し、効率よく計画的に推進します。 
②補助金等の見直し 

・団体などに交付している補助金や負担金については、行政として対

応すべき必要性、その効果、経費負担のあり方等について検証し、

常に見直しを行います。 
③民間活力との連携 

・効率的に、またより質の高い行政サービス提供するため、地域住民

や重要なパートナーとしてのコミュニティ組織、ＮＰＯその他の民

間セクターとも協働し、相互に連携します。 
  

４ 財政計画の策定 

・各種プロジェクトを計画的に進めていくため、将来を見据えた資金

計画・中長期の財政計画を策定し、わかりやすく公表していきます。 
・特に、後年度の負担となる地方債の発行については、世代間の公平

性の観点のもと、計画的に行います。 

【主な取組】 

 

【関連する計画等】 
・蒲郡市財政健全化改革チャレンジ計画（平成  年度～平成  年度）                                                 
内    容 単 位 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 早期健全

化基準 
財政再生

基準 
基準財政需要額 百万円 11,807 11,812 11,761 11,148 12,115   
基準財政収入額 百万円 10,650 10,893 11,255 12,013 10,820   
標準財政規模 百万円 15,151 15,133 15,160 15,333 16,319   
経常収支比率   ％ 95.4 90.8 93.9 92.6    
実質赤字比率   ％   5.23 6.68  △12.71 △20.00 
連結実質赤字比率   ％   22.22 23.83  △17.71 △40.00 
実質公債費比率   ％   6.6 5.1  25.0 35.0 
将来負担比率   ％   48.5 5.2  350.0                                                              

 

内    容 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 
個人市民税 2,958 3,348 4,219 4,189  
法人市民税 885 831 966 923  
固定資産税 6,696 6,364 6,378 6,404  
その他 2,060 2,049 2,052 2,067  
合計 12,599 12,592 13,615 13,583  

図 財政主要指標の推移 
し財政健全化判断比率率 

図 市税収入の推移                  単位 百万円 
し財政健全化判断比率率 


